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総務委員会会議録 

 

令和８年３月１７日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時５８分閉議（実時間３８３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第２号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第１４号（関係分） 

１．議案第５号・令和７年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計補正予算・第１号 

１．議案第７号・令和８年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第１１号・令和８年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

１．議案第１８号・専決処分の報告及びその承

認について（令和７年度八代市一般会計補

正予算・第１２号） 

１．議案第１９号・八代市総合計画基本構想

（八代未来づくりビジョン）の策定につい

て 

１．議案第２０号・八代市過疎地域持続的発展

計画の策定について 

１．議案第２１号・辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定について 

１．議案第２７号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例及び八代市会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部改正について 

１．議案第２８号・八代市営駐車場条例の一部

改正について 

１．議案第２９号・八代市消防団員等公務災害

補償条例の一部改正について 

１．議案第３０号・八代市情報通信技術を活用

した行政の推進に関する条例の一部改正に

ついて 

１．議案第３１号・ふるさと八代元気づくり応

援基金条例の一部改正について 

１．所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の

調査 

 （一般競争入札の対象工事拡大につい

て） 

 （八代市金剛コミュニティセンター設計

概要について） 

 （令和８年度組織機構再編の概要につい

て） 

 （八代市国土強靱化地域計画の策定につ

いて） 

 （八代未来づくり総合戦略の策定につい

て） 

 （第３期八代市・氷川町・䭈北町定住自

立圏共生ビジョンの策定について） 

 （第２次八代市地域公共交通計画の策定

について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  木 村 博 幸 君 

副委員長  大 倉 裕 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  た ー み ー 君 

委  員  西   和 明 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  蓑 田 由 貴 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       松 川 由 美 君 
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  財務部次長     角 田 浩 二 君 

  財政課長      草 西 亮 介 君 

  財政課長補佐    園 田 哲 次 君 

  市民税課長     窪 田 智 昭 君 

  資産税課長     草 原 清 一 君 

  契約検査課長    宮 川 芳 行 君 

  財産経営課長    上 村 勝 一 君 

 総務企画部長     田 中   孝 君 

  総括審議員兼危機管理監 豊 田 正 樹 君 

  理事兼危機管理課長 松 永 貴 志 君 

  地域政策課長    松 本   亨 君 

  デジタル推進課長  栄   圭 介 君 

  企画政策課長    浅 川 公 利 君 

  鏡支所地域振興課長 久 保 祝 子 君 

 建設部 

  建設部次長     竹 原 彰 吾 君 

 市長公室長      宮 川 武 晴 君 

  人事課長      田 中 博 之 君 

  秘書広報課長    中 川 順 一 君 

 市民環境部長     岩 崎 伸 一 君 

  市民環境部次長   中 村 光 宏 君 
 
  市民活動政策課長 
            長 舩 征 洋 君 
  （ 消 費 生 活 セ ン タ ー 所 長 兼 務 ）  
 
 
  人権政策課長 
            上 角 愛美子 君 
  （人権啓発センター所長兼務） 
 

  市民課長      相 澤   誠 君 

 健康福祉部 
 
  健康福祉部次長 
            髙 﨑 博 文 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 

 教育部 

  理事兼教育施設課長 稲 本 健 一 君 

 部局外 
 
 選挙管理委員会事務局長 
            橋 口 伸 一 君 
 （公平委員会事務局長併任） 
 

 議会事務局長     梅 野 展 文 君 

  議会事務局次長   土 田 英 雄 君 

                              

○記録担当書記     右 田 理 絵 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（木村博幸君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから総

務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。なお、

災害対策等並びに企業誘致等に関連する予算、

事件、条例案等につきましては、特別委員会に

付託となりますので、御承知おきお願いいたし

ます。 

                              

◎議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１４号（関係分） 

○委員長（木村博幸君） 最初に予算議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第２号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第１４号中、当委員会関係分を議

題とし、歳入等及び歳出の第２款・総務費、第

８款・消防費及び第１２款・諸支出金について、

財務部から説明願います。 

○財務部長（松川由美君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部、松川でございます。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それではまず、ただいま御案内のありました

予算議案、議案第２号・令和７年度八代市一般

会計補正予算・第１４号中、総務委員会関係分

についてでございますけれども、本日は消防費

も併せまして、財務部、角田次長が説明いたし

ますので、御審議よろしくお願いいたします。 

○財務部次長（角田浩二君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

財務部の角田でございます。よろしくお願いい

たします。着座にて御説明をさせていただきま

す。失礼いたします。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財務部次長（角田浩二君） それでは、議案

第２号・令和７年度八代市一般会計補正予算・



 

－3－

第１４号をお願いいたします。総務委員会付託

分について御説明をいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ１６億６１３０万円

を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれで

９０８億１０６０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で地方債の補正をそれぞれお願いしております

が、内容につきましては４ページ以降で御説明

をいたします。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 まず、第２表、繰越明許費補正でございます

が、本年度内の完了が見込めない事業について

繰越明許費の設定を行っております。 

 １、追加といたしまして、款２・総務費、項

１・総務管理費、並行在来線経営分離対策事業

（８月大雨）１５３３万４０００円は、令和７

年８月大雨により鉄道施設に被害を受けた肥薩

おれんじ鉄道の復旧工事の完了が令和８年９月

頃を予定していることから、年度内の完了が見

込めないため繰り越すものでございます。 

 項３・戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台

帳事務事業８４１万４０００円は、戸籍附票へ

の旧氏及び旧氏の振り仮名記載に伴うシステム

改修経費でありますが、システムベンダーの開

発スケジュール等の影響により、令和７年度中

の戸籍附票システム及び住基システムの改修完

了が見込めないため、翌年度へ繰り越すもので

ございます。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、地域介

護・福祉空間整備等交付金事業３３８５万９０

００円と、次の施設開設準備経費助成特別対策

事業１７４０万円と、項２・児童福祉費、保育

所等物価高騰対策支援金支給事業８９６万４０

００円は、熊本県の補助内示を受けて、本補正

予算成立後に着手することとなり、手続完了に

必要な時間が不足するため、繰り越すものでご

ざいます。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、農業用

機械・施設等復旧支援事業（８月大雨）８億８

９３３万６０００円は、国庫補助の交付決定が

２月１７日で、その後の事業着手となるため、

年度内の完了が見込めないことから繰り越すも

のでございます。 

 次のい業機械復旧支援事業（８月大雨）１３

０６万７０００円は、イ業専用機械の修繕に対

応できる事業者及び部品の流通量が少なく、年

度内の完了が見込めないことから繰り越すもの

でございます。 

 次の非補助土地改良融資事業３４２３万２０

００円は、令和７年８月大雨を踏まえた地域住

民との調整に期間を要し、年度内の完了が見込

めないことから繰り越すものでございます。 

 次の農地耕作条件改善事業１６９８万円は、

施工に当たり通路として利用予定の近隣農地が、

令和７年８月大雨の影響で作付及び収穫が遅れ、

年度内に事業の完了が見込めないことから繰り

越すものでございます。 

 ５ページに移りまして、市内一円土地改良整

備事業１２５０万円は、令和７年８月大雨に伴

う公共工事等で資材の需要が増加し、納入に長

時間を要し、年度内の完了が見込めないことか

ら繰り越すものでございます。 

 次の農業水路等長寿命化・防災減災事業５１

６１万円は、令和７年８月大雨を踏まえた地域

住民との調整に期間を要し、年度内の完了が見

込めないことから繰り越すものでございます。 

 項２・林業費、緑の産業再生プロジェクト促

進事業２２７５万円は、国の補正予算を受けて

事業を実施するもので、本補正予算成立後に着

手することとなり、年度内の完了が見込めない

ことから繰り越すものでございます。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、道路維持

事業１億１４００万円は、国の補正予算を受け、

本補正予算成立後に着手することとなり、年度
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内の完了が見込めないことから繰り越すもので

ございます。 

 項５・都市計画費、都市計画法関係事務事業

９１９万６０００円は、八代市都市計画マスタ

ープランの改定業務において、八代未来づくり

ビジョン（案）及び熊本県都市計画マスタープ

ランとの整合を図るための協議に不測の日数を

要し、年度内の完了が見込めないことから繰り

越すものでございます。 

 款８・項１・消防費、坂本地区防災拠点整備

事業１２５１万６０００円は、機器の供給不足

により納入に時間を要し、年度内の完了が見込

めないことから繰り越すものでございます。 

 ２、変更といたしましては、款７・土木費、

項２・道路橋梁費、工業団地関連道路整備事業

は、補正前の３億９３４５万２０００円に１億

円を追加し、補正後の金額を４億９３４５万２

０００円に、次の項５・都市計画費、１つ目の

西片西宮線道路整備事業は、補正前の７６５０

万円に９７４０万円を追加し、補正後の金額を

１億７３９０万円に、６ページに移りまして、

八千把地区土地区画整理事業は、補正前の７２

４９万円に１６００万円を追加し、補正後の金

額を８８４９万円としております。これら３件

はいずれも国の補正予算を受け、本補正予算成

立後に着手することとなり、年度内の完了が見

込めないことから変更するものでございます。 

 款８・項１・消防費、消防施設整備事業（豪

雨災害）は、補正前の８２１万７０００円に４

７０４万４０００円を追加し、補正後の金額を

５５２６万１０００円としております。国によ

る宅地かさ上げ工事の進捗が遅れているため、

防火水槽の移設について年度内の完了が見込め

ないことから変更するものでございます。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、林道施設災害復旧事業は、補正前

の１億３３２４万５０００円に５７０９万８０

００円を追加し、補正後の金額を１億９０３４

万３０００円としております。残土運搬距離及

びのり面工の施工面積の増加により、国と変更

協議申請を行う必要が生じ、不測の日数を要す

るため年度内完了が見込めないことから変更す

るものでございます。 

 次の林道施設災害復旧事業（８月大雨）は、

補正前の１億５５３０万円に２０００万円を追

加し、補正後の金額を１億７５３０万円として

おります。本補正予算成立後に着手することと

なり、年度内の完了が見込めないことから変更

するものでございます。 

 次の農業施設災害復旧事業（８月大雨）は、

補正前の１億５４１６万１０００円に２８３０

万円を追加し、補正後の金額を１億８２４６万

１０００円としております。隣接する農地等の

所有者との調整に不測の日数が生じ、年度内の

完了が見込めないため変更するものでございま

す。 

 項２・公共土木施設災害復旧費、河川施設災

害復旧事業（８月大雨）は、補正前の８８１０

万円に２５８０万円を追加し、補正後の金額を

１億１３９０万円としております。河川の土砂

撤去について、発注が集中したことで施工業者

の確保に時間を要し、年度内の完了が見込めな

いため変更するものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債補正はいずれも変更で、土地

改良事業は、補正前の限度額２億７０万円に１

億８６０万円を追加し３億９３０万円に、次の

道路整備事業は、補正前の限度額１４億４９５

０万円に１億２００万円を追加し１５億５１５

０万円に、次の河川海岸整備事業は、補正前の

限度額１億１８５０万円に２９００万円を追加

し１億４７５０万円に、次の街路整備事業は、

補正前の限度額２億５１７０万円に９０８０万

円を追加し３億４２５０万円に、次の土地区画

整理事業は、補正前の限度額１億１１１０万円

に８００万円を追加し１億１９１０万円に、次
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の防災基盤整備事業は、補正前の限度額３億２

８３０万円に６４０万円を追加し３億３４７０

万円に、次の災害復旧事業は、補正前の限度額

３０億２８７０万円に２４３０万円を追加し３

０億５３００万円としております。なお、詳し

い内容は、後ほど歳入、款２２・市債で御説明

をいたします。 

 続きまして、歳入の内容を御説明いたします。 

 １１ページをお願いいたします。 

 上段の表、款１１・項１・目１・節１・地方

交付税では、３億３７２７万８０００円を追加

しておりまして、今回の補正予算の一般財源で

ございます。 

 款１５・国庫支出金、項１・国庫負担金、目

１・民生費国庫負担金は、２億１０５２万１０

００円を追加しております。節１・社会福祉費

負担金の障害者自立支援給付費負担金８２００

万円は、障害福祉サービス事業における支援・

援助の件数及び１件当たりの金額の増加による

給付費の増加に対する国の負担金で、交付率は

２分の１でございます。 

 次の節２・児童福祉費負担金の子どものため

の教育・保育給付交付金７４７６万２０００円

は、私立保育所保育事業及び施設型給付事業に

おいて、国の公定価格改正による給付費の増額

に対する国の負担金で、交付率は２分の１でご

ざいます。 

 次の節３・生活保護費負担金５３７５万９０

００円は、生活保護給付事業における、高齢の

保護世帯増加による医療扶助及び介護扶助が増

加したことによる、生活保護費の増額に対する

国の負担金で、交付率は４分の３でございます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 上段の表、項２・国庫補助金、目１・総務費

国庫補助金、節１・総務管理費補助金の社会保

障・税番号制度システム整備費補助金８４１万

４０００円は、戸籍の附票の記載事項に旧氏と

旧氏の振り仮名を記載するため、戸籍附票シス

テム及び住基システムの改修を行う経費に対す

る補助金で、補助率１０分の１０でございます。 

 次の目２・民生費国庫補助金では、３４０１

万３０００円を追加しております。節１・社会

福祉費補助金、地域介護・福祉空間整備等交付

金３３８５万９０００円は、高齢者施設等の防

災・減災を推進するため改修対策を講じる費用

を補助する国の補助金で、補助率は１０分の１

０でございます。節３・生活保護費補助金の生

活保護適正実施推進事業補助金１５万４０００

円は、平成２５年度から実施した生活扶助基準

改定に関する最高裁判決を踏まえた対応を実施

するためシステム改修を講じる費用を補助する

国の補助金で、補助率は１０分の１０でござい

ます。 

 次の目５・土木費国庫補助金では、１億６８

７０万円を追加しております。節１・道路橋梁

費補助金では１億１２００万円を追加しており

ます。内訳としましては、説明欄１つ目の道路

維持事業交付金５７００万円、説明欄２つ目の

工業団地関連道路整備事業交付金５５００万円

で、いずれも国の補正予算に伴い、実施する事

業の経費の一部を補助する国の補助金で、補助

率は道路維持事業交付金が２分の１、工業団地

関連道路整備事業交付金が１０分の５.５でご

ざいます。 

 次の節３・都市計画費補助金では５６７０万

円を追加しております。内訳といたしましては、

説明欄１つ目の西片西宮線道路整備事業交付金

４８７０万円と、説明欄２つ目の八千把地区土

地区画整理事業交付金８００万円は、いずれも

国の補正予算に伴い、実施する事業の経費の一

部を補助する国の補助金で、補助率は２分の１

でございます。 

 次に、下段の表、款１６・県支出金、項１・

県負担金、目１・民生費県負担金では、７１４

５万２０００円を追加しており、節１・社会福

祉費負担金では、障害者自立支援給付費負担金
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の４１００万円と、節２・児童福祉費負担金で

は、子どものための教育・保育給付費負担金３

０４５万２０００円は、いずれも、先ほど国庫

負担金で申しました事業に係る給付費の増額に

対する県の負担金で、交付率は４分の１でござ

います。 

 １３ページをお願いいたします。 

 上段の表、項２・県補助金、目１・総務費県

補助金、節１・総務管理費補助金の熊本県生活

交通維持・活性化総合交付金２９１９万５００

０円は、本市の地方バス路線維持事業の一部を

補助する県の定額交付金でございます。 

 目２・民生費県補助金、節１・社会福祉費補

助金の施設開設準備経費助成特別対策事業補助

金１７４０万円は、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護サービスを提供する事業所の開設準備

に係る経費を補助する県の補助金で、補助率は

１０分の１０でございます。節２・児童福祉費

補助金は９１０万２０００円を追加しておりま

す。内訳といたしましては、説明欄１つ目の地

方単独費用補助金１３万８０００円は、先ほど

国庫支出金で御説明をいたしました、施設型給

付事業における措置費の増加分に係る県の補助

金で、補助率は２分の１でございます。説明欄

２つ目の保育所等物価高騰対策支援金補助金８

９６万４０００円は、物価高騰の影響に直面す

る保育所等の運営を支援するための支援金給付

に係る県の定額補助金でございます。 

 次の目４・農林水産業費県補助金、節２・林

業費補助金の緑の産業再生プロジェクト促進事

業補助金２２７５万円は、間伐等の森林整備の

加速化と、間伐材等の森林資材を活用した林

業・木材産業等の地域産業再生を図り、生産性

の向上及び作業員の負担軽減のため、持続可能

な林業経営に寄与する大型林業機械を導入する

費用を助成する県の補助金で、補助率１０分の

１０でございます。 

 次の目９・災害復旧費県補助金、節１・農林

水産業施設災害復旧費補助金の林道施設災害復

旧事業費補助金１０００万円は、令和７年８月

大雨で被災した林道植木谷線ほか３路線の災害

復旧の経費の一部を補助する県の補助金で、補

助率２分の１でございます。 

 次の下段の表、款１９・繰入金、項１・基金

繰入金、目１・節１・財政調整基金繰入金は１

００万円を追加しておりまして、今回の補正予

算の一般財源でございます。 

 目８・節１・ふるさと八代元気づくり応援基

金繰入金は、１８１９万円を追加しております。

こども医療費助成事業におきまして、当初の見

込みより受診者が増加したことで、医療費助成

費用が増額となりましたことから、その財源と

しております。 

 １４ページをお願いいたします。 

 上段の表、款２０・項１・目１・節１・繰越

金は、３億５４１８万５０００円を追加してお

りまして、今回の補正予算の一般財源でござい

ます。 

 下段の表、款２２・項１・市債、目４・農林

水産業債、節１・農業債は、１億３７６０万円

を追加しております。説明欄記載の、県営経営

体育成基盤整備事業負担金８９０万円、県営排

水対策特別事業負担金９９７０万円、県営海岸

保全事業負担金２９００万円は、いずれも、国

の補正予算に伴い実施される県営土地改良事業

の負担金に充てるもので、充当率１００％の防

災・減災・国土強靱化緊急対策事業債です。 

 次の目６・土木債は、２億８０万円を追加し

ております。節１・道路橋梁債１億２００万円

のうち、説明欄１つ目の市内一円道路整備事業

５７００万円は、国の補正予算に伴い実施する

市道の舗装に係る経費に、２つ目の工業団地関

連道路整備事業４５００万円は、工業団地関連

道路整備事業の整備に係る経費に充てる充当率

１００％の防災・減災・国土強靱化緊急対策事

業債です。節４・都市計画債は９８８０万円を
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追加しております。説明欄１つ目の南部幹線道

路整備事業４２１０万円、２つ目の西片西宮線

道路整備事業４８７０万円及び３つ目の八千把

地区土地区画整理事業８００万円は、いずれも

充当率１００％の防災・減災・国土強靱化緊急

対策事業債で、国の補正予算に伴い実施する事

業の経費に充てるものでございます。 

 次の目７・節１・消防債では、６４０万円を

追加しております。これは充当率１００％の緊

急防災・減災事業債で、熊本県が整備する地域

衛星通信ネットワーク第３世代システムの負担

金に充てるものでございます。 

 次の目９・災害復旧債、節１・農林水産業施

設災害復旧債では、９００万円を追加しており

ます。これは充当率９０％の補助災害復旧事業

債で、県補助金で御説明いたしました令和７年

８月大雨で被災した林道植木谷線ほか３路線の

災害復旧の経費に充てるものでございます。節

４・その他公共・公用施設災害復旧債では、１

５３０万円を追加しております。これは充当率

１００％の補助災害復旧事業債で、並行在来線

経営分離対策事業において８月大雨にて被害を

受けた肥薩おれんじ鉄道に対する災害復旧事業

費補助金等に充てるものでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 引き続き、歳出を御説明をいたします。 

 １５ページをお願いいたします。 

 上段の表、款２・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費は、職員給与経費（退職手当）

１億２２９８万円を追加しております。退職者

が見込みより増加したことにより、退職手当の

不足額を追加するものでございます。 

 次の目７・交通防犯対策費は、生活交通確保

維持事業２億５７５８万円を追加しております。

先ほど歳入の県補助金で御説明いたしました地

方バス路線維持費補助金として、バス事業者の

欠損額について、産交バスなど１４系統分の路

線維持のための補助をするほか、乗り合いタク

シー運行事業補助金として、運行見直し、予約

便の増加による経費増加に伴い、補助金の不足

額を補助するものでございます。 

 次の目１１・諸費は国県支出金等返還金事業

１４５万８０００円を追加しております。これ

は、過年度の国県支出金の精算に伴う超過交付

分の返還金を補正するものでございます。 

 中段の表、項３・目１・戸籍住民基本台帳費

は、戸籍住民基本台帳事務事業８４１万４００

０円を追加しております。これは住民基本台帳

施行令等の一部改正に伴い、戸籍の附票の記載

事項に旧氏及び旧氏の振り仮名を追加するため、

戸籍附票システム及び住民基本台帳システムの

改修経費について補正するものでございます。 

 少し飛びまして、１８ページをお願いいたし

ます。 

 款８・項１・消防費、目４・防災管理費は、

防災対策事業として６４３万円を追加しており

ます。これは、熊本県が整備する地域衛星通信

ネットワーク第３世代システムの負担金を補正

するものでございます。なお、本事業について

は、熊本県より通信機器の調達が難航している

との連絡を受けております。当該負担金は、県

と市町村が事業費を２分の１ずつ負担するもの

でございますので、年度中に工事が完了しない

場合、事業費が確定せず、予算が未執行となる

ことを申し添えさせていただきます。 

 次に、１９ページをお願いいたします。下段

の表になります。 

 款１２・諸支出金、項１・基金費、目３・減

債基金費は、１億７００万６０００円を追加し

ております。これは、国の補正予算により普通

交付税に臨時財政対策債償還基金費が創設され

たことから、令和８年度及び９年度において臨

時財政対策債の償還費とするため、減債基金に

積み立てるものです。なお、令和８年度は４分

の３、令和９年度は４分の１を繰り入れる予定

としております。 



 

－8－

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（金子昌平君） 生活交通確保事業につ

いてなんですけど、県支出金ということで定額

ですよね。交通網を充実させていけば、残りの

市の負担というのはどんどん大きくなっていく

んですけど、これまでも県に対して要望活動等

々行っていらっしゃると思うんですけど、今現

在どういった交渉とかっていうのをしているの

か、その現状というものを教えていただければ

と思います。 

○地域政策課長（松本 亨君） 地域政策課の

松本でございます。よろしくお願いいたします。 

 現在、国・県からの補助金等について拡充を

していただくように政府要望ですとか市長会の

要望ですとか、それからまた議会のほうでも議

長会の要望ということで、国・県にそれぞれ働

きかけを行っているところでございます。 

 今回のこの県の支出金につきましては、県の

全体の予算を県内の市町村で案分をして交付さ

れるというものでございまして、若干、年によ

って上下はしますけれども、大幅に増額をした

というようなことはございませんで、県の予算

の範囲内で頂いているという状況でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（金子昌平君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 勉強不足だとは思うん

ですけど、土木費の変更のところなんですけど、

５ページのところの２の道路のやつで都市計画

費が変更になっていると思うんですけど、理由

としては、国の補正予算を活用し、市道の舗装

等に関する経費を補正するものだったり、下の、

一応理由は補正するものというふうに書いてあ

るんですけど、何か状況というか、具体的に何

を変更したのかがちょっと分からなくて、具体

的に教えていただけたらと思うんですけど、よ

ろしいですか。 

○財政課長（草西亮介君） おはようございま

す。財政課の草西と申します。よろしくお願い

いたします。 

 今委員お尋ねの５ページの変更につきまして

は、こちらのほうは、この起債のほうの増額と

いうことでございまして、事業費の増加に伴う

起債の増加というところが、こちらの変更の内

容のものでございます。 

 以上でございます。 

○委員（蓑田由貴君） 事業費というのが、物

価高の影響とかで塗装費が高くなったとか、そ

ういうものですか。 

○財務部長（松川由美君） 歳入につきまして

は、歳出に伴って歳入のほうが増えるというよ

うなところもありますので、総務委員会では審

議にはしないんですけど、１８ページのほうの

款７・土木費のところに事業が今回３月補正で

上がってますので、その分の地方債のところに

９０８０万円とかって上げておりますけれど、

その辺りの分が増えてきてるというところで、

歳入のほうも動いてるというような状況でござ

います。 

 今の議員のほうがどういう状況かというとこ

ろになりますと、そこは本委員会の審議内容で

はないんですけれど、分かる職員がいればそれ

で答えさせたいと思います。 

○委員（蓑田由貴君） 総務の管轄じゃないと

いうこと。経済とかの管轄。 

○委員長（木村博幸君） 蓑田さん、ちょっと

待って。（委員蓑田由貴君「進捗じゃなくて、

歳入がなぜ増えたというか」と呼ぶ） 

○建設部次長（竹原彰吾君） 建設部の竹原で

ございます。 

 ただいまの質問なんですけれども、一応、国

の補正予算が来まして、土木事業というのは単
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年で終わらんで、ずっと年度ごとに計画的にや

っていくんですよね。ただ、そういう中で、今

年度の補正で国から幾らお金が、補助金が来ま

したので、その分について今回補正するもので

ございます。ですから、物価高とかそういうの

は関係ないということでございます。計画的に

年度ごとにやっていってるのを前倒しというか、

国から補助金が来たので、その事業費分を補正

で上げると、そういう形になります。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。具

体的にというのは、工事の具体的にじゃなくて、

予算の具体的。 

○委員（蓑田由貴君） そうです。なぜ歳入が

上がったのかなと思ったんですけど、それは総

務の、──。 

○委員長（木村博幸君） 今の説明のとおりで

すね。 

○委員（蓑田由貴君） はい、大丈夫です。 

○委員長（木村博幸君） いいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） 歳出の総務費、一般管

理費の職員給与経費ですかね、退職手当が増額

補正されておりますけども、先ほど退職者が増

えたということで説明があったと思うんですけ

ども、想定よりもどれぐらい増えたとかそこら

辺の、何でそうやっていきなり退職者が増えた

のかという理由があれば、教えていただければ

と思います。 

○人事課長（田中博之君） 人事課の田中でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 退職手当の補正の理由でございますけど、ま

ず、本年度ですけども、定年延長によりまして、

令和７年度におきましては６２歳がまず定年退

職というふうになっておりますが、６２歳の到

達者が今年度はいない年になっております。そ

こで、当初予算におきましては、定年扱いとな

ります６０歳から６１歳までの職員３名を想定

して、当初予算として７９６７万円計上してお

りました。 

 その後ですけども、年度途中での退職者、普

通退職１名、早期４名が発生したため、その不

足分を給与の予算のほうから一時的に流用して

おりましたが、３月の給与支給前までに、給料

の予算に戻す必要があったことから、１２月の

とき補正を行いまして、これは１０月１０日時

点でございますが、退職判明分を補正して、そ

のときの予算が１６名分、１億４１４９万５０

００円計上しております。 

 今回の、３月の補正では、定年の扱い及び自

己都合、それから任期満了の退職者の確定分と

して、１３名、１億２２９８万円の補正をお願

いして、最終的にはですけども、３２名分、３

億４９６４万９０００円の予算措置をお願いす

るものでございます。内訳としましてはですけ

ども、定年扱いが６名、早期が８名、自己都合

が１０名、任期満了が８名というふうな形で計

上しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（金子昌平君） これは当初予算のとこ

ろで言わないかんのかな、今の補正予算の額は

当初予算のほうにも反映されているんですかね。

上乗せ分といいますか、要は増加傾向にあって

とか。 

○人事課長（田中博之君） 令和８年度の当初

予算に反映しているかということでお答えすれ

ばよろしいでしょうか。 

○委員（金子昌平君） そうです。 

○人事課長（田中博之君） 令和８年度の当初

予算では、定年退職が今度発生しますので、１

０名程度、そちらのほうで予算組みをしておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 
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○委員（大倉裕一君） 今の、人事課長にお尋

ねになりますけど、早期退職者と自己都合者と、

もう一つ何か理由があったと思うんですけど、

年代別で言うと、何十代が何名という、そうい

った御報告をお願いできますか。それと男女別。 

○人事課長（田中博之君） 申し訳ございませ

んが、手元に資料がございません。後ほど当初

予算のときにお答えできればと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） １８ページの款８・消

防費の防災対策事業の具体的な概要を教えてい

ただけないでしょうか。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） おはよ

うございます。危機管理課の松永でございます。

よろしくお願いいたします。 

 この事業は、災害発生時における非常用通信

手段を確保するために、熊本県が整備いたしま

す地域通信ネットワーク第３世代システムとい

うものでございまして、このシステムは通信衛

星を介しまして、地方公共団体や防災関係機関

間の音声データあるいは映像の送受信を行う通

信システムのことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（たーみー君） その通信手段というの

は、災害時にどういうふうに使用するものなん

でしょうか。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） ふだん

は、電話とかファクスとか、いろんな普通のイ

ンフラで通信は行ってるんですが、そういった

ものが途絶したときに非常手段として使う通信、

普通の電話とかと思ってもらえば結構でござい

ます。 

○委員（たーみー君） それはどこに。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 危機管

理課内に設置しております。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（たーみー君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。意見あり

ませんか。 

○委員（大倉裕一君） 金子委員のほうから質

問があった地域公共交通の補助の関係なんです

けど、やはり自治体として、この地域公共交通

がなくなると地域がどんどん、やっぱり疲弊し

ていってしまうという状況にあるというふうに

認識をしてますので、自治体負担というのは、

やっぱり自治体負担ででもやるべき内容だとは

思うんですが、国や県とかに理解を求めて根強

く、何ていうんですか、根気強く、補助率を上

げていただくような要望を行っていただくよう

にお願いをしておきたいと思います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１４号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１０時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４３分 本会） 

◎議案第５号・令和７年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 
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 次に、議案第５号・令和７年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計補正予算・第１号を議題

とし、説明を求めます。 

○総務企画部長（田中 孝君） 皆様、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）総務企画部、田中でございます。 

 議案第５号・令和７年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第１号について、栄

課長が説明しますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） 皆さん、

おはようございます。デジタル推進課の栄です。

よろしくお願いいたします。 

 失礼して、着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第５号・令和７年度八代市ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算・第１号に

ついて、御説明いたします。 

 まず、令和７年度八代市ケーブルテレビ事業

特別会計補正予算書（第１号）の１ページをお

願いいたします。 

 第１条で繰越明許費の補正をお願いしており

ますが、内容につきましては２ページをお願い

いたします。 

 第１表、繰越明許費でございますが、款１・

項１・ケーブルテレビ事業費のケーブルテレビ

維持管理事業、３４０８万９０００円の繰越明

許費の設定を行っております。今回の補正予算

でございますが、令和２年７月豪雨に伴う坂本

地区における災害復旧工事の影響などにより、

新放送サービスへの切替工事が制限され、切替

え後に不要となるケーブルテレビ設備の撤去工

事を進めることができず、年度内の完了が困難

であるため、繰り越すものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 撤去工事だけが残って

いるということで把握してよろしいんでしょう

か。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） 撤去工事

だけが残っていると理解していただいて大丈夫

です。 

○委員（大倉裕一君） 自信を持って答弁して

いただければなと思いますが。 

 あと、この撤去工事ができる時期というのは

どれぐらいの時期になるんでしょうか。請負先

さんの関係とか、そういったところをちょっと

懸念するんですけど、そういったところは確認

できておりますか。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） 今回の繰

越工事の終了予定でございますが、令和８年の

７月を予定しております。 

○委員（大倉裕一君） 請負先さんの関係は大

丈夫ですか。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） はい、請

負先と協議をいたしております。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 何か、語尾がちょっと。

はっきり。 

○委員長（木村博幸君） もう一度お願いいた

します。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） 請負先と

協議をいたしております。 

○委員（大倉裕一君） それで大丈夫ですとい

う判断をしていらっしゃるということでいいん

でしょうか。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） はい、そ

のとおりでございます。 

○委員（大倉裕一君） はい、分かりました。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見
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はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５号・令和７年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第１号については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１０時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４９分 本会） 

◎議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７号・令和８年度八代市一般会

計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 

 それでは、歳入等について財務部から説明願

います。 

○財務部長（松川由美君） それでは、引き続

きよろしくお願いいたします。 

 令和８年度の予算議案になりますが、まず最

初に、議案第７号・令和８年度八代市一般会計

予算中、総務委員会関係分につきまして、まず

歳入全体及び歳出の第２款・総務費及びその他

関係分については財務部、角田次長が、それか

ら第１款・議会費につきましては議会事務局か

ら、第８款・消防費につきましては総務企画部

から、それぞれ説明をいたしますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○財務部次長（角田浩二君） 財務部、角田で

ございます。よろしくお願いいたします。着座

にて御説明をさせていただきます。失礼いたし

ます。 

 それでは、議案書の議案第７号・令和８年度

八代市一般会計予算をお願いいたします。 

 総務委員会付託分のうち、まず歳入等につい

て御説明をいたします。 

 説明に当たりましては、新規の案件や予算額

の大きいものを中心に説明を行います。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ７２９億６０００万

円としております。 

 第２条で継続費を、第３条で繰越明許費を、

第４条で債務負担行為を、第５条で地方債を、

第６条で一時借入金を、第７条で歳出予算の流

用をお願いしております。 

 内容につきましては、７ページ以降で御説明

をいたします。 

 第６条の一時借入金でございますが、本市の

歳計現金に不足が生じた場合、その支払いの資

金を補うため、一時的に金融機関から借入を行

う際の限度額を８５億円と定めております。 

 また、第７条、歳出予算の流用でございます

が、各項の経費の金額を流用することができる

場合を定めております。 

 それでは、７ページをお願いいたします。 

 第２表、継続費でございます。 

 数年間にわたる建設事業などのように単年度

で支出が終わらない事業について、あらかじめ

経費の総額及び年割り額を定め、支出するもの

でございます。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費の公共施設

ＬＥＤ化事業（第１期）では、脱炭素社会に向

けたＣＯ２排出量等の環境負荷低減のため、

小・中・特別支援学校における照明を令和８年

度より１０年度まで順次ＬＥＤ照明に切り替え

る経費について、継続費を設定するものでござ

います。総額は１１億９００万円で、年割り額

を令和８年度２億１９８１万３０００円、令和

９年度５億５９４６万５０００円、令和１０年
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度３億２９７２万２０００円と定めております。 

 次に、第３表、繰越明許費でございます。年

度内の完了が見込めない事業について、繰越明

許費の設定を行っております。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費の道路橋梁施設災害復旧事業は、令和

４年の台風１４号及び令和６年の台風１０号に

より被災した道路橋梁施設の災害復旧経費で、

泉町の五家荘から椎葉線に係るもので、繰越明

許費を１億４６５０万円と設定するものです。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第４表、債務負担行為でございます。 

 まず、最初の金剛コミュニティセンター改築

工事は、期間を令和９年度、限度額を３億３２

２２万４０００円としております。これは、金

剛コミュニティセンターの防災機能の充実、利

便性の向上等を図るための改築工事に係るもの

です。 

 次に、６つ目の基幹相談支援センター委託は、

期間を令和８年度から令和１１年度まで、限度

額を７０５０万円としております。これは八代

圏域において、障害のある方の総合相談・専門

相談窓口や地域支援体制の強化等の役割を担う

基幹相談支援センターの運営に係る委託費でご

ざいます。 

 次の障害者相談支援事業委託は、期間を令和

８年度から令和１１年度まで、限度額を７６４

３万５０００円としております。これは、障害

のある方や御家族の方からの相談対応や手続支

援等の委託費でございます。 

 次の令和８年度土地改良融資事業に対する元

利補給金は、期間を令和９年度から令和２３年

度まで、限度額を７６７１万円としております。

これは、土地改良融資事業において融資を受け

た償還金に対する助成金でございます。企業振

興促進条例補助金（令和８年度）は、期間を令

和９年度から令和１２年度まで、限度額を８８

６６万８０００円としております。これは、企

業振興促進条例に基づく適用を受けた２者への

工場等建設補助金でございます。 

 次の八代市創業者支援資金に対する利子補給

（令和８年度）は、期間を令和９年度、限度額

を１２０万円としております。これは、八代市

創業者支援資金融資制度を利用した中小事業者

に対する、１年間相当の金利負担分への補助金

でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第５表、地方債でございます。それぞれ起債

の目的、限度額、起債の方法などを定めており

ます。詳細につきましては、４８ページから５

１ページの款２２・市債で御説明いたします。 

 続いて、１４ページでございます。 

 歳入を款・項・目ごとに御説明をいたします。

款１・市税から款１２・交通安全対策特別交付

金については、令和７年度決算見込みや、国の

地方財政計画などを参考に見込んだところでご

ざいます。 

 それでは、まず上段の表、款１・市税でござ

います。 

 項１・市民税、目１・個人で５６億５０００

万円、目２・法人で１１億円を計上しておりま

す。前年度と比較して、個人で２億７０００万

円の増加、法人で１億１０００万円の増加を見

込んでおります。全体としましては、個人分の

増加は定年延長の定着や賃金の上昇など、法人

分の増加は地方財政計画などを踏まえて見込ん

でおります。 

 次に下段の表、項２・目１・固定資産税は９

２億１００万円を計上しております。宅地の価

格は下げ止まりつつある中、農地等の宅地化や

新築、増築家屋分の上乗せなどにより、前年度

と比較して３億５６３３万５０００円の増加を

見込んでおります。 

 １５ページをお願いいたします。 

 上段の表、項３・軽自動車税では、目１・軽

自動車税は４億８５００万円、環境性能割は税
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制改正により廃止となっております。災害の影

響・税制改正などから、前年度比３８００万円

の減額を見込んでおります。なお、減収分につ

きましては、款１０・減収補塡特例交付金とし

て補塡をされます。 

 次に中段の表、項４・目１・市たばこ税は９

億２５００万円で、地方財政計画や喫煙率の動

向などを参考に、前年度と同額を見込んでおり

ます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 款２・地方譲与税ですが、上段の表、項１・

目１・地方揮発油譲与税は１億３００万円で、

決算見込み及び地方財政計画やガソリン税の暫

定税率廃止などから、前年度比２１００万円の

減を見込んでおります。 

 次の中段の表、項２・目１・自動車重量譲与

税は４億３００万円で、決算見込み及び地方財

政計画などから、前年度比３００万円の増を見

込んだところでございます。 

 その下、下段の表、項３・目１・森林環境譲

与税は１億４０７３万円で、決算見込みから、

前年度比４８２万８０００円の減を見込んでお

ります。 

 １７ページをお願いいたします。 

 上段の表、項４・目１・特別とん譲与税２９

００万円から、１９ページの上段の表、款８・

項１・目１・ゴルフ場利用税交付金１１００万

円まで、決算見込み及び地方財政計画などから

見込んだところでございます。 

 次に中段の表、款９・項１・目１・環境性能

割交付金２００万円は、自動車税の環境性能割

が廃止になったことから、前年度比６９００万

円の減を見込んでおります。 

 次に下段の表、款１０・項１・地方特例交付

金、目１・減収補てん特例交付金２億２８００

万円のうち、説明欄１つ目の住宅借入金等特別

税額控除減収補塡特例交付金１億２００万円は、

個人住民税の住宅ローン控除実施により生じる

税収減を補塡するための国からの交付金で、決

算見込みから前年度比６００万円の減を見込ん

でおります。 

 その下、地方揮発油譲与税減収補塡特例交付

金１９００万円から、一番下の軽自動車税減収

補塡特例交付金３８００万円までは、先ほど御

説明いたしました暫定税率廃止等の税制改正に

よる減収分を補塡するための国からの交付金と

なります。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 上段の表、項２・目１・新型コロナウイルス

感染症対策地方税減収補てん特別交付金は１４

０万円で、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業

者等に対する固定資産税の軽減額を補塡する交

付金でございます。 

 次に中段の表、款１１・項１・目１・地方交

付税１７１億５５００万円は、普通交付税にお

ける合併特例債や災害復旧事業債、償還額等の

算入に基づく基準財政需要額の増及び地方財政

計画の伸び率を参考に、今後予定される補正予

算の財源分を見込みながら、前年度比１.０

８％、１億８４００万円の増としております。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 上段の表、款１３・分担金及び負担金、項

１・分担金、目１・農林水産業費分担金は６０

００万円で、前年度比１４０万円の減でござい

ます。説明欄の非補助排水路等改修事業分担金

は、川田町東かんがい排水路等７か所の改修工

事に係る分担金でございます。 

 次に下段の表、項２・負担金のうち目１・総

務費負担金１２３４万２０００円は、八代地域

イントラネット運用負担金に係る氷川町負担分

９１８万９０００円が主なものでございます。 

 ２つ目の目２・民生費負担金は７１４０万９

０００円を計上しております。主なものは、節

１・社会福祉費負担金６５８７万６０００円の

うち、説明欄１つ目、老人福祉施設入所者負担
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金５３５１万１０００円が主なものでございま

す。また、節２・児童福祉費負担金５５３万３

０００円のうち、説明欄一番下、結婚サポート

運営業務事業負担金３３１万円は、令和７年６

月に開設したやつしろ結婚サポートセンターの

運営を、令和８年度から定住自立圏である䭈北

町・氷川町と合同で行うことに伴い、２町から

の負担金でございます。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 上段の表、目３・衛生費負担金は、１億３７

８７万８０００円を計上しております。主なも

のは、節２・生活環境費負担金１億３０２４万

５０００円で、内訳は、説明欄１つ目、環境セ

ンター管理運営費負担金（氷川町分）６０８５

万円及び環境センター特別負担金（氷川町分）

６９３９万５０００円でございます。 

 次に下段の表、款１４・使用料及び手数料で

ございます。 

 項１・使用料、目１・総務使用料は、４７８

８万６０００円を計上しております。説明欄１

つ目、新八代駅東口駐車場使用料１８６１万１

０００円、３つ目、庁舎使用料１３７９万２０

００円、５つ目、コミュニティセンター使用料

１４１４万１０００円が主なものでございます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 １つ飛びまして、目３・衛生使用料の１７９

７万６０００円は、節１・保健衛生使用料１１

７９万７０００円のうち、説明欄１つ目の斎場

使用料８３５万６０００円が主なものでござい

ます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 １つ飛びまして、中段の目６・土木使用料は

２億３６９９万５０００円を計上しております。

このうち主なものは、節１・道路橋梁使用料４

５６６万３０００円のうち、電柱等の道路占用

料４１５８万１０００円、節４・住宅使用料１

億８８０２万８０００円のうち、３４団地分の

公営住宅使用料１億８５４３万４０００円でご

ざいます。 

 １つ飛んで、目８・教育使用料は３５４１万

６０００円を計上しております。このうち主な

ものは、２５ページに続きまして、節３・社会

教育施設使用料１６９５万７０００円のうち、

説明欄１つ目の公民館使用料３６８万７０００

円、２つ目の鏡文化センター施設使用料４１０

万円、３つ目、博物館使用料４４５万６０００

円、節４・社会体育施設使用料１１０４万７０

００円のうち、説明欄下から２つ目の夜間照明

使用料５５１万８０００円などでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 項２・手数料、目１・総務手数料は６１１１

万４０００円を計上しております。節３・戸籍

住民基本台帳手数料４６２０万６０００円が主

なものでございます。 

 次の目２・衛生手数料は４億１８２７万３０

００円を計上しております。搬入ごみの減少な

どにより、前年度比１７３０万８０００円の減

としております。主なものは、節２・生活環境

手数料４億１４６５万１０００円のうち、説明

欄１つ目、搬入ごみ処理手数料２億６５８万円、

説明欄最後の有料指定袋（ごみ）処理手数料２

億１３６万５０００円などでございます。 

 飛びまして、２７ページをお願いいたします。 

 下段の表、款１５・国庫支出金でございます。 

 項１・国庫負担金、目１・民生費国庫負担金

は、１００億７５１１万９０００円を計上して

おります。障害者福祉サービスにおける報酬改

定及び保育所等における公定価格改定の影響に

より、前年度比２億７８１６万６０００円の増

としております。このうち主なものは、節１・

社会福祉費負担金２５億４６４９万９０００円

のうち、説明欄１つ目、国民健康保険基盤安定

保険者支援分負担金１億７２１０万５０００円、

説明欄４つ目、障害者自立支援給付費負担金１

７億８４８４万８０００円、説明欄８つ目、障

がい児通所支援事業負担金３億１８４５万８０
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００円、節２・児童福祉費負担金５０億６４４

４万円のうち、説明欄１つ目、子どものための

教育・保育給付交付金２９億２０９万２０００

円、説明欄２つ目の児童手当交付金１９億１２

９６万円、説明欄４つ目、児童扶養手当給付費

負担金２億２８７１万９０００円、２８ページ

に続きまして、節３・生活保護費負担金では２

４億６４１８万円を計上しております。 

 １つ飛びまして、目３・災害復旧費国庫負担

金１億３７１万８０００円は、令和４年台風１

４号及び令和６年台風１０号により被災した泉

町の八八重～四方田線と、五家荘～椎葉線の災

害復旧費等に係る国の負担金でございます。 

 下段の表、項２・国庫補助金、目１・総務費

国庫補助金は、３億３０６２万２０００円を計

上しております。宅地嵩上げ安全確保事業補助

金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

の減により、前年度比４億７５６５万９０００

円の減を見込んでおります。主なものは、説明

欄１つ目のマイナンバーカード交付事務費補助

金９９９１万６０００円、５つ目の宅地嵩上げ

安全確保事業補助金６１０４万１０００円、６

つ目の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金１億４８４６万２０００円などでございます。 

 次の目２・民生費国庫補助金は４億２９０４

万９０００円を計上しております。北新地海音

保育園改築に係る保育所等整備交付金などによ

り、前年度比４４０６万９０００円の増を見込

んでおります。このうち主なものは、節１・社

会福祉費補助金８７８１万円のうち、説明欄１

つ目、地域生活支援事業補助金４８８７万６０

００円、それから２９ページの節２・児童福祉

費補助金３億３５１４万７０００円のうち、説

明欄３つ目の子ども・子育て支援交付金２億６

０４万２０００円、その２つ下、妊婦のための

支援給付交付金・事業費補助金８１４６万５０

００円などでございます。 

 次の目３・衛生費国庫補助金は２０８３万９

０００円を計上しております。新型コロナウイ

ルスワクチン助成金が廃止となり、交付税措置

に移行したことなどから、前年度比１億６７３

４万５０００円の減を見込んでおります。この

うち主なものは、節２・生活環境費補助金、小

型合併処理浄化槽設置事業費補助金１８１０万

５０００円でございます。 

 目４・土木費国庫補助金は９億７５０万５０

００円を計上しております。西片西宮線道路整

備事業の事業費増などにより、前年度比２億４

４７３万１０００円の増を見込んでおります。

このうち主なものは、節１・道路橋梁費補助金

４億４８７５万円のうち、説明欄２つ目、市内

一円道路改良事業交付金２億６６７５万円、節

３・都市計画費補助金３億４８５０万円のうち、

説明欄４つ目、西片西宮線道路整備事業交付金

２億７１０万円などでございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 次の目５・教育費国庫補助金は２億８９４９

万５０００円を計上しております。小学校、中

学校での洋式トイレの整備が終了したことなど

により、前年度比１億２８４４万３０００円の

減を見込んでおります。このうち主なものは、

節２・小学校費補助金５０８１万５０００円の

うち、説明欄最後の小学校施設整備事業補助金

４４４４万円、節５・学校給食費補助金の学校

給食施設整備事業補助金２億１６６１万３００

０円などでございます。 

 次に、３１ページ下段の表、項３・委託金で

は、目４・教育費委託金、節１・社会教育費委

託金の七百町新地樋門発掘調査委託金１億２２

７７万４０００円が主なものでございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 款１６・県支出金でございます。 

 項１・県負担金、目１・民生費県負担金は、

３７億４６９６万６０００円を計上しておりま

す。このうち主なものは、節１・社会福祉費負

担金２２億１５６８万３０００円のうち、説明



 

－17－

欄１つ目、国民健康保険基盤安定保険税軽減分

負担金４億８０５万７０００円、説明欄５つ目、

後期高齢者医療保険基盤安定負担金５億６６２

７万６０００円など、保険料の軽減等に関する

ものや、説明欄６つ目、障害者自立支援給付費

負担金８億９２４２万４０００円、その３つ下

の障がい児通所支援事業負担金１億５９２２万

９０００円、また、節２・児童福祉費負担金１

４億１３１３万１０００円のうち、説明欄１つ

目、子どものための教育・保育給付費負担金１

１億６３３２万８０００円、説明欄２つ目、児

童手当交付金２億４１０９万５０００円などで

ございます。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 次に、項２・県補助金、目１・総務費県補助

金は、３３８１万円を計上しております。説明

欄４つ目、豪雨被災者等支援交付金１５１４万

２０００円が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費県補助金は４億８３１０

万５０００円を計上しております。このうち主

なものは、節１・社会福祉費補助金１億４４７

２万８０００円のうち、説明欄３つ目、重度心

身障がい者医療費助成事業費補助金１億１５１

万７０００円、節２・児童福祉費補助金３億３

８３７万７０００円のうち、説明欄１つ目、放

課後児童健全育成事業等補助金１億２４８８万

５０００円などでございます。なお、節１・社

会福祉費補助金のうち、新規として説明欄一番

下の令和７年８月豪雨住まいの再建支援事業補

助金１０９０万円は、令和７年８月豪雨の被災

者に対し、転居費用等を助成する経費に対する

補助金でございます。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 目３・衛生費県補助金は６５０３万１０００

円を計上しております。このうち主なものは、

節１・保健衛生費補助金５７１９万４０００円

のうち説明欄１つ目、子ども医療費助成事業費

補助金４３８８万６０００円などでございます。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 目４・農林水産業費県補助金は５億８９７５

万５０００円を計上しております。このうち主

なものは、節１・農業費補助金５億１８９１万

５０００円のうち、説明欄９つ目、地籍調査事

業補助金１億２９３７万７０００円、その６つ

下の多面的機能支払交付金事業補助金２億２９

１９万４０００円、１ページめくっていただき

まして、３６ページの節２・林業費補助金６８

９８万８０００円のうち、説明欄５つ目、鳥獣

被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金３１４６

万７０００円などでございます。 

 次に、目７・教育費県補助金は６億８５６８

万２０００円を計上しております。前年度比６

億６８６５万２０００円の増となっております

が、これは、令和８年度より実施予定の小学校

の給食費負担軽減に対する補助金である学校給

食費負担軽減交付金３億１７３４万３０００円

や、小・中・特別支援学校の児童生徒が使用す

るＧＩＧＡスクール学習用のタブレット端末を

導入する経費に対する補助金である公立学校情

報機器整備費補助金、小・中・特別支援学校合

わせまして３億５０４６万円によるものでござ

います。 

 ３７ページに移りまして、目８・災害復旧費

県補助金では１億４５８３万円を計上しており

ます。令和２年７月豪雨で被災した林道鶴平線

の災害復旧工事に係る県の支出金でございます。

前年度比２億８０１８万６０００円の減と見込

んでおります。 

 下段の表、項３・委託金、目１・総務費委託

金は２億２７４３万円を計上しております。こ

のうち主なものは、節２・徴税費委託金で県民

税徴収事務委託金１億８８５５万円や、節４・

選挙費委託金で県議会議員選挙委託金２２５３

万３０００円などでございます。 

 １ページ飛びまして、３９ページをお願いい

たします。 
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 款１７・財産収入でございます。 

 項１・財産運用収入、目１・財産貸付収入は

２７１６万１０００円を計上しております。説

明欄１つ目、土地建物貸付収入１８２０万６０

００円が主なものでございます。 

 次の目２・利子及び配当金は７２４８万３０

００円を計上しております。４０ページにかけ

まして、各基金の利子でございます。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 下段の表、項２・財産売払収入、目１・不動

産売払収入は、８８８３万１０００円を計上し

ております。節１・土地売払収入の説明欄１つ

目、八千把地区土地区画整理事業保留地売払収

入７９８２万９０００円が主なものでございま

す。 

 ４１ページをお願いいたします。 

 款１８・寄附金でございます。 

 項１・寄附金、目１・総務費寄附金は、３０

億４７５７万１０００円を計上しております。

説明欄１つ目、ふるさと元気づくり応援寄附金

３０億１０５０万円が主なもので、前年度と同

額程度と見込んでおります。 

 飛びまして、４２ページをお願いいたします。 

 款１９・繰入金でございます。 

 項１・基金繰入金のうち主なものといたしま

して、目１・財政調整基金繰入金３６００万６

０００円は、令和７年８月豪雨で被災した農業

者や市内中小企業者等が県の融資制度を利用し

た際の金利負担分に対する補助などに係る財源

の一部とするもの、目２・減債基金繰入金３億

９５５９万３０００円は、令和６年度及び７年

度に積み立てた臨時財政対策債償還基金費の一

部とするもの及び環境センター建設、新庁舎建

設に伴う市債の元金償還の財源の一部とするも

の、目３・地域振興基金繰入金１億９９６６万

７０００円は、令和７年度に設置した地域振興

基金からの繰入金でございまして、住民自治推

進事業やバドミントンアジアジュニア選手権八

代大会開催事業などの財源の一部として、目

４・ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金１

０億４１６８万９０００円は、こども医療費助

成事業やＩＣＴ教育推進事業などの財源の一部

として、目８・八千把地区土地区画整理事業基

金繰入金１億６３５５万７０００円は、八千把

地区土地区画整理事業の財源の一部として、４

３ページに移りまして、下から３つ目の目１

７・森林環境譲与税基金繰入金２１９６万円は、

再造林促進のための補助を行う森林整備事業な

どの財源の一部として、それぞれ繰り入れるも

のでございます。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 中段の表、款２０・項１・目１・繰越金でご

ざいます。令和７年度からの繰越金を、前年度

比１億円増の１２億円としております。 

 次に下段の表、款２１・諸収入、項１・延滞

金加算金及び過料で、目１・延滞金は、前年度

の決算見込みなどから１７００万円を計上して

おります。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 下段の表、項３・貸付金元利収入でございま

す。このうち、目１・総務費貸付金元利収入３

１２１万６０００円は、地域総合整備財団の支

援により、市が民間事業者に無利子で貸し付け

た地域総合整備資金貸付金元金収入が主なもの

でございます。 

 ２つ飛んで、目４・商工費貸付金元利収入５

億６５万円は、中小企業経営安定特別融資預託

金元金収入や、八代市創業者支援融資預託金元

金収入など、各種預託金等の元金収入でござい

ます。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 項４・雑入でございます。 

 目５・雑入は５億３０７０万４０００円を計

上しております。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 節８・雑入の４億２０３４万円のうち主なも
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のは、説明欄１つ目、デジタル基盤改革支援補

助金１億８１９万６０００円で、戸籍システム

等の自治体システム標準化に関するもので、令

和７年度において、住民基本台帳や税等のシス

テムの大半が標準化対応となりましたことから、

前年度比１億６１６５万２０００円の減となっ

ております。 

 ４８ページをお願いします。 

 下段の表、款２２・項１・市債でございます。 

 まず、目１・総務債、節１・総務管理債は４

億５４１０万円で、このうち、説明欄１つ目の

コミュニティセンター施設整備事業３億２１９

０万円は、主に金剛コミュニティセンター建替

工事、鏡コミュニティセンター改修工事等に必

要な経費に充てるもので、充当率１００％の過

疎債及び緊急防災・減災事業債、４９ページに

続きまして、説明欄一番上の難視聴地域テレビ

放送設備構築事業１億８００万円は、坂本・東

陽・泉地域においてケーブルテレビから光ファ

イバー網を活用した映像配信への更新に必要な

経費に対する補助金に充てるもので、充当率１

００％の過疎債、その下、電子入札システム構

築事業８００万円は、電子契約機能を備えた県

との共同運用である次期電子入札システムの開

発費負担金に充てるもので、充当率９０％のデ

ジタル活用推進事業債が主なものでございます。 

 次に、目２・民生債は４２８０万円を見込ん

でおります。このうち、節１・社会福祉債の２

９８０万円のうち、説明欄１つ目の五家荘デイ

サービスセンター管理運営事業１２３０万円は、

指定管理業務委託に必要な経費に充てるもので、

充当率１００％の過疎債でございます。その下、

泉憩いの家管理運営事業１７５０万円は、五家

荘憩いの家の供用廃止に伴う解体工事経費に充

てるもので、充当率９０％の公共施設適正管理

推進事業債でございます。 

 次に、目３・衛生債は２億１０６０万円を見

込んでおります。このうち主なものは、節２・

生活環境債の２億６２０万円のうち、説明欄２

つ目の公共施設ＬＥＤ化事業１億９７８０万円

で、これは継続費でも御説明いたしましたが、

小・中・特別支援学校における照明をＬＥＤ化

するために必要な経費に充てるもので、充当率

９０％の脱炭素化推進事業債でございます。 

 次に、目４・農林水産業債は１億８７１０万

円を見込んでおります。このうち主なものは、

節１・農業債１億４２３０万円としておりまし

て、説明欄２つ目、県営排水対策特別事業負担

金２９２０万円は、土地改良事業負担金の対象

経費に充てる充当率９０％の公共事業等債、説

明欄４つ目の市内一円道路整備事業４０９０万

円は、道路改良等対象経費に充てる充当率９

０％の地方道路等整備事業債及び充当率１０

０％の過疎債でございます。 

 次の節２・林業債の４４８０万円としまして

は、説明欄２つ目、道整備交付金事業３３５０

万円は、林道改良等の対象経費に充てる充当率

１００％の過疎債及び辺地債でございます。 

 次の目５・商工債は１億３６３０万円で、こ

のうち主なものは、節１・観光債の１億３６３

０万円としまして、説明欄１つ目、さかもと温

泉センター「クレオン」管理運営事業３１１０

万円は、指定管理業務委託に必要な経費に充て

るもので充当率１００％の過疎債、説明欄４つ

目、広域交流センターさかもと館（道の駅）整

備事業７３６０万円は、広域交流センターさか

もと館（道の駅）整備のうち多目的広場の整備

等に必要な経費に充てるもので、充当率１０

０％の過疎債でございます。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 目６・土木債は２１億２８５０万円を見込ん

でおります。主なものとして、節１・道路橋梁

債１０億６６９０万円のうち、説明欄１つ目の

市内一円道路整備事業５億２８９０万円は、道

路維持及び改良に係る経費に充てるもので、充

当率９０％の地方道路等整備事業債、充当率１
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００％の過疎債など、説明欄下から３つ目の生

活道路緊急対策事業３億２３９０万円は、老朽

化が著しい身近な生活道路の補修を集中的に行

うための経費に充てるもので、充当率９０％の

公共施設等適正管理推進事業債、充当率１０

０％の過疎債など、その下、工業団地関連整備

事業１億４２９０万円は、県により整備される

工業団地周辺において、交通量の大幅な増加が

見込まれる竜西幹４号線などの整備を進めるも

ので、充当率９０％の公共事業等債、節３・港

湾債の３億１５８０万円としまして、説明欄１

つ目、八代港県営事業負担金２億９２４０万円

は、県営事業負担金の経費に充てる充当率９

０％の公共事業等債、節４・都市計画債の５億

８４７０万円のうち、説明欄１つ目、南部幹線

道路整備事業１億６０００万円は、県営事業負

担金の経費に充てる充当率９０％の公共事業等

債、説明欄２つ目の西片西宮線道路整備事業１

億８６３０万円は、都市計画道路の整備のため

の経費に充てる充当率９０％の公共事業等債、

説明欄一番下の八千把地区土地区画整理事業９

５６０万円は、舗装工事等の事業の経費に充て

る充当率９０％の公共事業等債及び地方道路等

整備事業債でございます。 

 次に、目７・節１・消防債は２９６０万円で、

学校施設体育館の空調設備設置工事などが終了

しましたことから、前年度比３億９２５０万円

の減を見込んでおります。このうち主なものと

して、説明欄２つ目、消防団整備事業２５３０

万円は、消防団の車両や装備品などの経費に充

てる充当率１００％の緊急防災・減災事業債で

ございます。 

 ５１ページをお願いいたします。 

 目８・教育債は２１億１７９０万円で、小中

学校のトイレ改修工事、市立博物館の大規模改

修工事などが終了いたしましたことから、前年

度比１１億５５１０万円の減を見込んでおりま

す。このうち主なものは、節１・小学校債２億

１５３０万円といたしまして、説明欄１つ目、

小学校施設整備事業１億８５０万円は、八千把

小学校耐震性貯水槽改修工事等に要する経費に

充てる充当率７５％の学校教育施設等整備事業

債や、充当率９０％の公共施設適正管理推進事

業債など、説明欄３つ目、ＧＩＧＡスクール学

習用端末購入事業１億４４０万円は、先ほど県

支出金でも御説明いたしましたＧＩＧＡスクー

ル学習用タブレット端末を導入する経費に充て

る充当率９０％のデジタル活用推進事業債、節

４・学校給食債の１７億６３７０万円のうち、

説明欄３つ目の（仮称）新南部学校給食センタ

ー施設整備事業１７億４６４０万円で、建設工

事等に要する経費に充てる充当率９０％の公共

施設等適正管理推進事業債でございます。 

 最後の目９・災害復旧債は８億７６７０万円

で、このうち主なものとして、節２・公共土木

施設災害復旧債の４８７０万円は、令和４年台

風１４号及び令和６年台風１０号により被災し

た道路橋梁施設の災害復旧経費に充てる充当率

９０％の災害復旧事業債（補助）、節５・その

他公共・公用施設災害復旧債７億９８２０万円

は、説明欄２つ目の広域交流センターさかもと

館（道の駅）整備事業７億３１４０万円で、道

の駅さかもとの再整備の経費に充てる充当率１

００％の災害復旧事業債（単独）などでござい

ます。 

 以上が歳入の説明でございます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

○財務部次長（角田浩二君） すみません、今

御説明をいたしました２８ページの生活保護費

負担金を、２４億６１１万８０００円と御説明

をいたしましたが、２４億６４１８万円が正し

いものでございました。申し訳ございません。 

 それと４５ページ、商工費貸付金元利収入を

６億６５万円と御説明いたしましたが、５億６
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５万円が正しいものでございました。大変失礼

をいたしました。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 款１０・地方特例交付

金の目１・減収補てん特例交付金で、暫定税率

廃止に伴う影響分はこれで補塡されたというこ

とだったんですけれども、予想されていたとこ

ろはしっかり補塡されたという認識でよろしい

ですか。 

○財政課長（草西亮介君） このガソリンの暫

定税率廃止分ということで、今１９００万円の

ほうを交付金のほうで計上させていただいてお

りますけども、補塡されたというところで考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 市税の部分ですけれど

も、個人住民税、また固定資産税の増というと

ころで、増加が見込まれているというところで

すけども、これは何か突発的なやつなのか、そ

れとも安定的な見込みが、見通しが通るのか、

その辺について教えていただければと。 

○市民税課長（窪田智昭君） 市民税課の窪田

でございます。よろしくお願いします。 

 委員御質問の個人住民税の増分に関してです

が、先ほど次長の説明にもあったんですが、基

本的なところで、ただいま国の政策等もあって、

給与賃金、最低賃金とか、賃金のアップを民間

にお願いしているという観点もございまして、

年々増収傾向にはございます。 

 ただし今後、また今、多分国会のほうでも問

題になっている、所得に関して壁というものが

存在して、そこの部分に関して今後また、そこ

で制度が改正になってしまうと、税収が一旦控

除が大きくなってしまうという関連もあります。 

 税収的に影響がある可能性はございますが、

現時点では増収傾向は変わっていないと。昨年、

災害等ございましたが、そちらで減免した金額

を反映させたとしても、今年度、令和７年度も

約５５億円ぐらいの歳入見込みが立っているの

で、例年よりも伸びている、もう来年までは伸

びが予想できるというところで推計しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（金子昌平君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○資産税課長（草原清一君） 資産税課の草原

でございます。よろしくお願いします。 

 固定資産税の増加ということでございますが、

まず土地の宅地につきまして、宅地の地価は下

げ止まりつつあります。それとまた近年の農地

の宅地化等ございまして、それと家屋につきま

しては、評価替えの年度ではございませんので、

既存家屋の減価補正というのはありません。で

すので、新築や増築による上乗せ分があります

ものですから、増加と見込んでおるところでご

ざいます。 

 以上でございます。（委員金子昌平君「ああ、

いいです。大丈夫です」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） ２６ページの衛生手数

料が、前年度と比べてごみが量が減ったから予

算も減りましたということなんですけど、これ

はやっぱり災害が起きてごみが増えて、前年度

は多かったのか、なぜ、そのごみが減ったのか

教えていただきたいんです。 

○市民環境部次長（中村光宏君） 市民環境部

の中村と申します。よろしくお願いいたします。 

 このごみ関係の手数料で減額の主な理由につ

いては、毎年ごみのほうは量は少なくなってお

りますので、あと災害関係のごみにつきまして

は、特にここの中には入らずに無料で引き受け
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ておりますので、ここには反映しないような形

になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（西 和明君） ４３ページの目の１７

の森林環境譲与税の基金の繰入れなんですけど、

昨年の半額ぐらい以下になっているんですけど

も、この内訳というか、理由を教えていただけ

ますか。 

○財政課長（草西亮介君） 今手元に資料がご

ざいませんので、後ほど御報告をさせていただ

けたらと思います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） ２１ページの款１３・

分担金及び負担金の目１・総務費負担金の中で、

八代地域イントラネット運用負担金（氷川町分）

というのがあるんですけど、これはどういった

ものなんでしょうか。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） デジタル

推進課の栄でございます。 

 委員お尋ねの八代地域イントラネット運用負

担金について御説明いたします。これは八代市、

それから氷川町の組織内部で利用されるプライ

ベートなネットワークの運用負担金となってお

ります。 

○委員長（木村博幸君） いいですか。 

○委員（たーみー君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 昨日も文教福祉のほう

でいろいろ協議はされてましたけど、千丁健康

温泉センター使用料、この金額というのは、年

度の使用料を見込んでいらっしゃったんですか。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） 健康福祉部の髙﨑でございます。

よろしくお願いします。 

 使用料のほうは、今のところ４月から６月ま

での営業を予定していますので、３か月分とし

て上げさせていただいております。１回の利用

料が４２０円、年齢だとかによっては３２０円

の場合もありますけれども、そういったところ

で計算はさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（金子昌平君） ３か月分というところ

で、また、昨日のお話も聞いていて、業務委託

料とか、全て予算的には３か月分の予算計上な

んですね。その中でこの予算が決まったときに

は、もう一旦休館なり閉館なりするというのは

決まってた状態という、決まってたというか、

決めてたということですか。休館をするんです

か。どのみち休館はやるということですか。あ

あ、そりゃ予算じゃないな。脱線しましたかね。

はい、大丈夫です。 

○委員長（木村博幸君） よかですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） すみません、継続費の

部分で公共施設ＬＥＤ化事業というのがあるん

ですけど、これは何か予算が、令和８年度は２

億１９００万円、令和９年は５億５９００万円、

令和１０年は３億２９００万円と、年度ごとに

ばらばらなんですが、これは理由があるんです

か。何かイメージとして、継続で行く場合、毎

年同じ金額で進めていくのかなというイメージ

があったものですから。 

○財政課長（草西亮介君） この年度、３年間

でこれだけ事業費が変わっているということで、

この各年度で学校の整備計画、学校数が異なっ

ていくというような状況だというふうに捉えて

おります。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（橋本貴喜君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○財政課長（草西亮介君） 先ほど西委員から

お尋ねのありました森林環境譲与税の関係でご

ざいますけれども、この譲与税の基金の残高が

今１８００万円ほどで、取崩し額も、基金がも
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う最後というところで、そこが上限というとこ

ろになったというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） 西委員、いいですか。 

○委員（大倉裕一君） 繰越金の繰入れ、１２

億円歳入で予定してあるんですけど、ある程度

今年度の決算というか、一般会計の見込みが立

っているというところで１２億円計上できたん

だというふうに思うんですけども、どういった

状況なんでしょうか。 

○財政課長（草西亮介君） 繰越金は、予算上

は例年１１億というところで見込んでおりまし

て、プラス１億円といいますのが、この新型コ

ロナウイルス感染症対策基金のほうがこの令和

７年度末で終わるというところもございまして、

その基金を国のほうへ返還するというところが

ございます。その基金を一回令和７年度で取り

崩して、こちらに入れての、来年度、国・県返

還金事業で国のほうへお返しするというような

ところでの、この１億円が今保管しているとい

うところで、１２億円というような予算計上を

いたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） コロナのほうはありが

とうございます。もう一つの１１億円、ベース

となるほうの１１億円、そちらのほうの一般会

計上の見込みというところは大丈夫なんですよ

ね。そこ、もう１回答弁いただけますか。 

○財政課長（草西亮介君） 失礼いたしました。

はい、１１億円、大丈夫でございます。 

○委員（大倉裕一君） すみません、そのほか

にどれぐらいの収支決算になりそうだというよ

うな見込みがあるんでしょうか。その残り。 

○財政課長補佐（園田哲次君） 財政課、園田

です。 

 収支見込みについてなんですけども、また当

然、決算がある程度見えてから、収支見込みを

例年やります。なので、基本的には４月に入っ

てからある程度見込みを決めていく形にはなる

んですが、現在１１億円の繰越金を出している、

毎年出していますけども、今年に限って言えば、

まだこれから３月に特別交付税というのも交付

がございますし、普通交付税につきましても、

予算額以上、今のところ交付決定が来ておりま

す。そういった収支のプラスになる予定がござ

いますので、その辺を見ても１１億円は大丈夫

だというところで見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 寄附金のふるさと納税

ですけどね、今３０億円余り入りがあるんです

けれども、このふるさと納税の方々が、この３

０億というのをキープされていると思うんです

けど、これが減少していったりとかした場合に、

財政的なリスクというか、どのぐらいダメージ

をもらうのかというのを、何か出ますかね、そ

れは。どのぐらいあるのか。 

○財務部長（松川由美君） ただいま、ふるさ

と納税についてのお話でございますが、確かに

委員おっしゃいますように、その年度によって

何億と変動があるところです。昨年度、令和６

年度は結構ありまして、３４、３５億円かあっ

たんですが、今年度はそこまでは行かないと。

トレンドがありまして、やはりお米が高くなっ

たらお米が返礼品にあるところが有利になった

りとかいうところもございまして、正直読めな

いところもあるところではございます。 

 私どものほうも、ふるさと納税を財源として

実施している事業もありますので、例えばこど

も医療費ですとか、そういうのを充てておりま

すので、ある程度そこが見込めていかないと、

そういった今充てている事業の実施についても
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検討していかないといけないというような状況

に陥るというようなことは、可能性としてはご

ざいます。 

 ただ、今後につきましてもできるだけ、今後

国の政策がどうなっていくかとか、いろんな条

件がついたりとかしてまいりますので、どうい

う動きになるかというのはあるんですけれども、

できるだけふるさと納税、全国的にも頑張って

八代市は取っていこうというところで今取り組

んでいますので、そこの努力は惜しまずやって

いくというところで考えております。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（蓑田由貴君） 市役所のＤＸだったり、

あとは教育機関のタブレットを更新したり、デ

ジタルをちょっと推進するのにすごい全体的に

お金がかかっていると思うので、教育機関で単

独でするだけじゃなくて、ＩＴとかそういうの

は何か横のつながりを持ちながら、よりデジタ

ルに、会社に頼むときもそれがちゃんと結果に

出ているかとか、成果につながっているかとか、

そういうのもちゃんと評価していただきながら、

お金がすごいかかっているので、ちゃんと評価

を入れながらしていただきたいなというふうに

思います。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 先ほど言ったふるさと

納税ですよね、全力で頑張っていただくように

よろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で歳

入等を終了いたします。 

 午前中の審議は歳入などまでとし、休憩いた

します。午後は１時から再開いたします。 

（午前１１時５９分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（木村博幸君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 執行部より発言の申出があっておりますので、

これを許可します。 

○理事兼教育施設課長（稲本健一君） 教育施

設課の稲本といいます。よろしくお願いします。 

 先ほど、議案７号の歳入予算の御質問があり

ましたＬＥＤの継続費での割り振りについて補

足説明をさせていただきたくて、時間をいただ

きました。ありがとうございます。 

 まず、今回、継続費での年度割りについてな

んですけれども、令和８年度２０％、令和９年

度５０％、令和１０年度で３０％というところ

で年度の割り振りを行っております。 

 まず、こちらのほうなんですけど、出来高を

一応想定したパーセントで割り振りを行ってお

ります。 

 まず、初年度の令和８年度なんですけれども、

ＬＥＤの状況なんですけども、機器を発注をい

たしまして、半年以上はかかるというところが

ありまして、それとまた、学校ですので、夏休

みのとか冬休みの長期期間工事を行わないとい

けないというところで、どうしても初年度につ

いての工事があまり進まないというところもあ

りまして、２０％というところで行っておりま

す。 

 それと、次の年の令和９年度につきましては、

機器等がある程度そろっておりますので、約５

０％、それと、次の年の残り分が令和１０年度

というところで３０％の想定を行って、このよ

うな割り振りを行ったところです。 

 以上、お答えとさせていただきます。 
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○委員長（木村博幸君） ありがとうございま

した。 

○人事課長（田中博之君） 人事課の田中でご

ざいます。 

 先ほど、議案第２号のほうで御質問いただき

ました令和７年の３月補正後の退職手当分の内

訳でございます。 

 まず、定年扱いが６名ということでしたが、

男性が６０歳から６１歳代として６名のみでご

ざいます。 

 続きまして、早期退職でございますが８名で、

こちらのほうが男性が４名、こちらいずれも５

０代になります。女性がちなみに４名で、こち

らも５０代になります。 

 それから、自己都合が１０名でございますが、

男性が６名、内訳としまして、５０代が１名、

４０代が１名、３０代が４名おります。それか

ら、女性が４名おりまして、４０代が２名、２

０代が２名。 

 最後に、任期満了が８名おりまして、男性が

７名、年齢構成は８０代が１名、６０代が５名、

５０代が１名、女性が、それから１名おりまし

て、４０代が１名というふうになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ありがとうございま

した。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から御説明願います。 

○議会事務局長（梅野展文君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事

務局、梅野でございます。 

 議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

中、議会費の審議をお願いするに当たりまして、

その概要並びに所見について総括を申し上げま

す。失礼して、着座にて御説明申し上げます。 

 それでは、令和８年度・八代市一般会計予算

の５２ページを御覧ください。 

 令和８年度当初予算の議会費総額は３億７４

７６万２０００円で、前年度と比較しまして、

約９３万円の増額となっております。 

 議会費につきましては、人件費等の義務的経

費の占める割合が大きく、節１・報酬から節

４・共済費までを合計いたしますと、３億２４

９０万２０００円で、議会費全体の約８６.

７％を占めております。 

 また、需用費、委託料等の経常的経費につき

ましては、原油、原材料費及び人件費等の高騰

に伴う経費の増加が見込まれる中、今年度の実

績を精査し、市の予算編成方針に基づき、予算

計上を行ったところでございます。 

 予算書右側の説明欄にございます議会運営事

務事業並びに政務活動費交付事業の執行に当た

りましては、市議会の運営全般及びこれに関わ

る事務処理、会計処理を適切に実施することは

もとより、２８名の議員の方々の職務を補助す

る組織として、事務局職員のスキルアップを継

続的に図るとともに、必要な情報の収集、提供

や行政視察等の関連事務を行うことにより、議

員各位の活動が円滑に進められるよう努めてま

いります。 

 また、令和８年度につきましては、今年度の

議員改選に伴い、新たに議員となられた皆様も

多数おられることから、議員活動に必要となる

基礎的な事項に関する議員向け研修の場も設け

てまいりたいと考えております。 

 加えて、市民の皆様に対しましても、今後も

引き続き、今年度リニューアルいたしました市

議会だよりをはじめ、ホームページやフェイス

ブック等を十分活用しながら、議会情報の積極

的な発信に努め、効率的かつ効果的な事務事業

の推進に取り組むことで、市民に親しまれる開

かれた市議会の推進に取り組んでまいります。 

 以上、令和８年度・八代市一般会計予算中、

議会費を御審議いただくに当たっての総括とさ

せていただきます。 
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 詳細につきましては、議会事務局土田次長よ

り御説明申し上げますので、御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議

会事務局の土田でございます。 

 私のほうから、歳出の議会費につきまして、

恐れ入りますが、着座にて説明させていただき

たいと思います。 

 それでは、引き続き令和８年度・八代市一般

会計予算書の５２ページを御覧ください。 

 歳出の款１・項１・目１・議会費は、先ほど

局長からございましたとおり、予算額３億７４

７６万２０００円を計上いたしております。令

和７年度と比較いたしますと、９３万３０００

円、率にして約０.２％の増となっております。

その主な要因といたしましては、本年度に設置

されました新庁舎建設工事に関する調査特別委

員会に係る経費といたしまして、特別委員会委

員の会議出席費用弁償や参考人等の会議出席費

用弁償等を増額しております。 

 また、海外への行政視察を希望される議員の

増加に伴います費用の増額が主なものでござい

ます。 

 それでは、予算書の説明欄に基づき、節区分

と併せながら説明をさせていただきます。 

 まず、節１・報酬から節４・共済費までは、

議員２８人並びに一般職１１人分の報酬、給料

等といたしまして、３億１７８６万１０００円

と、会計年度任用職員２名分の給与等といたし

まして、７０４万１０００円を計上いたしてお

ります。 

 続きまして、説明欄２段目の議会運営事務事

業４６８２万１０００円は、議会運営の円滑な

遂行を図ることを目的とするもので、節区分に

併せまして、主なものを申し上げます。 

 まず、節８・旅費の１９９６万７０００円は、

常任委員会や特別委員会、議会運営委員会の管

外行政視察旅費７３０万円や、議員１３名分の

海外行政視察旅費２６０万円、そのほか、議員

の皆さんが本会議や各委員会に出席される際に

支給されます費用弁償５７９万６０００円や参

考人等の会議出席費用弁償１５万２０００円な

どでございます。昨年度と比較いたしますと、

７.１％の増額となっておりますが、その理由

といたしましては、先ほど申しました調査特別

委員会設置に伴います議員及び参考人等の会議

出席費用弁償の増額並びに海外行政視察旅費の

増額によるものでございます。 

 次に、節９・交際費の５４万７０００円は、

各種総会の会費や慶弔費などでございます。 

 次に、節１０・需用費の６３０万円は、１回

当たり４万９６５０部の年４回発行しておりま

すやつしろ市議会だよりなどの印刷経費５２６

万４０００円が主なものでございます。昨年と

比較いたしますと、８.５％の減額となってお

りますが、その理由といたしましては、令和７

年度は改正に伴う経費として議員用防災服の経

費を計上いたしておりましたが、令和８年度は

不要となったこと、また、改選後初めて発行す

る議会だより１回分について、４ページ増やし

て計上しておりましたが、令和８年度は４回と

も同じページ数で発行する予定でありますこと

から減額したものでございます。なお、１部当

たりの単価としましては、増額いたしておりま

す。 

 次に、節１１・役務費の２万５０００円は、

公用車の法定点検費用１万３０００円が主なも

のでございます。 

 次に、節１２・委託料の７７５万２０００円

は、議会中継システム機器保守料２９７万円の

ほか、常任委員会や特別委員会、議会運営委員

会などの各委員会記録の作成に要します経費１

９０万円、本会議録の作成に要します経費１７

７万５０００円及び手話通訳業務委託６０万８

０００円などでございます。昨年度と比較いた
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しますと、５.３％の減額となっておりますが、

その理由といたしましては、令和７年度は会議

録検索システムの更新経費を計上いたしており

ましたが、令和８年度は不要となったことによ

るものでございます。 

 次に、節１３・使用料及び賃借料の３５６万

７０００円は、タブレット端末の賃借料１７１

万７０００円、会議アプリのサイドブックス使

用料９９万円、会議録検索システム使用料３４

万７０００円が主なものでございます。 

 次に、節１７・備品購入費の３４万円は、本

会議や委員会の中継映像等を保存しております

議会専用のファイルサーバーの買換え経費２３

万６０００円が主なものでございます。 

 最後に、節１８・負担金補助及び交付金の１

１３６万２０００円は、全国市議会議長会や九

州市議会議長会、熊本県市議会議長会などへの

負担金１２８万２０００円及び説明欄の３段目

にございます政務活動費交付事業として、各会

派に対し、所属議員数に月額３万円を乗じて得

た額を交付いたします政務活動費１００８万円

でございます。 

 以上が、令和８年度議会費の予算の概要でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） 市議会だよりが、最初

４ページ増やしてたけど、また元に戻して、ペ

ージを元どおりにしたっていうところですけど、

市議会だよりで実際、どうなんですかね、印刷

代が幾らとか製作費とか、その中身のことを教

えていただきたいなと。 

 何と言ったらいいんですかね。印刷業者に全

て製作、市議会の広報の議員がいますよね。そ

の中で、それに対して流れというか、これがで

きるまでの流れを知りたいなって思うんですけ

ど、意味分かりますか。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 基本的に、

議会だよりの作成につきましては、議会広報委

員会のほうで協議が行われて、その協議の結果

によりまして、業者さんのほうにデザインも含

めたところで作成をまずお願いして、途中で一

般質問の中身であったりとか、議会の議決の状

況であったりとかっていうのがどんどん加わっ

てきますので、それも確認いただいた上で、ま

た再度、デザイン等を情報提供して、また作成

をしていただいて、最終的に返ってきたものを

議会広報委員会の皆様で確認していただいて、

御決定いただいたら、それで正式に印刷かけて

いただくというような流れで、今作成の流れと

してはなっております。 

 以上でございます。 

○委員（蓑田由貴君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（蓑田由貴君） はい。大丈夫です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） 今までも何回か言って

ると思うんですけど、行政視察旅費なんですけ

ども、昨年と変わらず、例年どおりの予算要求

をされてるのかなと思います。 

 常任委員会は１５万円ありますので、ある程

度自由に勉強したいところが行けるのかなと思

うんですけど、議会運営委員会と特別委員会に

至っては１人１０万円の予算ということで、現

状の旅費等も高騰してる中で、先進地として、

ある程度自由に視察が可能なのかどうか確認を

と思いまして。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 旅費の積算

に当たりましては、事前に予算要求の際に行き

先、行程等決まっておりましたら、それに従っ

て予算要求をするところでございますけれども、

通常、まだ令和８年度分、行き先とか行程等決

まっておりませんことから、例年どおりの、一

応計上をさせていただいているような状況でご
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ざいます。 

 極力ですね、なるべく早めに視察先、行程等

を決めていただいて、なるべく早く、ホテルと

航空機とかを取るようにしまして、なるべく予

算の範囲内で行けるように努力をしているとい

うような状況でございます。よろしくお願いし

ときます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 数点ありますので、一

つずつお尋ねします。 

 海外行政視察に１３名の予算を組んでいただ

いておりますけど、１３名の内訳を教えていた

だけますか。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 自民党会派

のほうから９名、それと公明党会派さんのほう

から１名、あと有志の会さんが３名ということ

で１３名、昨年要望を調査したときに御希望が

ありましたので、その分を予算計上いたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 海外視察の件は了解し

ました。 

 質問変えますが、蓑田委員から話があった市

議会だよりの件です。予算は前年よりも安くな

ってますよね、市議会だよりに充てられた。物

価高騰する中で、ページ数は減らしたので単価

は安くなってるというようなお話だったんです

が、その単価は幾らになるんですか。前年度と

今年度と比較したとき。 

○議会事務局次長（土田英雄君） １部当たり

の単価ということでございますけども、令和７

年度が一応１２ページを３回と１６ページを１

回ということでしてるんですけれども、１２ペ

ージの場合は１部当たり２１.７５円というこ

とで要求しております。今年度が、令和８年度

が一応１２ページということで、２３.６円と

いうことで、２円ほど１部の単価としては増額

して計上しているという状況でございます。 

 追加で、今のが予算要求の時点のやつで、契

約額といたしましては、令和７年度が１２ペー

ジの分で１部当たり２１円となっております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 紙の値段がすごく上が

ってるということは、以前に総務委員会の中で、

議会事務局には質問してませんけど、財務のほ

うにお尋ねをしたところなんですけど、この価

格で１２ページの議会だよりが作成できるとい

うような確認はもう取れてるんですか。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 一応入札の

ほうが、もう既に行われておりまして、無事落

札もされておりますので、一応現状としては、

この価格の範囲内で請け負っていただけること

が決まっております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 今の市議会だよりの関

係ですけど、入札まで終わって契約先まで決定

されているということではありましたけども、

前年度とほぼ同じ内容の金額でペーパーが４ペ

ージ減らしたっていうことだけで、現在の物価

高騰、紙の値段の高騰に対する対応には本委員

はなってないというふうに判断をしてます。 

 ですので、その辺りは業者さんが赤字覚悟で、

もしくはインターネット契約をされるような業

者さんの工夫もあるのかなというふうには思い

ますが、もう少し市民の物価高騰に対する、会

社の物価高騰に対する手当というのは行政のほ

うでしっかり見ていく、対応していくべきだと

いうふうに思いますので、意見として申し上げ

ておきます。 



 

－29－

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で、

第１款・議会費を終了します。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後１時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２２分 本会） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費、第１１款・公債費、

第１２款・諸支出金及び第１３款・予備費につ

いて説明を求めます。 

○市長公室長（宮川武晴君） 皆様、改めまし

てこんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

市長公室、宮川と申します。着座にて説明させ

ていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○市長公室長（宮川武晴君） 令和８年度当初

予算案に係る総務費の歳出予算を御審議いただ

くに当たりまして、関係します各部長から、予

算案に対する考え方、総括を順に述べさせてい

ただきます。 

 初めに市長公室でございますけれども、八代

未来づくりビジョンの７つの基本目標のうち、

主に、市民から見える、市民の声を聞く、信頼

されるまちづくりに関連する施策を推進するた

め、所属課の各種事業を実施してまいります。 

 まず、秘書広報課では、本市の様々な取組な

どを幅広く市民の皆様にお知らせするため、広

報やつしろの発行のほか、ホームページやＳＮ

Ｓなど様々な媒体を活用いたしまして市政に関

する情報を発信してまいります。 

 また、報道機関とも連携した市長の定例記者

会見のライブ配信や、エフエムやつしろなどを

活用して市民の皆様が求める市政情報の迅速な

提供に努めるとともに、今日的なニーズに対応

するため、動画を活用した情報発信力の強化に

も取り組んでまいります。 

 次に、人事課では、透明性の高い市政運営を

推進するため、コンプライアンス体制の充実・

強化に取り組んでまいります。 

 職員の法令違反行為等に関する通報窓口につ

きましては、従来人事課内に設置しておりまし

た内部窓口に加え、より高い公正性及び客観性

を確保するため、弁護士等の専門家が対応する

外部窓口を新たに設置することとしております。

通報者の選択肢を増やすため、市内と市外の２

か所に窓口を設置するよう、詰めの調整を現在

行っております。 

 また、多様化、複雑化する行政ニーズに対応

するため、研修による人材育成と、心身ともに

健康で意欲的に働ける職場環境の整備を一体的

に推進し、職員の専門性と実務能力の向上を図

ります。 

 こうした取組により、安心して働ける職場環

境を確保しながら、職員一人一人の能力を最大

限に発揮し、市民の期待に応え続けられる組織

づくりを計画的に進めてまいります。 

 最後に、国際課でございますが、友好提携都

市でございます中国・北海市、台湾・基隆市及

び新竹市との交流のさらなる充実に向けて、引

き続き取組を進めてまいります。 

 令和８年度は、中国・北海市とは友好都市協

定締結３０周年を迎えますことから、中高生で

構成いたします青少年派遣団の相互派遣などの

記念事業を実施する予定としております。青少

年交流を通じて、子供たちの将来に向けた視野

を広げるとともに、国際理解や国際感覚の醸成

を図られるよう、日中関係の状況を注視しなが

ら慎重に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 また、多文化共生社会の実現に向けましては、

やつしろ国際協会を中心に、官民が一体となっ

て、増加傾向にあります外国人市民に日本の文

化や生活のルールを学んでもらう機会を提供す



 

－30－

るとともに、日本人市民の異文化理解を深める

ための取組を進め、相互理解の促進につなげて

まいります。 

 さらに、言葉の壁を取り除き、円滑な意思疎

通が図られるよう、市役所の手続や相談等にお

ける多言語通訳システムの活用や、外国人との

コミュニケーションにおいて有効なツールと言

われておりますやさしい日本語の普及、情報発

信などに取り組み、引き続き、日本人市民と外

国人市民が共に安心して暮らせるまちづくりを

推進してまいります。 

 以上のように、市長公室では、情報発信の強

化、職員の倫理や能力の向上、国際交流の充実

を重点として位置づけ、市民に信頼される行政

運営の実現に向けて、一つ一つの事業を着実に

進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 以上、総務費における市長公室の総括とさせ

ていただきます。 

○総務企画部長（田中 孝君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務企

画部、田中でございます。よろしくお願いいた

します。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○総務企画部長（田中 孝君） それでは、総

務費内の総務企画部関係事業の総括を申し上げ

ます。 

 まず、定住促進対策事業では、移住支援金や

移住・定住促進補助金を交付し、本市に移住し

就職や起業等を行う方や、移住に伴い住宅を取

得または賃借された若者世代を支援してまいり

ます。また、ふるさと回帰フェアなど大都市圏

で開催される移住イベントや相談会に参加し、

移住先として選んでいただけるよう、本市の魅

力を積極的にＰＲしてまいります。 

 次に、生活交通確保維持事業では、市民の移

動する自由を公共サービスとして保障するとい

う考えの下、市民にとって最も身近な移動手段

である路線バスや乗合タクシー等の運行に対す

る補助を行うことで、地域の特性や移動ニーズ

に応じた利便性の高い公共交通サービスの提供

に努めてまいります。 

 次に、防犯カメラ設置支援事業では、全国的

にも不審な車両や人物への警戒心や防犯への意

識が高くなっている中、本市におきましては、

これまでの防犯灯補助を拡充するとともに、地

域団体や防犯ボランティア団体等による自主的

な防犯活動をサポートするため、防犯カメラ設

置への補助制度を昨年度より実施しております。

今後も、市民の皆様の不安感軽減につながる犯

罪抑止対策を継続的に推進してまいります。 

 次に、文書管理事務事業では、本年７月に文

書管理・電子決裁システムの運用を開始するこ

ととしております。文書の電子化によるペーパ

ーレス化、管理の一元化、電子決裁の活用を行

うことで業務の効率化を図ってまいります。 

 次に、地域情報化事業では、坂本・東陽・泉

地域における難視聴対策として市が実施してお

りますケーブルテレビ事業について、民間放送

事業者が行う施設整備や事業の運営費に対する

市が応分の負担を行い、光回線を使用した民間

による新テレビ放送サービスを開始しており、

順次移行を進めてまいります。 

 次に、デジタル化推進事業では、いつでもど

こでも利用できるデジタル市役所の構築に向け、

各種証明書のオンライン申請など、デジタル技

術を活用したサービスを推進するとともに、デ

ジタルデバイドの解消やデジタル人材の育成に

も取り組み、時代の変化に柔軟に対応してまい

ります。 

 最後に、地域おこし協力隊事業では、現在、

坂本町におきまして、まちづくりにおける地域

活動を支援するため地域おこし協力隊を任用し

ておりますが、泉町におきましても本年度から

地域おこし協力隊の募集を行っているところで

ございます。地域資源を活用した特産品の開発
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や、道の駅・秘境の郷いずみを中心とした生

産・流通・販売ルートの確立、運営支援などに

取り組んでまいります。 

 以上が総務企画部関係の総括となります。 

 なお、令和６年度から策定を進めてまいりま

した総合計画基本構想につきましては、八代未

来づくりビジョンとして本定例会に御提案させ

ていただいております。また、本ビジョンにお

ける目指す姿や基本目標などを実現するための

取組をまとめた八代未来づくり総合戦略も策定

いたしました。 

 今後は、このビジョンや総合戦略を基に、市

民サービスの向上や地域課題の解決等に向け、

今後も引き続き、市の関係各部はもとより、

国・県など様々な関係機関と連携し、市政の総

合的な推進を図ってまいりますので、何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○財務部長（松川由美君） 皆様、こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部、松川

でございます。 

 財務部が所管いたします令和８年度当初予算

関連の主な事業、取組につきまして、総括を申

し上げます。失礼ながら着座にて説明させてい

ただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財務部長（松川由美君） 財務部の分掌事務

は、市有財産や財務に関すること、また、入

札・契約事務に関することなどでございます。

その事務内容ごとに申し上げます。 

 初めに、市有財産関係についてでございます

が、まず、公用車におきまして、今年度から公

用車管理システム導入により、管理の一元化を

図り、効率的な配車を行うとともに、保有台数

の最適化に取り組んできております。ただ、今

年度は災害対応があり、通常の公用車稼働では

なかったと思われますので、来年度以降、引き

続き状況の把握に努め、所有台数の最適化を図

ってまいります。 

 次に、市有施設全体の維持管理につきまして

は、本市公共施設等総合管理計画に基づき、長

寿命化やファシリティマネジメントによる効率

的維持管理、それから施設機能等を考慮した適

正配置について検討を行ってまいります。その

具体的推進計画となる個別施設計画についても、

対象施設の進捗管理を行い、全庁的取組に努め

てまいります。 

 一方、普通財産で未利用となっている土地・

建物については、市有資産利活用見学会の開催

を増やしたり、開催状況の周知先を工夫するな

どにより、貸付・売却といった有効活用にさら

につなげてまいります。 

 次に、入札・契約事務関係でございますが、

これまで入札・契約事務の効率化及び入札手続

の透明性、公平性の確保などのために、電子入

札や契約管理、入札参加資格申請に関するシス

テムを導入してまいりましたが、今後さらなる

効率化等を図るため、電子契約の導入にも取り

組み、行政、事業者双方の利便性の向上を図っ

てまいります。 

 また、本日この後の所管事務で御報告いたし

ますが、来年度、一般競争入札の拡大を予定し

ております。 

 今後も引き続き、関係する制度等の調査・研

究を進め、公平公正な業務に努めてまいります。 

 次に、財務関係でございます。 

 まず、税関係についてでございますが、歳入

につきましては、先ほど角田次長のほうから説

明申し上げ、審議が終了いたしておりますが、

まず市税につきましては、昨年の豪雨災害や税

制の改正により、一部減収となり得る要因があ

りながらも、昨年度に引き続き、賃金の上昇や

定年延長の定着の進展による給与所得の増加を

主要因として、個人住民税の税収増加を見込ん

でおります。 

 また、固定資産税におきましては、宅地の価
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格は下げ止まりつつある中、農地等の宅地化や

家屋の新築等により、増収を見込んでおります。 

 税の徴収につきましては、引き続き滞納整理

の早期着手を行い、現年度課税分の収納率向上

と翌年度への滞納繰越の抑制を図ります。 

 また、財産調査の徹底により滞納処分を強化

し、税負担の公平性を確保するとともに、滞納

案件の分析、検討を行い、回収不能案件の整理

を進め、累積滞納額の縮減に努めてまいります。 

 今年度は、各種債権の差押えに加え、差し押

さえた不動産のネット公売も初めて実施したと

ころでございます。 

 なお、全国的に進められております情報シス

テムの標準化については、本市では今年度９月

末に移行しております。特に税関係業務におい

ては大きな変化となりますので、新システムで

の事務に支障なきよう努めてまいります。 

 最後に、総合的な予算関係についてでござい

ます。令和８年度の予算編成に当たりましては、

坂本町の創造的復興と令和７年８月豪雨災害か

らの復旧・復興を最優先課題と位置づけ編成し

たところでございます。 

 また、八代市総合計画の基本構想として策定

した八代未来づくりビジョンの実現に向け、そ

の具体的な施策を取りまとめた八代未来づくり

総合戦略の下、子どもたちが誇れるまち八代を

目指して取り組んでいくほか、現在、県と一体

となって進めております工業団地整備において

着実に推進するよう、また波及効果が最大とな

るような経費を盛り込んでおります。 

 予算規模につきましては、長引く物価高騰等

の影響に加え、令和７年８月豪雨の影響や、工

業団地整備に伴うインフラ整備、公共施設のＬ

ＥＤ化などの新たな需要も発生していることか

ら、令和８年度予算は、昨年度に次ぐ過去２番

目の予算規模となりました。 

 このような状況を踏まえ、将来にわたって持

続可能な財政基盤を確立するため、一般質問の

答弁でもお答えしましたが、来年度は中期財政

計画の見直しにより、新たな財政見通しを立て、

社会情勢の変化に対応しながら、引き続き事務

の効率化や経費削減に努めるとともに、財源の

確保を図りながら、健全な財政運営に取り組ん

でいく、このように考えております。 

 以上、財務部からの総括といたします。よろ

しくお願いいたします。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民環

境部の岩崎でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 市民環境部が所管いたします当初予算の主な

事業につきまして、総括を申し上げます。大変

失礼ながら着座にて説明させていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） それでは、初

めに住民自治推進事業でございます。住民自治

推進事業では、住民自治によるまちづくりの実

現に向け、地域協議会が主体的に行うまちづく

り活動を支援するとともに、地域協議会活動交

付金や地域みらいづくり補助金などの財政的支

援をはじめ、地域活動並びに地域協議会の運営

に対する人的支援を行ってまいります。 

 次に、コミュニティセンター施設整備事業で

は、防災拠点としての機能の充実を図るととも

に、地域活動の拠点として安全で安心な誰もが

利用しやすい施設となるよう、計画的に整備を

進めてまいります。また、金剛コミュニティセ

ンターの建て替えにつきましては、基本・実施

設計が本年２月に完了しましたことから、令和

８年度から９年度の２か年にかけて本体工事を

進めてまいります。 

 次に、市政協力員関係事業では、市報配布や

地域のごみ集積所の管理、地域住民の見守りな

ど、市政協力員の皆様には市民と行政をつなぐ

重要な役割を担っていただいております。市で

は、これらの多様な業務について、マニュアル
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の作成や研修会の実施などの活動支援を行って

おります。引き続き、市政協力員の皆様の御意

見を伺いながら、きめ細かな支援を行ってまい

ります。 

 次に、今年度から新たに実施しております犯

罪被害者等支援事業では、八代市犯罪被害者等

支援条例に基づき、犯罪被害者等見舞金制度を

創設し、傷害事件などの被害者に対し、２件の

見舞金を支給しています。今後も犯罪被害者等

の経済的負担の軽減に向けまして、関係機関と

連携し、被害者等からの申請に適切に対応する

とともに、制度の周知啓発に努めてまいります。 

 次に、人権センター事業では、昨年９月に市

民の人権に関する意識や関心、施策のニーズ等

を把握するため、人権に関する市民意識調査を

実施いたしました。今後、この調査結果を市の

施策に反映するなど、さらなる人権施策の推進

に取り組んでまいります。 

 次に、男女共同参画啓発及び推進事業では、

あらゆる分野において男女が共に活躍できる社

会づくりに向けまして、第３次八代市男女共同

参画計画に基づき、市民、事業所、市民団体と

協働して、いっそＤＥフェスタや男女共同参画

推進セミナーの開催など、様々な取組を進めて

まいります。 

 次に、青少年健全育成事業では、昨年３月に

策定しました八代市再犯防止推進計画に基づき

まして、誰もが安心して生き生きと暮らしてい

ける地域共生社会の実現に向け、八代地区保護

司会などと連携した社会を明るくする運動を通

じて、再犯防止に対する市民と地域社会の理解

を深めるため、広報・啓発などに取り組みます。

また、青少年指導員による街頭指導や、青少年

相談員による電話相談を実施し、今後も青少年

の健全育成に努めてまいります。 

 次に、戸籍住民台帳事務事業につきましては、

昨年１月から市民課窓口業務の一部を民間事業

者へ委託しております。来庁者アンケートの結

果では、窓口対応等において、以前と比較して

満足度の向上が見られております。今後も、民

間事業者の専門的知識や創意工夫を最大限に活

用し、市民サービスのさらなる充実と効率的な

業務運営に努めてまいります。 

 また、戸籍法の一部改正に伴い、今年度は戸

籍に記載予定の氏名の振り仮名等に関する通知

を行い、届出への対応を進めてまいりました。

来年度は、市区町村長の職権による振り仮名記

載を適切に行うとともに、その後の問合せ等に

も丁寧に対応してまいります。 

 最後に、番号制度導入事業につきましては、

今年度、マイナンバーカードの交付開始から１

０年目を迎える更新手続や、マイナ免許証の導

入等に対応するため、申請支援体制の整備に努

めてまいりました。来年度から、マイナンバー

カード及び電子証明書の更新需要が増加する見

込みであることから、更新等に係る窓口業務を

民間事業者へ委託し、円滑に対応できる体制を

整備しております。さらに、外出が困難な方に

対しては、御自宅や施設等への出張申請を引き

続き実施するなど、マイナンバーカードの円滑

な取得及び更新手続が行えるよう努めてまいり

ます。 

 このように、市民環境部では市民生活に直結

した事業を多く担っております。今後も市民の

皆様の御意見を伺いながら、地域課題の解決や

市民サービスの向上に向け、着実な事業の遂行

に努めてまいります。 

 以上、市民環境部の総括となります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○財務部次長（角田浩二君） 財務部、角田で

ございます。よろしくお願いいたします。では、

着座にて御説明させていただきます。よろしい

でしょうか。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財務部次長（角田浩二君） それでは、議案

第７号・令和８年度八代市一般会計予算をお願
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いをいたします。 

 総務委員会付託分のうち、款２・総務費、款

１１・公債費、款１２・諸支出金、款１３・予

備費について説明をいたします。 

 説明に当たっては、職員給与経費はおおむね

省略し、新規の取組や事業費の大きいものを中

心に説明をいたします。 

 それでは、５２ページをお願いいたします。 

 下段の表、款２・総務費でございます。 

 項１・総務管理費、目１・一般管理費は４１

億１５０４万７０００円を計上しております。

前年度と比較して１億６７９５万円の増加で、

主な要因は、一般職において職員の定年引上げ

に伴い退職手当が増加したことによるものでご

ざいます。 

 まず、説明欄１つ目のうち、一般職の人件費

は、定年引上げに伴う退職手当の増加及び令和

７年度の人事院勧告等の影響により、前年度比

で約１億７０００万円の増額となっております。 

 ５３ページへ続きまして、説明欄中ほど、入

札・契約・検査事務事業２０４０万８０００円

は、契約事務におけるより一層の業務効率化の

ため、これまでの紙契約から電子契約へ転換を

行う電子契約機能を備えた県との共同運用であ

る次期電子入札システムの開発費負担金を計上

しております。 

 次に、説明欄下から７つ目、ふるさと納税事

業１７億３４８２万２０００円は、当初予算の

歳入の際申し上げましたように、令和８年度の

ふるさと元気づくり応援寄附金は３０億円の寄

附を見込んでおり、返礼品などのふるさと納税

謝礼に１１億１０５５万円、ポータルサイト利

用料に３億１３７８万７０００円、ふるさと納

税業務委託料に２億４１５０万１０００円など

を計上しております。 

 次に、その下のふるさと納税ＰＲ事業３４１

９万２０００円は、ふるさと納税ＰＲのための

雑誌・広告掲載、パンフレット作成等委託費、

各種イベント出展経費などを計上しております。 

 説明欄最後の北海市交流事業６８５万１００

０円は、令和８年度が中国・北海市との友好都

市協定締結３０周年であることから、両市の中

高生で構成する青少年友好派遣団を相互に派遣

し、ホームステイや授業体験等を通した交流を

行う予定としております。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 目１・一般管理費の説明欄最後のコンプライ

アンス推進事業９８万５０００円は、本市にお

ける内部公益通報に係る通報・相談窓口につい

て、現在の人事課内に設置されている内部窓口

に加え、弁護士等の外部有識者を活用した外部

窓口を設置するものでございます。 

 続きまして、中段の目２・文書広報費は１億

９５７１万４０００円を計上しております。前

年度と比較して５９２万９０００円の減でござ

います。主な要因は、熊本県内の市町村で共同

運用する文書管理システムの構築に係る経費の

減によるものでございます。 

 主な事業といたしましては、説明欄下から２

つ目、広報広聴活動事業５５７９万５０００円

は、広報やつしろの印刷製本費が主なものでご

ざいます。 

 次の目３・会計管理費は５２５１万８０００

円を計上しております。公金の振込手数料が主

なものでございます。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 目４・財産管理費は４億４８６６万４０００

円を計上しております。前年度比３２２万９０

００円の増でございますが、主な要因は、鏡支

所の排水管改修工事でございます。 

 主な事業は、説明欄の２つ目の市庁舎管理運

営事業のうち、本庁舎分で２億３１１３万２０

００円を計上しております。 

 主なものは、本庁舎の維持管理に係る経費と

して、施設の常駐管理や保安警備、受付業務な

ど、包括委託を行う総合管理業務委託のほか、



 

－35－

電気料、ガス代、電話料などでございます。 

 次に、説明欄中ほどの市有財産管理事業、本

庁分の２２５５万６０００円は、令和７年度か

ら本格運用を行っております公用車管理システ

ムの使用料でございます。 

 次に、下段の目５・企画費は３億３６２９万

８０００円を計上しております。前年度比３億

７２５７万９０００円の減で、その主な原因は、

国が実施している坂本宅地かさ上げ安全確保事

業への負担金の減でございます。 

 ５６ページをお願いします。 

 説明欄下から４つ目の復興推進事業、説明欄

下から３つ目の坂本ＳＩＣ（仮称）整備事業は、

災害対策等に関する特別委員会の付託事項とな

りますので、内容の説明は省略をいたします。 

 そのほかの主な事業としまして、５５ページ

に戻っていただきまして、説明欄下から４つ目

の定住促進対策事業１１７６万１０００円は、

東京や福岡等で開催される移住相談会等への出

展経費や、県外からの移住者に対し移住に係る

費用の一部を助成する移住・定住促進補助金な

どを計上しております。 

 説明欄、下から２つ目の並行在来線経営分離

対策事業３２０１万６０００円は、肥薩おれん

じ鉄道沿線活性化協議会や肥薩おれんじ鉄道未

来戦略検討委員会に対する負担金の支出のほか、

肥薩おれんじ鉄道に対し、運行支援対策事業補

助金（当該年度分）を交付するものです。 

 ５６ページをお願いいたします。 

 説明欄１つ目の住民自治推進事業７７５１万

３０００円は、住民自治組織である２１か所の

地域協議会の運営を支援するための地域協議会

活動交付金や地域みらいづくり補助金などでご

ざいます。 

 次の目６・情報推進費は６億２８０万５００

０円を計上しております。前年度比１億６００

０万８０００円の減でございますが、自治体シ

ステム標準化業務委託が、令和７年度に比べ、

令和８年度のシステム導入委託数が減少したこ

とが主な要因でございます。 

 説明欄１つ目の基幹システム運用事業２億４

４７９万６０００円は、全国的に進められてい

る自治体システムを標準化するための業務委託

やシステム使用料でございます。 

 下から２つ目の地域情報化事業１億４１４６

万７０００円は、令和５年度から８年度まで総

事業費４億１３４０万円の事業で、テレビ難視

聴地域において、光ファイバー網を活用したテ

レビ放送設備構築事業を実施する民間事業者へ

の補助が主なものでございます。 

 説明欄最後のデジタル化推進事業６６０万７

０００円は、市民の方々の利便性向上のためデ

ジタル技術を活用した環境整備や、組織力強化

のためデジタル人材の育成等に取り組むもので、

主なものは、デジタル技術を活用した業務効率

化研修等を予定しているＤＸ人材育成研修委託

や、施設予約システム等のオンラインシステム

等関連経費でございます。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 目７・交通防犯対策費は１億９９９１万３０

００円を計上しております。前年度比２８０２

万円の減で、説明欄３つ目の市営駐車場管理事

業における新八代駅東口駐車場の改修工事の終

了などが主な原因でございます。 

 主な事業といたしましては、説明欄下から２

つ目の生活交通確保維持事業１億２８０７万１

０００円は、中山間地における移動手段確保の

ための乗合タクシー運行事業補助金や五家荘地

域自家用有償旅客運送事業補助金などでござい

ます。 

 １つ下の防犯カメラ設置支援事業（重点交付

金）３５０万円は、市民の安全安心を確保する

ため、地域団体などによる防犯カメラ設置に係

る費用の一部を補助するものでございます。 

 次の目８・人権啓発費は１億１４２５万１０

００円を計上しております。 
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 説明欄上から２つ目の人権啓発推進事業５７

３万４０００円は、八代市人権問題啓発推進協

議会への分担金及び八代地域人権教育のための

推進会議への交付金などでございます。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 目９・コミュニティセンター費は４億８１０

６万８０００円を計上しております。 

 説明欄２つ目のコミュニティセンター施設整

備事業３億３１８２万２０００円は、金剛コミ

ュニティセンター建築工事、鏡コミュニティセ

ンター改修工事などでございます。 

 次に、目１０・公平委員会費では、事務事業

費として１２５万１０００円を計上しておりま

す。 

 次に、目１１・諸費は１億６２７３万８００

０円を計上しております。 

 主なものとして、説明欄下から２つ目の国庫

支出金等返還金事業１億１０００万円は、過年

度の国庫支出金の精算に伴う準備金として、説

明欄最後の市税還付金事業５０００万円は、前

年度の法人市民税などの精算に伴う還付金の準

備金として計上しております。 

 ５９ページをお願いいたします。 

 下段の表、項２・徴税費、目１・税務総務費

は５億４３１１万２０００円を計上しておりま

す。主に市民税、資産税の事務事業経費でござ

います。 

 次の目２・賦課徴収費は１億６２０７万円を

計上しております。 

 説明欄１つ目、市民税賦課徴収事務事業５６

７０万９０００円は、納税通知書作成等業務委

託、地方税共同機構負担金などで、次の説明欄

２つ目の資産税賦課徴収事務事業７２４２万８

０００円は、地番現況図等作成業務委託、納税

通知書作成等業務委託などでございます。 

 なお、市県民税、軽自動車税、固定資産税の

納税通知書については、令和８年度から令和９

年度までの債務負担行為を設定しております。 

 ６０ページをお願いいたします。 

 下段の表、項３・目１・戸籍住民基本台帳費

は３億９４２２万８０００円を計上しておりま

す。 

 主な事業としまして、説明欄２つ目の戸籍住

民基本台帳事務事業１億８１万８０００円は、

市民課窓口業務委託、システム使用料などでご

ざいます。 

 説明欄３つ目の番号制度導入事業１億６７１

万８０００円は、事務補助員経費やマイナンバ

ーカード電子証明書更新窓口業務委託、郵便料

などでございます。 

 ６１ページをお願いいたします。 

 下段の表、項４・選挙費、目１・選挙管理委

員会費は５５１９万３０００円を計上しており

ます。 

 説明欄２つ目の選挙管理委員会事務事業２７

８万７０００円は、選挙管理委員４名分の報酬

１３３万円が主なものでございます。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 上段の表、目２・県議会議員選挙費では２２

５３万３０００円を計上しております。投票案

内はがきの郵便料やポスター掲示板の作成・設

置・維持など業務委託が主なものでございます。

県議会議員一般選挙は、令和９年４月２９日の

任期満了に伴い執行されるもので、このうち令

和８年度内に必要とする経費を計上するもので

ございます。 

 下段の表、項５・統計調査費、目１・統計調

査総務費では２６２８万２０００円を、６３ペ

ージに移りまして、次の目２・基幹統計費は９

２７万４０００円を計上しております。基幹統

計費は、前年度比６１３３万９０００円の減で

ございますが、国勢調査事業が令和７年度に終

了したことによるものでございます。 

 下段の表、項６、目１・監査委員費は５４９

７万９０００円を計上しております。常勤監査

委員や一般職の職員給与費のほか、説明欄２つ
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目の監査事務事業２４８万円は、非常勤監査委

員２名分の報酬１５９万２０００円が主なもの

でございます。 

 以上が総務費でございます。 

 続いて、大きく飛びまして、１１１ページを

お願いいたします。 

 中段の表、款１１・公債費でございます。 

 項１・公債費、目１・元金は７５億６７２万

６０００円を計上しております。前年度比２億

５９００万８０００円の増でございますが、説

明欄の長期債償還元金事業のうち、地域振興基

金に係る償還額の増などによるものでございま

す。 

 次の目２・利子は７億７４５５万２０００円

を計上しております。説明欄の長期債償還利子

事業７億７４１９万９０００円が主なものでご

ざいます。前年度比４億１０７３万３０００円

の増でございますが、これは、元金でも申し上

げました地域振興基金の借入れに係る利子に加

え、坂本支所建設事業などの令和２年７月豪雨

関連事業、令和７年８月豪雨に係る災害復旧事

業や、（仮称）新南部給食センター建設に係る

借入れに伴う利子の増加によるものでございま

す。 

 下段の表、款１２・諸支出金でございます。 

 項１・基金費で、目１・財政調整基金費１５

９４万１０００円、目２・市有施設整備基金費

９７４万１０００円、１１２ページの目３・減

債基金費１２８２万円は、いずれも基金の運用

で生じた利子を基金に積み立てるものでござい

ます。 

 次の目４・ふるさと八代元気づくり応援基金

費１２億２７６８万７０００円は、本市へのふ

るさと納税寄附金から返礼品等に係るふるさと

納税事業、ふるさと納税ＰＲ事業及びフードワ

ークスやつしろ管理運営事業等に充当した残り

と、基金運用利子を積み立てるものでございま

す。 

 目５・地域振興基金費１９７０万７０００円

は、市民の連帯の強化及び地域振興等に要する

費用に充てるため、令和７年度に設置した地域

振興基金の運用で生じた利子を基金に積み立て

るものでございます。 

 最後に、下段の表、款１３、項１、目１・予

備費でございます。予算執行における緊急対応

分として予備費２０００万円を計上しておりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いをいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（西 和明君） 新規事業のコンプライ

アンス推進事業で、この９８万５０００円の積

算の内訳を教えていただけますでしょうか。 

○人事課長（田中博之君） 人事課、田中でご

ざいます。新規事業のコンプライアンス推進事

業の内訳をお伝え申し上げます。 

 まず、報酬でございます。こちらが職員倫理

審査委員会の報酬でございまして、１８万９０

００円でございます。それから報償費でござい

ます。こちらが内部通報の外部窓口設置に係る

弁護士等の費用です。こちらのほうが５７万２

０００円でございます。それから旅費でござい

ますが、職員倫理審査委員会の委員にお支払い

します旅費が１万３０００円。このほか、内部

通報の外部窓口の方へ、調査のための旅費を２

１万１０００円、合計で９８万５０００円計上

してるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（たーみー君） 関連して、コンプライ

アンス推進事業で、先ほど詰めの調整をされて

いるっていうことでしたけど、具体的にいつか

ら事業を開始されるのかというのと、あともう

１点、外部有識者、弁護士はどのように選ばれ

るんでしょうか。 
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○人事課長（田中博之君） 外部有識者の弁護

士の選定に当たっては、弁護士会のほうに依頼

をしまして、御推薦をいただいているところで

ございます。 

 それから、いつから始めるかでございますが、

弁護士さんと今調整を行っているところでござ

いますので、調整が整い次第、来年度早々に開

始できればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。

（委員たーみー君「はい」と呼ぶ） 

○委員（金子昌平君） 外部窓口を設置するっ

ていうところなんですけれども、これ、電話対

応ではない、窓口をちゃんとしっかり設置して、

弁護士さんをそこにいていただくっていうんで

すかね。 

 あと、その弁護士さんの体制っていうんです

か、相談窓口の体制みたいなものは敷いてある

のかなと。教えていただけますか。 

○人事課長（田中博之君） まず、外部の弁護

士さんの窓口でございますが、組織として窓口

を設けるんではなくて、今の弁護士の事務所等

ですね、そちらのほうに連絡が行くような仕組

みですね、こちらのほうを考えているところで

ございます。 

 もう１点ございます。（委員金子昌平君「体

制です。１人だけですか」と呼ぶ）体制としま

しては、外部の方２名を市内と市外で設置する

ことと予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 職員研修事業で、新規

に今年度から、先ほども話されたように、多様

化、複雑化するために学習する機会をつくって

いくっていうふうにおっしゃってたんですけど、

新規で中堅職員研修だったり、次世代リーダー

研修等を入れられるという予定なんですけど、

それは、何ですかね、どういう、これをなぜ、

目的というか。今、どういう研修をしようと考

えているとか、そういうのがあれば教えていた

だけたらなと思います。 

○人事課長（田中博之君） 令和８年度から始

めます新規研修の２点でございますけども、ま

ず目的としましては、職員の意識改革を狙いと

いいますか、というふうに考えておりまして、

まず１点目の次世代のリーダー研修でございま

すが、こちらのほうは、監督職ですね、係長と

か課長補佐とかおりますが、そちらのほうの心

構えが求められる役割であったり、業務をいか

に効率的に遂行する上でのルール決めだったり

とか、その徹底の仕方、あと、メンバーへの指

導方法など、チーム運営のやり方について習得

を図る目的で行います。 

 それから、２点目の中堅職員の研修でござい

ますが、こちらは、上司や先輩職員の補佐であ

る後輩職員の支援であったり、業務課題の見つ

け方、解決方法を習得し、チームで組織として

働く、意識の向上を図ることの研修を行うもの

でございます。大体こちらの対象者が４０歳以

下の主任クラスを対象としておるところでござ

います。 

 以上でございます。（委員蓑田由貴君「あり

がとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 防犯カメラ設置支援事

業についてですけれども、まず、これまでの申

請数と、この予算がその申請数に対して合って

るのか、足りているのかというのを。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 危機管

理課、松永でございます。 

 令和７年度におきましてですね、地域等から

申請のありました３６台全ての防犯カメラ設置

に対して補助を行っております。このことから、

防犯カメラ１台当たり補助額１０万円で、昨年

度と同等の３５０万円を想定しているところで

ございます。 
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 それともう１点は。（委員金子昌平君「じゃ

あ続けていいですか」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） はい。 

○委員（金子昌平君） その中で、どういった

団体の方がですね、設置されているのかとか、

設置場所だとか、どういった業者の方が設置さ

れているのかとかっていうのは、まとめられて

ますか。（理事兼危機管理課長松永貴志君「は

い」と呼ぶ）それっていうのは、情報提供を。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） ほぼほ

ぼですね、申請される方々は市内の自治会、町

内会等でございます。その町内会の自治公民館

ですとか消防小屋ですとか、そういったところ

に設置をされたり、はたまた、九電柱とかＮＴ

Ｔ柱とか、そういったところをお借りされて、

つけられてる状況でございます。 

 それをうちのほうでは全て状況を把握してい

るところでございます。それと、それに対しま

して、警察にもそこに設置されているという情

報提供はしているところでございます。 

○委員（金子昌平君） 資料としては提供はで

きるレベルなんですか。実名はあれでしょうね。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） いろい

ろ情報等ございますので、その辺確認をさせて

いただければと思います。（委員金子昌平君

「分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 広報広聴活動事業で、

さっき動画配信を頑張って力入れていくってい

うふうにおっしゃってたんですけど、新規とし

てまた市政情報発信強化業務委託っていう、委

託って書いてあるので、どこかにやっぱり委託

する予定なんでしょうか。 

○秘書広報課長（中川順一君） こんにちは。

秘書広報課の中川でございます。 

 ただいまの市政情報発信強化業務委託でござ

いますけれども、これまで動画による情報発信

につきましては、小野市長就任後は定例記者会

見のライブ配信とか、あと、市長のメッセージ

配信とか、こういったものに取り組んでまいり

ましたけれども、市の魅力発信、ＰＲ、そうい

ったところにも動画で取り組みたいということ

でこの委託を考えておりまして、これは委員お

っしゃるとおり委託を考えているというところ

でございます。 

○委員長（木村博幸君） いいですか。（委員

蓑田由貴君「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員（たーみー君） 今のに関連して。どち

らに委託されるのかは決まっているのでしょう

か。 

○秘書広報課長（中川順一君） 委託先につき

ましては、まだ決定しておりません。ただ、内

容につきましては、プロポーザルのような形で

の業者選定というところを考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。

（委員たーみー君「ありがとうございます」と

呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） 定住促進対策事業につ

いて、ふるさと八代元気づくり応援基金から行

われてると思うんですが、これ何人を目標に、

目標といいますか、想定した事業となってるか

教えていただければと思います。 

○地域政策課長（松本 亨君） 地域政策課の

松本でございます。 

 何人という目標は具体的に定めてはおりませ

んけれども、最近の移住者の数をお知らせいた

しますと、まず令和５年度はですね、この移住

者への補助金を活用して移住された方々、１５

件で３６人いらっしゃいます。その後、令和６

年度が１９件で５１人、そして令和７年度が、

今現在で１８件の５５人ということで、年々増

加傾向にございますので、この数以上を目指し

て取り組んでいこうというふうに考えておりま

す。（委員橋本貴喜君「はい」と呼ぶ） 
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○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 定住促進対策事業で、

昨年度は体験事業ということで、八代市に災害

仮設住宅を利用して体験をしてもらおうという

ような予算が組まれてたと思うんですけど、今

年度はその予算は取られてないんでしょうか。

体験移住関係のその事業も含めてどうなったか、

そこも御報告と併せて、今年度の予算化が図ら

れていない部分をお尋ねしたいと思います。 

○地域政策課長（松本 亨君） 今、委員おっ

しゃいましたように、令和７年度は移住体験住

宅を整備するということで、市民球場にござい

ました令和２年７月豪雨の仮設住宅、こちらを

活用しまして、体験住宅にリニューアルすると

いう予定でございました。 

 しかしながら、令和７年８月豪雨が発生した

ということで、現在、その住宅はまた災害の仮

設住宅ということで今お住まいになられており

ますので、一旦、体験住宅の整備というのはス

トップをした、一旦中止をしたということでご

ざいます。 

 令和８年度につきましては、特に新たな整備

する予算というのを今、計上はしておりません。

といいますのも、今、実際に避難していらっし

ゃる皆様は最低２年、もしかするとそれ以上お

住まいになるかもしれないという状況でござい

ますので、その状況を見ながら、今後必要な時

期に再度整備をしていきたいというふうに思っ

ております。 

 また、ほかの市有施設等も今後当たりながら、

もし活用ができそうなところがあれば、そうい

ったところも検討していきたいというふうに思

っております。 

 ということで、令和８年度は現在のところ当

初予算では要望していないという状況でござい

ます。（委員大倉裕一君「ありがとうございま

した」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） コミュニティセンター

の施設の整備事業で、防災拠点にどんどんして

いかれるということで、麦島だったり金剛とか

されると思うんですけど、八代コミュニティセ

ンターも床がぼこぼこで、ちょっと修正が必要

かなって思ってるんですけど、その優先順位じ

ゃないですけど、施設の整備の修繕の中に八代

コミュニティセンターも入ってるのかとか、教

えていただけたらなと思います。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） こんにちは。市民活動政

策課、長舩でございます。 

 ただいま委員お尋ねの八代コミュニティセン

ターですね、私ども現場を実際見まして、床の

ほうがちょっともこもこしているというところ

で、実際予算としましては、項目としては入っ

ておりませんけども、突発修繕は別枠で、突発

な対応の分の修繕のほうには入っております。

ただ、見積りを取りますとまあ結構な額になっ

ておりますので、まず、どんな対応ができるか

というのをまず検討しましてから対応していき

たいと思っております。 

 以上でございます。（委員蓑田由貴君「あり

がとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 部長のほうからも説明

が少しあったんですけど、入札・契約・検査事

務事業の中で、新規の電子契約システム開発な

んですけど、イメージ的なところで構わないん

ですが、市役所の職員さんとしては、こういっ

たところがこういうふうに変わって効率化され

ますよと。発注先、業者さん側も例えばこうい

うところが、例えば役所に来ることが減ります

とか、何かそういったイメージ的なところの開

発方向性みたいなところを教えていただいてい

いですか。 

○契約検査課長（宮川芳行君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）契約検
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査課の宮川でございます。 

 電子契約のシステムの開発のイメージという

お尋ねでよろしかったでしょうか。 

 今、入札から契約までの流れなんですけれど

も、入札のほうは既に電子入札ということでシ

ステムで行っていただいておりますが、契約は

いまだに紙で契約を行っております。電子契約

システムになりますと、イメージとしては、入

札した後、落札者の方にメールが行きます。そ

こで、開いていただいてシステムに入っていた

だくと、契約書のＰＤＦデータがございまして、

そこに電子署名という形で、その契約書のＰＤ

Ｆデータに、いつ誰が署名したかっていうデー

タを埋め込むという形になります。それをイン

ターネット上で業者さんと市側で署名をすると。

それで契約が成立するというような流れになり

ます。 

 メリットとしましては、今まで業者さんは、

契約までに市役所に何回も来ていただいて、判

こを押して、収入印紙をして、また持ってきて

いただくとかいう必要がありましたけれども、

電子契約になりますと、そういった移動とかが

不要になりますし、あと、印紙税が不課税とい

うことになりまして、業者さんとしては収入印

紙を貼らなくていいと。それから、職員側も紙

で契約書をつくるというような事務がなくなり

ますので、事務が効率化されるといったメリッ

トがございます。 

 以上でございます。（委員大倉裕一君「分か

りました。ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 職員研修の件で、後戻

りするんですけど、令和７年度新規事業で始め

られたカスタマーハラスメント研修、８年度は

予定されるんでしょうか。 

 もしないようであれば、なぜ廃止をされたの

かも教えていただければと思います。 

○人事課長（田中博之君） カスタマーハラス

メント研修でございますけども、令和８年度に

おきましては県警のほうから来ていただいてお

ります理事ですね、そちらに講師をお願いしま

して実施する予定としているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 予算は特別必要とせず、

研修は実施するということで理解をしておきた

いというふうに思います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） 男女共同参画啓発事業

に前年度ＳＤＧｓ推進事業が入ってたと思うん

ですけど、これは何で別の、別のというか、や

ってたところを何で男女共同参画啓発事業には

今年度はなくなったんでしょうか。（委員蓑田

由貴君「去年かおととしか、ＳＤＧｓの講師が

男女共画の講師で一回来られてるんですよね」

と呼ぶ） 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（上角愛美子君） 人権政策課長の上角です。 

 今ほど御質問で、ＳＤＧｓの研修があったけ

れども今年度はなくなってるというような御質

問でしたけれども、昨年度、ＳＤＧｓについて

男女共同参画事業のほうで実施をしたという例

はなかったかと思います。（委員蓑田由貴君

「何かおととしか何か、どこかに」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） 手を挙げて発言を。 

○委員（蓑田由貴君） 一度、何かＳＤＧｓの

講師が男女共画の、来ましたっておっしゃって

たんですけど。それは去年じゃなくて、おとと

しでしょうか。違う……。 

○人権政策課長（人権啓発センター所長兼務）

（上角愛美子君） 確認が必要ですけれども、

ＳＤＧｓっていうのを男女共同参画のほうで中

心となって推し進めていくっていうことはあり

ませんけれども、一つの指標として入っていま

すので、もちろんそういったところのＳＤＧｓ

の分野とか、そういったところは、セミナーで
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あるとかそういったところに取り入れて、いろ

んなところで出てくることはあるかなと思って

おります。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。

（委員たーみー君「ありがとうございます」と

呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 防災訓練事業について

ですが、──すいません。失礼しました。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） 財産管理費のところで、

先ほどちょっと、市庁舎管理運営事業で鏡支所

のところで、排水管工事があって管理費が上が

ってるというような説明があったと思うんです

けども、排水管について、いつぐらいにどうい

ったことをする予定なのか。 

○鏡支所地域振興課長（久保祝子君） こんに

ちは。鏡支所地域振興課の久保です。よろしく

お願いします。 

 お尋ねの時期につきましては、今からになる

んですけども、排水工事について簡単に説明さ

せていただきます。 

 鏡支所の庁舎が昭和６３年建設から３７年経

過しておりますことから、天井内の排水管が腐

食しまして、令和６年１１月に１階西側通路に、

令和７年４月に１階東側トイレ内に、汚水が漏

水して落下しております。随時対応して修繕は

行っておるものの、支所内、館内が全てその管

を使用しておりますことから、鉄管について改

修を行うものです。 

 今から予算がつきまして、来年度になりまし

て随時進めていく予定でおりますので、また時

期についてはできるだけ早急に対応したいとは

思っておりますが、まだ未定という現状でござ

います。 

 以上、回答といたします。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ２件併せてお尋ねをし

たいと思います。 

 市民税の徴収事務事業と、資産税の徴収事務

事業、昨年度予算と比較すると、１０００万円

以上の差額が発生してるんですけど、理由はど

ういったところから出てるんでしょうか。

（｢それ、資産税課長が今いないんで少々お待

ちください」と呼ぶ者あり） 

 次の質問でいいですか。 

○市民税課長（窪田智昭君） 失礼します。窪

田です。 

 すいません。ただいまちょっと資料が手元に

なかったものですから、後ほどお調べしてから

お答えするという形でよろしいでしょうか。 

○委員長（木村博幸君） いいですか。（委員

大倉裕一君「はい」と呼ぶ） 

 なら、お願いいたします。（市民税課長窪田

智昭君「はい、すいません、お願いします」と

呼ぶ） 

○資産税課長（草原清一君） 資産税課の草原

でございます。 

 賦課徴収事務事業の資産税課の部分で、減と

なってる部分でようございましたでしょうか。

増となってる部分。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○委員（大倉裕一君） 全体予算を見ると、資

産税のほうは２０００万ぐらい増になってます

よね、令和８年度予算を見ると。前年度比較す

ると。（資産税課長草原清一君「はい」と呼ぶ）

その内容を知りたいんですけど。 

○資産税課長（草原清一君） これにつきまし

ては、資産税、土地の評価なんですけど、３年

に１回評価替えがございますが、その折、八代

市内を航空写真を撮っておりますので、そちら

の地番現況図等作成業務委託が、その分上がっ

てきておるというような状況で増額となってお

るのが主な理由でございます。 

 以上でございます。（委員大倉裕一君「了解
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しました」と呼ぶ） 

○市民税課長（窪田智昭君） すいません、大

変失礼いたしました。 

 増加の要因でございます。まず、標準化シス

テム導入に伴う納税通知書作成委託、システム

改修費と地方税共同機構負担金っていうものが

増加の主な要因となっております。 

 まず、標準化に伴いまして納税通知書自体が

全く様式が変わっております。こちらについて

新たに印刷の発注をお願いするんですが、レイ

アウトから全て変わってますものですから一か

ら作り直す必要があったと。それに伴うシステ

ム改修費ももちろんかかってくると。 

 もう１点、地方税共同機構負担金なんですが、

こちらのほうが、全国ですね、同じようなシス

テムを導入してまして、負担金自体は国のほう

から幾らですよということで言ってきます。こ

ちらのほうをお支払いして、全国で共同で負担

を賄うという部分であります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。

（委員大倉裕一君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） 市有財産管理事業で、

令和７年から公用車管理システムっていうのを

導入されてるとさっきお伺いしたんですけど、

これはどういったシステムなんでしょうか。 

○財産経営課長（上村勝一君） 財産経営課の

上村でございます。よろしくお願いいたします。 

 公用車のシステムといいますのは、今の公用

車のほう、今年度から本格的になってるんです

が、各課で大体所管しておりました公用車のほ

うを、今、財産経営課のほうに、今年度初めに

は８６台、共用車として、うちのほうが所管す

るような形で、鍵のほうの保管システム、こち

らは守衛室の裏にございますが、鍵の貸出しシ

ステムと予約のシステム、こういったものを構

築しまして、各課の職員さん、所管関係なくで

すね、予約いただいて乗っていただくという形

で行っており、公用車管理システムという形に

なっております。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（たーみー君） これは毎年かかってい

くということなんでしょうか。 

○財産経営課長（上村勝一君） システムのほ

うですね、一応５年間ということで、約２１０

０万円ほど、システムの構築かかっております。

今年度は当初ということで、鍵の管理費の設備

のほうのシステム費用と、併せて予約のシステ

ムということで大体５００万円ぐらいかかって

やってます。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。

（委員たーみー君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 番号制度導入事業で、

窓口を委託されるということなんですけど、そ

の点について、単年度なのか、複数年度委託を

されるのか、今後の方向性も含めて答弁お願い

したいと思います。 

○市民課長（相澤 誠君） こんにちは。市民

課の相澤です。よろしくお願いします。 

 今委員お尋ねのマイナンバーカードの電子証

明書の更新等窓口業務委託なんですが、まず複

数年、令和８年度と９年度、２か年で考えてお

ります。 

 この前の１２月補正で債務負担行為を設定さ

せていただいて、令和８年度、９年度２か年で、

窓口のほうを３か所ほど、マイナンバーを窓口

増やして対応していきたいと思います。お客さ

んのほうが見込みとしまして、証明書関係が、

電子証明書ですね、それのほうが来年度１.２

倍、次の年度が約２倍、お客さんが増える見込

みなものですから、ちょっと混雑緩和というこ

とで、２か年で考えております。 

 その後はちょっと落ち着きがございますので、
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そのときはまた次の波に備えて準備をしたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） いいですか。（委員

大倉裕一君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○地域政策課長（松本 亨君） すいません、

先ほど橋本委員からの御質問で、定住促進対策

のところでですね、令和８年度の具体的な数値

目標があるかという御質問をいただきまして、

令和８年度については具体的な数値は掲げてい

ないというふうに申し上げました。 

 ただ、長期的な目標ということで、後ほど所

管事務調査のところで御報告がございますが、

今後策定します八代未来づくり総合戦略の中で、

令和１１年度、５年後の目標ということで、補

助金の交付件数、現在１９件のところを令和１

１年度には３０件まで増やしていきたいという

長期の目標は掲げておりますので、付け加えさ

せていただきます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

 なければ以上で……。 

○委員（西 和明君） 住民自治推進事業の中

で、地域協議会活動交付金っていうのが７００

０万ぐらいあるんですけども、それは単純に２

１地域で割って交付されているのか。 

 また、あと、その中の各お金っていうのは、

敬老会事業費だったり、資源ごみの集積の費用

だったり、その辺の使い道みたいなところがも

し分かれば教えていただきたいと思います。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） 市民活動政策課の長舩で

ございます。 

 お尋ねの地域協議会への交付金でございます

が、これは２１地域協議会へ均等割、人口割で

配分して交付いたしております。 

 中身につきましては、資源回収集積所管理事

業と敬老会事業と、あと、それぞれの地域協議

会の事業、この３つを主に活動として使ってい

ただいておるところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） 要望になりますけど、

定住促進事業についてですが、今年度７年度は

災害があったということで、予定していた宿舎

といいますか住まいのほうが災害公営住宅にな

ってしまったということで、目的が達成できな

かったということはもう十分に理解をしたいと

いうふうに思ってますが、やはり八代の人口っ

ていうのはもう今どんどん減ってきているよう

な状況で、生まれる子供数よりも亡くなる方の

ほうが多くなってるし、流入者よりも流出者の

ほうが多くなってるということで、本当もう人

口減少の状況がですね、非常に進んできている

状況にあるのは、もう皆さん御承知のとおりな

んですが、この定住促進事業というのは非常に

即効果を生むところがありますので、経済的に

も影響が大きくあるというふうに認識していま

すので、ぜひ、定住者のＵＩＪターンとかです

ね、そういったところを焦点にして、しっかり

と取組を進めていただければというふうに思い

ます。 

 足りないときは補正でも組んで、関東、関西、

中部地方、そういったところに赴いて、八代の

いいところをいっぱいアピールしてきていただ

ければと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（西 和明君） 先ほどの地域協議会の

活動交付金なんですけども、やはり各それぞれ

地域には配分されるんですが、なかなか敬老会

事業費だったり、資源ごみの集積所の費用だっ
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たり、なかなかその地域で自由に使える資金と

いうのがなかなか少なくて、本当地域の活性化

を考えるのであれば、もうちょっと地域のその

辺の活性化のための事業の市の配分として、そ

の辺の予算等が増えればいいのではないかなと

思うところです。 

 以上です。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） 市民活動政策課、長舩で

ございます。 

 先ほど委員の地域協議会につきまして、この

たび、今先ほどの資源回収事業と敬老会事業の

ほかに、他の事業等で、地域協議会の運営及び

事業実施に伴う事務経費の一部ということで４

２０万円の増額を行っております。２１地域協

議会に２０万円ということで増額をしておりま

す。 

 以上、お答えといたします。（委員西和明君

「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で、

第２款・総務費、第１１款・公債費、第１２

款・諸支出金及び第１３款・予備費を終了しま

す。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後２時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４１分 本会） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費について、総務企画部

から御説明をお願いします。 

○総務企画部長（田中 孝君） 改めまして、

皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）総務企画部、田中でございます。よろ

しくお願いいたします。着座にて説明させてい

ただきます。 

 それでは、令和８年度一般会計予算、第８

款・消防費につきまして、総括をさせていただ

きます。 

 近年、我が国では、豪雨災害が激甚化、頻発

化し、各地で甚大な被害が発生しております。

そのような中、昨年８月には、本市におきまし

ても、記録的な豪雨により内水氾濫や土砂災害

などが発生し、市内各地に甚大な被害をもたら

され、市民生活にも深刻な影響を及ぼしまし

た。このような状況を踏まえ、大規模災害に対

応できるよう、ハード面、ソフト面双方の充実

を図りながら、防災・減災に努めてまいりま

す。 

 まず、災害時用の備蓄資材につきましては、

大規模災害への備えとして、避難所収容人数の

１日相当分の保存食、保存水等を確保するとと

もに、断水が発生した際には、必要な簡易トイ

レ等の資機材や生活必需品の整備にも取り組ん

でまいります。 

 次に、消防団につきましては、８月豪雨災害

を受け、水害時の救助活動に必要な資機材の購

入や消防団の設備機器整備に対する補助金の拡

充を行い、消防団活動に欠かすことができない

装備品や資機材等の整備・充実を進め、消防力

の持続的な維持、向上を図ってまいります。 

 次に、地域防災力の向上につきましては、地

域の自治会をはじめ、自主防災組織や防災士の

意識の醸成及び活動の活性化を図るため、資機

材の整備や自主防災活動に対する補助金の充実

を図るとともに、講演会や研修会の開催、訓練

等の支援にも取り組んでまいります。 

 今後とも、危機に即応できる安全なまちづく

りに向け、各関係機関との連携、協力の下、防

災基盤体制の充実に取り組んでまいりますの

で、御理解と御協力いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 以上、消防費の総括といたします。 

 詳細につきましては、豊田危機管理監が説明

いたします。よろしくお願いします。 
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○総括審議員兼危機管理監（豊田正樹君） 皆

さん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）総務企画部の豊田でございます。 

 令和８年度八代市一般会計予算のうち、歳出

の消防費について、失礼いたしまして、着座に

て説明をさせていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○総括審議員兼危機管理監（豊田正樹君） 予

算書の９４ページをお願いいたします。 

 下段の表、款８・消防費、項１・消防費、目

１・常備消防費として２２億３２０６万７００

０円を計上しております。これは、広域行政事

務組合負担金事業で、八代広域行政事務組合消

防本部通常消防負担金２２億３２０３万１００

０円、権限移譲事務負担金３万６０００円とな

っております。 

 なお、前年度に比べ１億７１５３万６０００

円の増となっておりますが、これは消防職員の

給与改定に伴う人件費の増が主な要因でござい

ます。 

 特定財源として、権限移譲委託金など県支出

金１４万８０００円、その他として、火薬類取

締事務申請手数料３万９０００円があります。 

 次に、目２・非常備消防費で２億７１０９万

１０００円を計上しております。 

 特定財源といたしまして、電源立地地域対策

交付金及び球磨川水系防災・減災ソフト対策等

補助金の県支出金、合計１１６３万４０００

円、地方債といたしまして、緊急防災・減災事

業債２５３０万円、消防団員退職報償金などそ

の他の財源６１３３万９０００円となっており

ます。 

 説明欄の右側を御覧ください。 

 消防操法大会等事業１６９万１０００円は、

毎年開催いたしております消防出初め式のテン

ト、椅子などの設置委託料４２万８０００円、

県消防操法大会への出場に対する費用弁償４４

万８０００円、市及び県消防操法大会出場隊へ

の補助金７１万６０００円が主なものでござい

ます。 

 次の消防団育成及び消防団員教育事業６１０

万７０００円は、消防団幹部先進地研修旅費７

６万５０００円、市内の消防団７３個分団の運

営補助金１９４万２０００円、消防団本部運営

補助金５３万２０００円、年末特別警戒補助金

２３４万円が主なものでございます。 

 次の消防団活動事業２億１４８４万６０００

円は、消防団員報酬７８１７万４０００円、退

職報償金掛金４８００万円、退職報償金６０２

３万５０００円、出動手当１３００万円が主な

ものでございます。 

 次の消防団整備事業４８４４万７０００円

は、小型動力ポンプ軽積載車３台２２８４万

円、小型動力ポンプ４台１０９４万８０００

円、消防車両車検代２８３万２０００円、小型

動力ポンプ等の修繕料２５０万円が主なもので

ございます。 

 ９５ページをお願いいたします。 

 次に、目３・消防施設費で２４９３万３００

０円を計上いたしております。前年度に比べ７

３５９万３０００円の減となっておりますが、

これは、坂本町の宅地かさ上げに伴い、撤去い

たしました防火水槽、消防ポンプ格納庫を再建

するための令和７年度と８年度の工事箇所数の

差が主な要因でございます。 

 特定財源として、緊急防災・減災事業債４３

０万円、その他の財源として、坂本町宅地かさ

上げに伴う国の補償金１０４０万円となってお

ります。 

 説明欄を御覧ください。 

 １行目の消防施設整備事業１４５３万３００

０円は、積載車格納庫１か所の新築工事４３４

万４０００円、消火栓負担金９４０万７０００

円が主なものでございます。 

 次に、目４・防災管理費で４５１７万９００

０円を計上いたしております。前年度に比べ３
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億６４６０万３０００円の減となっております

が、これは、学校体育施設の空調設置工事が令

和７年度に完了したことにより、工事費等の経

費が不用となったことが主な要因でございま

す。 

 特定財源は、球磨川水系防災・減災ソフト対

策等補助金の県支出金１１７１万６０００円、

その他の財源といたしまして、ふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金及び地域福祉基金繰入

金で、合計４５４万５０００円となっておりま

す。 

 説明欄の上から２つ目、防災行政情報通信シ

ステム管理運営事業１６５４万１０００円は、

システム運用保守業務委託料１０５３万円、屋

外拡声子局等の電気代２０１万７０００円、各

種システム通信料等の３６９万４０００円が主

なものでございます。 

 次の防災訓練事業１８６万３０００円は、本

市総合防災訓練会場のテント、椅子、訓練用の

仮設堤防・倒壊家屋の設置委託１７５万１００

０円が主なものでございます。 

 次の防災対策事業１０８３万２０００円は、

Ｊ－ＡＬＥＲＴの保守業務委託１０１万１００

０円、ウェブ版八代市ハザードマップ更新業務

委託２３１万円、災害時における優先電話、衛

星携帯電話等の電話料１６１万９０００円、防

災用土のう袋購入８２万５０００円が主なもの

でございます。 

 次の避難行動要支援者関係事業の健康福祉政

策課６２万６０００円は、高齢者や障害者の方

など、災害時において、避難、災害時の避難に

おいて支援を必要とする方の名簿である避難行

動要支援者名簿の作成・管理を行う経費でござ

います。 

 また、危機管理課４６万２０００円は、避難

行動要支援者システムの保守に係る経費でござ

います。 

 次の災害時用備蓄資材整備事業１１４７万６

０００円は、食料や飲料水などの備蓄品購入９

８８万円、避難所の備蓄資機材購入１３０万４

０００円が主なものでございます。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） ９５ページの防災管理

費の避難行動要支援者関係事業というふうにあ

るんですけど、健康福祉課と危機管理課で分け

て予算をされてると思うんですけど、これはど

ういう、名簿をつくったり多分されてると思う

んですけど、どんなふうに部署を分けて行動と

いうか、その事業内容を教えていただければと

思います。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） この事

業内容でございますけども、要配慮者の方々、

例えば要介護３以上の認定を受けている方です

とか、身体障害者手帳１級・２級のうち、第１

種を所持する身体障害者等々、そういった方々

を事前に把握しまして、名簿に登録する事業で

ございまして、それも、その対象者の方の同意

が必要でございまして、同意がある人に対しま

しては、ふだんから関係機関、警察とか消防と

かに、その名簿を提供できるというところでご

ざいます。 

 実際、大規模災害が発生しますと、同意がな

い方でもその名簿を消防・警察に提供するとい

う形になっております。（委員蓑田由貴君「同

意はなく」と呼ぶ）はい。 

○委員（蓑田由貴君） 同意がない方っていう

のは、どのくらいいらっしゃるんですか。その

対象者が１０割だとしたら、どのぐらいいたり

とか。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 現在、

令和８年の２月１７日時点の状況でございます

けども、４３１６人中、同意を得てる方が１０
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５９人というところで、不同意の方も当然いら

っしゃいます。それと、施設入所者の方は別途、

施設のほうで管理といいますか、把握されてお

りますので、その方は除くという形になってお

ります。 

○委員（蓑田由貴君） はい、分かりました。

ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） 災害時用備蓄資材整備

事業ということなんですけど、今、特に放出と

かないか、なかったかと思うんですけども、現

在、市で想定している、こんだけあればいいか

なってさっき言われたところに、地区に対して

どれぐらいの備蓄がされているのか。教えてい

ただければと思います。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 災害時

の備蓄に関してでございますけども、地域防災

計画の備品目標といたしまして、現１０１か所

の避難所の収容人数の総数が４万４４７９人と

なっておりまして、約４万５０００人分の備蓄

が必要というふうにしております。ですので、

まず食料にいたしましては、３食掛ける４万５

０００人分で１３万５０００食、と水にいたし

ましては、水２リットル掛ける４万５０００人

分で９万リットルという形になりまして、現在、

令和７年度で、水に関しましては約９０％、食

料に関しましては８７％保有しているという状

況になりますけども、今年度お願いしてます予

算を通りましたら、来年度で１００％以上にな

るというところでございます。主なものは以上

でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 関連。 

○委員長（木村博幸君） あ、関連。 

○委員（大倉裕一君） かつてからですけれど

も、災害に遭ったとき防災倉庫を誰が開けるの

かとかっていう、誰が責任を持って鍵を保管す

るのかとかっていう課題があったと思うんです

けど、その点については、何か整理されたこと

があれば。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 基本的

に職員が行って開けるという形になっておりま

すが、申出があってるところには、地区の区長

さんとかに鍵を預けているところもありますが、

基本的には我々が行って開けるという形で今進

めております。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 消防団員さんの現状に

ついてお尋ねをしたいと思いますが、市の期待

されているとか、条例だったですかね、なんか

消防団員数の確保の数があったと思うんですけ

ど、その数に対して、現状として何名団員さん

を確保していらっしゃるのかということと、そ

の確保に向けた取組を市のほうでどのような対

応を取られているのか。その辺りの評価につい

てもお尋ねをしたいと思います。まとめてお尋

ねします。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 消防団

員につきましてですけども、条例定数が２５０

０名でございまして、現状、令和３年度で２２

４８名、令和４年度で２２１７名、令和５年度

で２０４３名、令和６年度で２０２０名、今年

度で１９４５名ということで、２０００名を割

ってきたというところでございます。 

 退団が多い理由といたしましては、いろいろ

少子高齢化等ございますけども、辞められる方

に対して今度入ってくる方が少ないというとこ

ろが非常に悩ましい問題がございまして。それ

と、それに対して我々の取組といたしましては、

いろんな活動の時間の短縮や、団員に対する負

担軽減を図っているところでございます。 

 また、今後も各種行事の見直しなどを行い、

負担軽減を図っていくことで、団員のみならず

御家族の同意も得られるような環境を整備して

いきたいというふうに考えているところでござ

います。 
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○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 防災訓練事業の中で、

総合防災訓練のほうが水害対応の訓練っていう

のが含まれていると思うんですけども、この住

民参加型防災訓練の中でも同様の水害対策の訓

練といいますか、そういう内容といいますか、

あればちょっと教えていただけると。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 住民参

加型防災訓練につきましては、年に３校区程度、

順に行っているところでございますけども、ま

ずは、講師によるそういった水害、土砂災害等、

いろんな各種災害に対しまして、まずはレクチ

ャーいたしまして、実際にそのときの避難の仕

方とかを実際に講義をいたしまして、今度は避

難の仕方等、実際資機材等を使って今訓練を行

っているところでございます。 

 今後、津波避難等々も考えられますので、そ

ういったところの津波・水害避難ビル等もあり

ますので、そういったところとも連携いたしま

して、訓練等を行っていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（蓑田由貴君） どんどん高齢者が増え

ていくっていうところで、あと、介護とか介護

士、看護師とか介護士の担い手もどんどん減っ

ている中で、施設だったり病院の防災訓練がと

ても今後大変になってくると思うので、そちら

の支援のほうもお願いできればと思います。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７号・令和８年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

に決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

（午後３時０２分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１５分 開議） 

◎議案第１１号・令和８年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算 

○委員長（木村博幸君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 次に、議案第１１号・令和８年度八代市ケー

ブルテレビ事業特別会計予算を議題とし、説明

を求めます。 

○総務企画部長（田中 孝君） 改めまして、

皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）総務企画部、田中でございます。よろ

しくお願いいたします。着座にて説明させてい

ただきます。 

 それでは、令和８年度八代市ケーブルテレビ

事業についての総括を申し上げます。 

 まず、本市のケーブルテレビ事業におきまし

ては、坂本、東陽、泉地域におけるテレビの難

視聴対策及び地域間の情報格差是正を目的とし

て、平成１６年度から平成１８年度にかけて順

次整備を行い、現在、テレビやつしろ株式会社

を指定管理者として運営を行っております。 

 しかし、施設や設備、ケーブルテレビの伝送

路等に老朽化が目立ち、更新時期を迎えていた

ことから、テレビやつしろによる光回線を活用

した新放送サービスへの移行を鋭意進めている

ところでございます。 

 移行につきましては、坂本地域における災害

復旧工事の影響等により、令和８年度までとし
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ておりました当初の工程に遅れが生じておりま

すが、引き続き地域住民の皆様に対し、丁寧な

説明を行いながら新放送サービスへの移行を着

実に進めてまいります。 

 以上、ケーブルテレビ事業の総括といたしま

す。 

 詳細につきましては、栄課長が説明いたしま

す。よろしくお願いします。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） デジタル

推進課の栄です。失礼して、着座にて説明をさ

せていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） それで

は、議案第１１号・令和８年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算について御説明させて

いただきます。 

 まず、令和８年度八代市ケーブルテレビ事業

特別会計予算の１ページをお願いいたします。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１

億６７０２万円といたしております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書、１、総括のそれ

ぞれの表の比較欄にございますとおり、前年比

９４６２万８０００円の減額となっておりま

す。 

 減額の主な理由といたしましては、令和７年

度に着手した坂本地域のケーブルテレビ伝送路

設備撤去につきまして、予算を繰越して工事す

る必要が生じたため、令和８年度の事業費を見

直したことによる減額及び令和２年７月豪雨災

害の復旧工事規模の減少に伴い伝送路の支障移

転範囲が減少したことによるものでございま

す。 

 内容につきましては、歳出予算から御説明を

いたします。 

 恐れ入りますが、ページ飛びまして、７ペー

ジを御覧ください。 

 ３、歳出の上段の表、款１、項１・ケーブル

テレビ事業費、目１・一般管理費は１０万４０

００円で、前年比３万９０００円の増額となっ

ております。これは、右側の説明欄にございま

すケーブルテレビ事務事業に要する経費で、主

なものといたしまして、放送番組審議会の委員

報酬４万８０００円、指定管理者候補者選定委

員会報償費３万６０００円のほか、令和７年度

の特別会計に係る消費税といたしまして、公課

費１万１０００円でございます。 

 増額の理由といたしましては、令和８年度で

ケーブル事業を終了予定としておりましたが、

先ほどの部長総括にもございましたとおり、坂

本地域における災害復旧工事の影響等により、

新放送サービスへの切替え工事が制限され、当

初予定しておりました工程に遅れが生じており

ます。そのため、令和９年度まで事業を継続さ

せていただくに当たり、指定管理者候補者を選

定する必要があることから、その費用といたし

まして、選定委員会委員の報償費を計上したた

めでございます。 

 次の目２・施設維持管理費は１億４８９７万

１０００円で、前年比７１６８万８０００円の

減額となっております。これは、右側の説明欄

にございますケーブルテレビ維持管理事業に要

する経費で、主なものといたしましては、令和

８年度は坂本地域、泉及び東陽地域のケーブル

テレビ伝送路等設備の撤去を予定しておりま

す。 

 なお、財源といたしましては、全額市債とい

たしております。 

 また、その他の経費といたしましては、セン

ター放送機器及び伝送路等の修繕費４００万

円、指定管理者でありますテレビやつしろ株式

会社への指定管理委託料２５５６万７０００円

でございます。 

 次に、目３・施設整備費は６０４万５０００

円で、前年比２３１０万３０００円の減額とな

っております。これは、右側の説明欄にござい
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ますケーブルテレビ施設整備事業（豪雨災害）

に要する経費で、坂本地域において、令和２年

７月豪雨災害の復旧工事として、国・県が実施

する宅地や道路のかさ上げ等に伴い、既設の電

柱に移転の必要性が生じたことによるケーブル

テレビ伝送路の移転に係る費用でございます。 

 次に、下段の表、款２、項１・公債費、目

１・元金８６３万７０００円、目２・利子３２

６万３０００円は、平成２６年度に実施したイ

ンターネットの高度化に必要な設備の改修や、

平成２７年度の台風及び令和２年７月豪雨によ

り災害を受けた設備の復旧費用等で借り入れた

起債の償還金となっております。 

 続きまして、歳入予算の御説明をいたしま

す。 

 お戻りいただきまして、５ページをお願いい

たします。 

 ２、歳入の上段の表、款１・財産収入、項

１・財産運用収入、目１・財産貸付収入は１５

万７０００円で、前年比４４万１０００円の減

額となっております。これは、ケーブルテレビ

の伝送路の貸付料で、市所有の伝送路の空き芯

を携帯電話事業者に貸し付けているものでござ

います。 

 減額の理由といたしましては、令和７年度に

泉地域の１か所を、市所有の伝送路からＮＴＴ

光回線に切り替えたことによるものでございま

す。 

 次に、中段の表、款２・繰入金、項１、目

１・一般会計繰入金は４４４１万７０００円

で、前年比２９１万６０００円の増額となって

おります。これは、歳出予算に対する不足分を

一般会計から繰り入れるものでございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 上段の表、款４・諸収入の項１、目１・雑入

は６０４万５０００円で、２３１０万３０００

円の減額となっております。これは、歳出で御

説明しました坂本地域における国・県のかさ上

げ工事に伴い、ケーブルテレビ伝送路の移転に

対する補償金でございます。 

 最後に、下段の表、款５、項１・市債、目

１・ケーブルテレビ事業債は１億１６４０万円

で、前年比７４００万円の減額となっておりま

す。これは、歳出で御説明しました新放送サー

ビス移行に伴い、ケーブルテレビ伝送路等の設

備撤去に係る費用に充当するものでございま

す。 

 以上で令和８年度八代市ケーブルテレビ事業

特別会計予算の説明とさせていただきます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これによ

り採決いたします。 

 議案第１１号・令和８年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算については、原案のとお

りに決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後３時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２７分 本会） 

◎議案第１８号・専決処分の報告及びその承認

について（令和７年度八代市一般会計補正予

算・第１２号） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１８号・令和７年度八代市一般
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会計補正予算・第１２号に係る専決処分の報告

及びその承認についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○財務部長（松川由美君） 改めまして、財務

部、松川です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま御案内のありました議案

第１８号・令和７年度八代市一般会計補正予

算・第１２号に係る専決処分の報告及びその承

認につきまして、角田財務部次長より説明いた

しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○財務部次長（角田浩二君） 財務部の角田で

ございます。よろしくお願いいたします。着座

にて御説明をさせていただきます。よろしいで

しょうか。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財務部次長（角田浩二君） それでは、議案

書の１ページをお願いいたします。 

 議案第１８号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。総務委員会付託分につ

いて御説明をいたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決第１号として、令和７年度八代市一般会

計補正予算・第１２号を専決処分したものでご

ざいます。これは、令和８年２月８日執行の衆

議院議員総選挙のほか、同時に行われた最高裁

判所裁判官国民審査に要する経費について、衆

議院が解散いたしました１月２３日付で専決処

分したものでございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第１条の歳入歳出予算の総額でございますが、

歳入歳出それぞれ８８６０万円を追加し、補正

後の総額を歳入歳出それぞれ８７６億６３００

万円としております。 

 それでは、まず歳入について御説明をいたし

ます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 上段の表、歳入を御覧ください。上段の表、

款１６・県支出金、項３・委託金、目１・総務

費委託金、節４・選挙費委託金は８８６０万円

を追加しております。これは、衆議院議員総選

挙のほか、同時に行われた最高裁判所裁判官国

民審査に要する経費に係る県の委託金でござい

ます。交付率は１０分の１０でございます。 

 以上が歳入の御説明でございます。 

 続きまして、歳出を御説明いたします。 

 同じく１０ページでございます。 

 下段の表、款２・総務費、項４・選挙費、目

４・衆議院議員選挙費は８８６０万円を追加し

ております。これは、先ほど県支出金で申しま

した衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査に係るもので、主な経費は投票立会人等

の報酬６０５万６０００円、投開票事務に係る

職員手当３１８５万３０００円、入場券郵送料

１１１７万２０００円、ポスター掲示板作成等

の委託料２５９２万９０００円などでございま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 予算には関係がない話

をして申し訳ありませんが、投票当日のことで、

投票に行きまして、投票箱がですね、選挙区、

最高裁裁判官、そして比例区って置いてあった

んですよ。 

 通常、選挙区、比例投票、そして裁判官が最

後じゃないかというふうに思うんですけど、お

かしいと思われませんか、選管委員長さん。そ

ういうふうに置きなさいって決まってるんです

か。 

○選挙管理委員会事務局長（公平委員会事務局

長併任）（橋口伸一君） 選挙管理委員会事務

局の橋口でございます。 

 委員御質問の投票箱の位置等につきましては、

私ども事務従事者のマニュアルでは、確かにお
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っしゃるように、選挙区、比例代表、小選挙区

比例代表、国民審査のように指導しております。 

 ただ、あくまで標準的なところでございまし

て、その投票所のレイアウト等によりましては、

場所が多少入れ替わることはあるかと思います。 

 ただ、もし投票箱を誤って入れたとしても、

開票所できちっと混在、箱の中に違う票が入っ

ておりましても、混在をちゃんと取り出しまし

て、開封いたしますため、重大な何ていいます

か、エラーとまでは考えてはいないところでご

ざいます。 

 ただ、おっしゃるように、原則のほうは指導

していきたいというふうに考えております。投

票の事務従事者に対しては。 

 以上お答えといたします。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 今、質問しまして、重

大な内容ではないというような答弁をもらった

んですが、投票する者の流れからして、やはり

２つ目に最高裁が今回あったっていうのは、私

は違和感がすごくありました。 

 投票の棄権にはならないというような答弁で

もあったんですけど、やはり分かりやすい投票

所のレイアウト、そういったところは心がけて

対応していただきたいというふうに思います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１８号・令和７年度八代市一般会計補

正予算・第１２号に係る専決処分の報告及びそ

の承認については、承認するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後３時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３５分 本会） 

◎議案第１９号・八代市総合計画基本構想（八

代未来づくりビジョン）の策定について 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１９号・八代市総合計画基本構

想（八代未来づくりビジョン）の策定について

を議題とし、説明を求めます。 

○企画政策課長（浅川公利君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）企画政

策課の浅川でございます。 

 初めに、委員の皆様におわびを申し上げます。

正誤表をお配りさせていただいておりますが、

別紙、八代未来づくりビジョン案の１２ページ、

視点２－４の標題につきまして、「継続的な水

産資源」とすべきところ、「継」の文字が欠け

ておりました。別紙資料につきましては修正し、

再度配付をさせていただきます。大変申し訳ご

ざいませんでした。 

 それでは、議案第１９号・八代市総合計画基

本構想（八代未来づくりビジョン）の策定につ

きまして、着座にて御説明をさせていただきま

す。 

 右肩に総務委員会、議案第１９号と記載の資

料をお願いいたします。 

 本市では２０１８年・平成３０年３月に、第

２次八代市総合計画を策定し、しあわせあふれ

る ひと・もの交流拠点都市“やつしろ”を将

来像に掲げ、各施策を推進してまいりました。 

 その後、新型コロナウイルス感染症の世界的

流行、自然災害の激甚化・頻発化、物価高騰な

ど社会経済情勢が大きく変化する中、デジタル
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技術の急速な普及、ＳＤＧｓの広がりや脱炭素

への対応など、新たな行政課題が顕在化してき

ております。このような中、本市が将来にわた

り持続可能なまちづくりを進めていくためには、

社会経済情勢や市民ニーズの変化にこれまで以

上に迅速かつ柔軟に対応していく必要がござい

ます。 

 このような状況を踏まえまして、令和８年度、

次年度を始期とする新たな基本構想である八代

未来づくりビジョンを策定いたしました。 

 次に、計画の構成と期間についてでございま

す。 

 まず、計画の構成でございますが、八代未来

づくりビジョンは、本市の政策全体の方向性を

示し、具体的な施策は八代未来づくり総合戦略

において整理し、ビジョンが掲げる、めざすま

ちの姿の実現を図ることとしております。 

 また、計画統合概要図のとおり、これまで別

々に策定をしておりました行財政改革大綱やデ

ジタル化推進基本計画、教育大綱を整理・統合

し、分かりやすい新たな体系を構築しておりま

す。 

 計画期間につきましては、これまでの８年間

から４年間としておりまして、これは社会変化

が加速する中で、本市を取り巻く社会経済環境

の変化に的確に対応するため、計画期間を変更

したものでございます。 

 続きまして、２、八代未来づくりビジョンの

特徴についてでございます。 

 まず、市政の最上位計画としての明確化です。

八代未来づくりビジョンは、本市の市政におけ

る最上位計画として政策全体の方向性を示し、

めざすまちの姿と基本目標を示す基本構想とし

て、位置づけを整理しております。 

 次に、八代未来づくりビジョンと八代未来づ

くり総合戦略の役割分担でございます。政策全

体の方向性を示す八代未来づくりビジョンを目

的、具体的施策を担う八代未来づくり総合戦略

を手段として整理し、構造をシンプルに設計す

ることで役割分担を明確化し、実行力の向上を

図っております。 

 最後に、名称についてでございます。小野市

長の下、第２次総合計画の踏襲ではない新たな

計画の策定を進めていく中で、名称につきまし

ても固い印象を受けます総合計画から、親しみ

やすく、また、イメージしやすいよう八代未来

づくりビジョンとしたところでございます。 

 続きまして、市民参画についてでございます。

八代未来づくりビジョンの策定に当たりまして

は、市民参画を重視し、様々な手法で市民の意

向を把握いたしました。具体的には、次の３つ

の取組を行っております。 

 昨年度には無作為抽出した１８歳以上３００

０人を対象とした市民アンケート、市内高校・

高専・短期大学の最終学年を対象とした高校生

等アンケート、図書館や商業施設へメッセージ

ボードを設置し、自由意見聴取を実施しており

ます。 

 さらに本年度には、昨年１０月から１１月に

かけまして、全市民対象型意見募集として、広

報紙や公式ＳＮＳへの応募フォームＱＲコード

掲載など、デジタルを活用した方法に加えまし

て、支所及び各コミュニティセンター等に意見

回収箱を設けるなど、デジタルデバイドにも配

慮して意見募集を実施したところでございます。

その後、昨年１２月から今年１月にかけまして

パブリックコメントを実施し、提出された意見

を踏まえ、必要な修正等を行っております。 

 このように八代未来づくりビジョンの策定に

当たりましては、構想段階から最終段階まで、

複数の機会を設けて市民の声を反映させており

ます。 

 ２ページ、裏面をお願いいたします。こちら

は八代未来づくりビジョンの体系図でございま

す。 

 左から、ビジョンの中で、本市が目指す姿で
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ある子どもたちが誇れるまち八代を実現するた

めの７つの基本目標を整理しております。そし

て、各基本目標に対しまして、どの分野がどの

ような方向性を持って取り組むのかを５１の視

点として整理をしております。 

 続きまして、別紙資料、八代未来づくりビジ

ョン案について御説明をいたします。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 まず、第１部は基本構想・序論でございます。

第１章、策定の趣旨、第２章、ビジョンの概要

につきましては、先ほど御説明をさせていただ

きましたので、割愛をいたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第３章では、本市を取り巻く環境につきまし

て、市民協働、経済・産業、安全・安心、子ど

も・子育て、地域共生、環境、都市基盤の７つ

の分野に分け、それぞれについて社会動向、本

市の現状や課題を整理しております。 

 少し飛びまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 第４章では、横断的な視点として、ＳＤＧｓ

の推進、持続可能な行財政運営・情報公開、Ｄ

Ｘの推進といったまちづくりを進めていく上で

の３つの視点について整理をしております。こ

れらは、各分野の施策を進めていく上で共通し

て重視すべき視点として位置づけているもので

ございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 第５章では、人口減少への対応として、第３

期八代市人口ビジョンを踏まえまして、本市の

人口の推移や将来推計を整理するとともに、人

口減少の抑制と、人口減少社会に対応した持続

可能なまちづくりの方向性について整理をして

おります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ここからが第２部、基本構想・本論となりま

す。体系図につきましては先ほど御説明をさせ

ていただきましたので、割愛をいたします。 

 １０ページをお願いいたします。 

 めざすまちの姿として、子どもたちが誇れる

まち八代を掲げております。この意味は、豊か

な自然環境と歴史・文化に恵まれた本市に暮ら

す大人たちが夢や希望を抱きながら自然と共生

し、地域の伝統文化を守り、互いの個性を尊重

し合い、地域全体で支え合い、目標に向かって

挑戦するまち。そして、未来を担う子供たちが

そのような大人たちとふるさとを誇りに思い、

住み続けたいと思えるような、安心して暮らせ

るまちを目指すというものでございます。 

 １１ページをお願いいたします。第２章、ま

ちづくりの目標について御説明をいたします。 

 ただいま御説明をいたしました、めざすまち

の姿に向けまして、本市が何を目指すのかを示

す７つの柱・７つの目標を掲げております。取

組の方向性は、それぞれの基本目標に対し、ど

のような考え方で施策等を進めていくのかを示

しております。また、推進の視点は何に着目し、

何に重点的に取り組むのかをより具体的に記載

をしております。 

 まず、基本目標１、市民から見える、市民の

声を聞く信頼されるまちづくりです。 

 本目標では、取組の方向性として、デジタル

技術を活用した情報公開の徹底や市民の声が直

接届く仕組みの導入など、市民に開かれた市役

所づくりを進めること。また、市民等が地域や

行政に関心を持ち、参画できる機会の充実を図

るとともに、事務事業の優先順位の見直しや限

られた行政資源の効率的・効果的な活用を通じ

て、健全で持続可能な行財政運営を図ることと

しております。 

 さらに、この方向性の下、記載しております

４つの視点に取り組むことで、基本目標の達成

を目指すこととしております。 

 １２ページをお願いいたします。 

 基本目標２、地の利・人の利を活かしたまち

づくりです。 
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 本目標では、取組の方向性として、本市の魅

力的な地域資源を生かすことや稼げる農林水産

業の実現、地場企業の経営力強化を図り、次世

代の担い手を確保することで魅力あるまちづく

りを進めること。また、近年の激甚化する災害

などへの対応として、多様で豊かな森林づくり

を進めることとしております。 

 さらに、この方向性の下、整理をしておりま

す９つの視点に取り組むことで、基本目標の達

成を目指すこととしております。 

 １４ページをお願いいたします。 

 基本目標３、市民格を高める文化薫るまちづ

くりです。 

 本目標では、取組の方向性として、本市が誇

る歴史的文化の発信や良好な景観の形成・保

全・活用により文化薫るまちづくりを進めるこ

と。また、市民が生涯にわたって学びを深め、

文化・芸能、スポーツに触れるとともに、郷土

の文化等を磨き上げながら後世に引継ぎ、郷土

に誇りと愛着を持つまちづくりを進めることと

しております。 

 さらに、この方向性の下、整理しております

５つの視点に取り組むことで、基本目標の達成

を目指すこととしております。 

 １５ページをお願いいたします。 

 基本目標４、災害からの復旧・復興まちづく

りです。 

 本目標では、取組の方向性として、令和２年

及び令和７年の豪雨災害について、被災者の声

を反映しながら、被災者視点での災害からの復

旧・復興まちづくりを進めることとし、被災者

のニーズと連動した復旧・復興に取り組むこと

で、基本目標の達成を目指すこととしておりま

す。 

 １６ページをお願いいたします。 

 基本目標５、産み・育て・学べてよかったま

ちづくりです。 

 本目標では、取組の方向性として、出産・子

育て支援の充実により、安心して産み育てられ

るまちづくりを進めること。また、未来を担う

子供たちを育てるため、教育の充実と教育環境

の整備を進めることと併せ、子供の状況に応じ

た学び育ちが可能なまちづくりを進めることと

しております。さらに、この方向性の下、整理

しております４つの視点に取り組むことで、基

本目標の達成を目指すこととしております。 

 １７ページをお願いいたします。 

 基本目標６、元気な暮らしと持続可能なまち

づくりです。 

 本目標では、取組の方向性として、従来の考

えにとらわれない新たな視点を取り入れ、誰も

が住み慣れた地域で、お互いが支え合い、元気

に充実して暮らせるまちづくりを進めること。

また、自然と共生した環境への負荷が少ない持

続可能なまちづくりを進めることとしておりま

す。さらに、この方向性の下、整理をしており

ます１７の視点に取り組むことで、基本目標の

達成を目指すこととしております。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 最後に、基本目標７、危機に即応できる安全

なまちづくりです。 

 本目標では、取組の方向性として、もしもで

はなく、いつかに備えるため、都市機能の安全

性や利便性を高めるとともに、防犯体制を充実

させることで、誰もが安全で安心して快適に暮

らせるまちづくりを進めることとしております。

さらに、この方向性の下、整理をしております

１１の視点に取り組むことで、基本目標の達成

を目指すこととしております。 

 本市の最上位の基本構想でございます、この

八代未来づくりビジョンにつきましては、八代

未来づくり総合戦略はもとより、他の個別計画

の道しるべとして、また、このビジョンに基づ

き、めざすまちの姿の実現に向け、着実に今後

取り組んでまいります。 

 長くなりましたが、説明は以上でございます。



 

－57－

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） 以前、このビジョンを

つくるに当たって専門家の意見とかを聞いてい

くっていうお話をされてたと思うんですけど、

実際これをつくるに当たって、専門家の人が実

際関わったのかとか、どういう方が関わったの

かとかを教えていただけたらと思います。 

○企画政策課長（浅川公利君） 今の御質問で

ございますが、このビジョンをつくるに当たり

ましては、まず、先ほども御説明をしましたと

おり、市民の意見ということで重視をさせてい

ただきました。 

 今、委員からのお尋ねの専門家だったり詳し

い方への意見聴取につきましては、この具体的

な施策を定めてます総合戦略の中でお尋ねをし

て御意見を頂戴したというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（蓑田由貴君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 子どもたちが誇れるま

ち八代市というところで、重点的にというと全

体的にやらなきゃいけないんですけれども、そ

の中で重点的にやらなきゃいけないのかなと思

うのが産み・育て・学べてよかったまちづくり

っていうところの観点って物すごく重要だなと

いうふうに思うんですけれども。その中で、教

育の部っていうのがちょっと手薄じゃないです

けど、そういったところが見受けられるんです

けども、この中に、教育のくくりの中に支援学

校だとか、そういう障害児だとか、障害児は隣

のほうに入っちゃいるんですけれども、教育の

観点にもそういうような障害を持たれる方の教

育っていうのは入ってこないのかなと思って。

これを砕いていった先にはそういうのがあるの

かどうか、教えていただけますか。 

○企画政策課長（浅川公利君） この未来づく

りビジョンは大きな政策の方向性を決めるもの

でございまして、委員から御質問がありました、

その具体的な施策につきましては、この後の総

合戦略でございますとか、今回の最初に御説明

いたしましたが、このビジョンにつきましては

教育大綱を含めたところで今回策定をしており

ます。具体的な施策につきましては、先ほど言

いました総合戦略でございましたり、委員会の

ほうで策定をされます教育振興基本計画でした

り、そういった個別計画の中で、具体的な施策

については明記をされるという整理になってお

ります。 

○委員（金子昌平君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１９号・八代市総合計画基本構想（八

代未来づくりビジョン）の策定については、可

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後３時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５４分 本会） 

◎議案第２０号・八代市過疎地域持続的発展計

画の策定について 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 
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 次に、議案第２０号・八代市過疎地域持続的

発展計画の策定についてを議題とし、説明を求

めます。 

○地域政策課長（松本 亨君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）地域政策課の

松本と申します。 

 議案第２０号・八代市過疎地域持続的発展計

画の策定について御説明を申し上げます。失礼

して、着座にて説明させていただきます。 

 資料は、お手元のタブレット端末に２種類お

配りしております。表紙に総務委員会、議案第

２０号提出資料と記載の概要資料と、それから

計画の本編の２種類がございます。 

 それでは、概要資料のほうを御準備いただき

たいと思います。概要の表紙をめくっていただ

きまして、１ページをお願いいたします。 

 初めに、過疎地域持続的発展計画とはという

ことで、過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法に基づきまして、過疎地域において、

総合的かつ計画的な対策を実施することを目的

に本計画を策定するものでございます。 

 令和３年１０月に策定をいたしました現計画

の期間が本年度末をもって終了しますことから、

令和８年度からの５か年の新たな計画を策定す

るものでございます。 

 本計画には、今後、実施を予定しております

各事業を幅広く登載をしておりまして、今計画

に登載された事業につきましては、交付税措置

上、有利な地方債であります過疎対策事業債の

活用、それから、国庫補助率のかさ上げ等の優

遇措置を受けることが可能となります。 

 それでは、大項目の１番でございますけれど

も、対象地域と過疎地域の要件についてでござ

います。 

 まず、本市におきましては、対象地域としま

して坂本町、鏡町、東陽町、泉町の４つの地域

が該当をしております。これは現在の計画から

変更はございません。 

 過疎地域の要件でございますけれども、人口

要件と財政力要件、これを満たす必要がござい

ます。 

 まず、人口要件についてですが、昭和５５年

から令和２年の４０年間で人口が３０％以上減

少していること。この要件には、坂本、東陽、

泉が該当をしております。 

 また、もう一つの人口要件としまして、令和

２年時点において高齢者比率が３８％以上、ま

たは若年者比率が１１％以下で、かつ昭和５５

年から令和２年の４０年間で人口が２５％以上

減少していることというものがございます。こ

の要件には、鏡町が該当をしております。 

 なお、鏡町につきましては、令和２年の国勢

調査で若年者比率が１１％となったため、令和

４年の４月に追加をしております。 

 財政力要件としましては、財政力指数が０.

６４以下であることが要件となっておりますが、

本市は０.５０であり、要件を満たしておりま

す。 

 次に、大項目の２、計画の構成についてでご

ざいます。 

 本計画は、法律や都道府県が定めます過疎地

域持続的発展方針に基づきまして策定すること

となっております。基本方針や目標など基本的

事項のほか、法律で実施すべき施策として位置

づけられております産業の振興や交通施設の整

備、生活環境の整備など１１の項目で構成をさ

れております。 

 次に、大項目の３、計画策定の考え方につい

てでございます。 

 本計画におきましては、地域の特性等に応じ

た施策の基本的方向性を示し、現時点で実施を

予定しているハード・ソフト両面の事業等を幅

広く掲載をしております。 

 なお、今後、突発的な事業等を実施する場合

については、計画変更により随時対応を行って

まいります。 
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 次に、大項目４、策定スケジュールについて

でございます。 

 計画の策定に向けましては、これまで庁内の

関係各課からの意見、それから、事業計画を基

に原案を作成しまして、本年１月に熊本県と計

画策定に向けた事前協議を開始いたしました。

その後、２月１０日付で県との協議が整ったと

ころでございます。 

 また、パブリックコメントも実施をいたしま

して、４件の御質問や御意見をいただいており

ます。過疎地域が抱える懸案事項など、貴重な

御意見として今後の参考とさせていただきます。 

 それでは、次のページをお願いいたします。 

 こちらの表には施策区分ごとの主な事業内容

と具体的な事業名を記載しております。計画本

編のほうに詳しく書いてございますので、必要

があれば適宜御覧をいただきたいと思います。 

 例を挙げますと、３の産業の振興につきまし

ては、過疎地域の現状を踏まえた取組としまし

て、農林業における担い手の確保・育成、農業

生産基盤の効率的な整備や農産物等の販路拡大、

６次産業化の支援などを掲げております。 

 具体的な事業としましては、農業農村整備事

業や森林作業道整備補助、鏡港泊地しゅんせつ、

遊休市有施設改修工事、さかもと温泉センター

や、ふれあいセンターいずみの整備・管理運営

事業などを掲げております。 

 このように計画の本編では、それぞれの施策

区分ごとに事業内容や現時点で実施が予定され

ている事業名を列挙しているところでございま

す。 

 以上が本計画の概要になります。本市におき

ましては、これまでもそれぞれの地域の特性に

即した施策を計画的に実施し、継続した過疎対

策を推進してきたところではございますが、全

国の自治体と同様に、依然として高齢化や人口

減少は続いている状況でございます。今後も引

き続き、持続可能な地域社会の形成や、地域資

源を活用した地域活力のさらなる向上に向けた

取組を進めてまいります。 

 以上、簡単ではございますが、八代市過疎地

域持続的発展計画の説明とさせていただきます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 令和４年に鏡町が加わ

ったということで、もともと坂本、東陽、泉を

基に設定されていたこの事業内容だと思うんで

すけど、今回初めて鏡町が最初から加わった状

態で策定されるということで、やはり前回とは

予算規模とか、そういったものが若干変わって

くるんでしょうか。 

○地域政策課長（松本 亨君） 令和４年の追

加以降は、計画的に市が実施する事業について

は全て計画に盛り込むということで実施してお

りますので、令和４年度以降と比較すると、そ

れぞれの事業の予算が大きかったり小さかった

りしますので、一概に比較はできないんですけ

ども、４年度以降は鏡の事業も全て入っており

ますので、そこに大きな変化はないということ

でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） この過疎化の事業は、

過疎化の人にとって、とてもいいものだと思う

んですけど、４つある中で最後に注意点で、現

時点で事業の実施が予定されるものを記載し、

今後、突発的な事業等を実施する際は計画変更

により随時対応を行っていくっていうふうに書

いてはあるんですけど、やっぱ限られたこのお

金の中で、なかなかその４つを過疎化の中で優

先順位をつけていくのって、すごい大変だろう

なと思うんですけど、そういうのも今、考えて

いらっしゃるのとかあれば教えていただきたい

なと思います。 

○財政課長（草西亮介君） 今、委員お尋ねの



 

－60－

件でございますけれども、優先順位というとこ

ろの設定は、特にいたしてはございません。や

はり緊急的に、突発的に修繕が必要だったりと

か、もう対応すべき部分については対応してい

くというところで進めていきたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（蓑田由貴君） はい。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

○委員（西 和明君） この過疎地域、僻地の

やっぱり産業、例えばここにもありましたけれ

ども、特に坂本といえば、さかもと温泉センタ

ーとか、その地域にとって、そこがなくなった

らもうかなり振興とか、生活とかも仕事等も厳

しくなってくる、そういう事業なので、しっか

りここの推進というか取組というのは進めてい

っていただきたいというのをお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２０号・八代市過疎地域持続的発展計

画の策定については、可決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

                              

◎議案第２１号・辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の策定について 

○委員長（木村博幸君） 次に、議案第２１

号・辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定についてを議題とし、説明を求めます。 

○地域政策課長（松本 亨君） それでは、引

き続きまして、議案第２１号・辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の策定について御説明を

申し上げます。 

 資料は、お手元のタブレットに２種類配付を

しております。総務委員会、第２１号議案提出

資料の概要資料と計画の本編でございます。 

 それでは、概要資料のほうを御準備いただき

たいと思います。表紙をおめくりいただきまし

て、１ページをお願いいたします。 

 初めに、辺地に係る総合整備計画とは、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律に基づきまして、住民

の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため

に、公共的施設の総合的かつ計画的整備を行う

ことを目的に策定するものでございます。 

 先ほどの過疎計画同様、令和３年１０月に策

定しました計画期間が本年度末をもって終了し

ますことから、令和８年度からの５年間の新た

な計画を策定するものでございます。 

 本計画に掲載された事業につきましては、充

当率１００％、交付税措置８０％の交付税措置

上、有利な地方債であります辺地対策事業債を

活用することが可能となります。 

 それでは、大項目１の辺地についてでござい

ます。 

 辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文

化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住

民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島そ

の他のへんぴな地域というふうに定義をされて

おります。 

 辺地の要件としましては、地域の中心を含む

５平方キロの範囲内に５０人以上の人口を有す

ること、それから、地域の中心から学校や病院、

役場等への距離が遠隔であることなどでござい

ます。これらを点数化しまして１００点以上に

なれば、この辺地に該当するということになり
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ます。 

 次に、大項目２の計画を策定する辺地につい

てでございます。 

 本市においての辺地の要件を満たし、計画策

定をする地域としましては、坂本町の５つの地

域と泉町の２つの地域となっております。 

 資料が少し前後しますが、次のページをお開

きください。 

 こちらは坂本町の管内図でございます。赤線

で囲っているところが辺地に該当するところで

す。深水、木々子、辻、責・川原谷、小川内の

５つの地域で、図面の右側に吹き出し部分がご

ざいますけれども、それぞれの地域の人口です

とか面積、それから、辺地度点数などを記載を

しております。 

 さらに、次のページを御覧ください。 

 次のページが泉町の辺地を示しております。

泉町では釈迦院と樅木の２つの地域が辺地に該

当しております。 

 それでは、恐れ入りますが概要の１ページに

戻っていただきまして、大項目３の計画策定の

考え方について御説明をいたします。 

 本市の辺地は全て過疎地域内に存在しますこ

とから、過疎計画に登載されている事業のうち、

辺地内で実施されるものを改めて抽出をしまし

て計画を策定しております。両方の計画に掲載

しますことで、過疎債・辺地債のいずれかが起

債可能ということになります。 

 最後に、大項目４の辺地に係る総合整備計画

の策定状況についてでございます。 

 平成１７年の市町村合併以降の状況となりま

す。下から２段ございますけども、令和３年度

に策定しました現在の計画と今回策定します令

和８年度以降の対象地域を比較いたしますと、

泉町の仁田尾辺地が今回、人口要件を満たさな

くなったということで、対象外となっておりま

す。この仁田尾につきましては辺地計画の対象

からは外れたものの、過疎地域の範囲内にござ

いますので、過疎計画において事業を位置づけ

まして、各事業を実施することといたしており

ます。 

 以上、簡単ではございますが、辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の説明とさせていただ

きます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２１号・辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の策定については、可決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後４時１２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１３分 本会） 

◎議案第２７号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例及び八代市会計年度任用職員の給与

等に関する条例の一部改正について 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第２７号・八代市一般職の職員の

給与に関する条例及び八代市会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部改正についてを議

題とし、説明を求めます。 

○人事課長（田中博之君） 人事課の田中でご
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ざいます。 

 それでは、八代市一般職の職員の給与に関す

る条例及び八代市会計年度任用職員の給与等に

関する条例の一部改正について御説明させてい

ただきます。着座にて失礼いたします。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○人事課長（田中博之君） 議案書は３５ペー

ジでございます。説明のほうは、右肩に議案第

２７号関係資料と記載されております資料を使

って説明をさせていただきます。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 まず、改正の趣旨でございますが、人事院勧

告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準

じ、一般職の職員等の通勤手当を改定するため

に必要な条例の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の概要でございますが、第１条、

八代市一般職の職員の給与に関する条例及び第

２条、八代市会計年度任用職員の給与等に関す

る条例の一部改正につきましては、内容が重複

しておりますので、併せて説明させていただき

ます。 

 まず、①通勤距離に応じた通勤手当の額の規

則への委任についてでございます。これまで条

例において、通勤距離と通勤手当月額を表で規

定しておりましたが、今回、国家公務員の一般

職の職員の給与に関する法律において、同表を

人事院規則へ委任する改正がなされたことに伴

い、本市におきましても規則へ委任することと

するものでございます。 

 次に、②駐車場等の利用に対する通勤手当の

新設についてでございます。国において、１か

月当たり５０００円を上限とする駐車場等の利

用に対する通勤手当が新設されたことから、本

市においても常勤職員及び会計年度任用職員に

ついて手当を支給できるよう改正を行うもので

ございます。 

 最後に施行期日でございますが、どちらも令

和８年４月１日からとしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 条例から規定を削除す

るっていうことなんですけど、今度から人事院

勧告ですか、人事院のほうですかね、そちらで

改定されれば、もう自然に市の条例も改定され

るという認識でよろしいですか。 

○人事課長（田中博之君） 条例改正は、こち

らのほうの審議のほうに諮った上で自動的に改

正するものではございませんという認識でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 新設で駐車場等の利用

をされる職員さんって、今現在いらっしゃった

りされるんですか。 

○人事課長（田中博之君） そうですね、今、

職員が常勤が３００名、会計年度さんが７０名、

合計３７０名を想定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２７号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例及び八代市会計年度任用職員の給与

等に関する条例の一部改正については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本
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案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後４時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１８分 本会） 

◎議案第２８号・八代市営駐車場条例の一部改

正について 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２８号・八代市営駐車場条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 危機管

理課、松永でございます。お疲れのところとは

思いますが、よろしくお願いいたします。 

 失礼ながら、着座にて説明させていただいて

もよろしいでしょうか。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） ありが

とうございます。 

 議案第２８号・八代市営駐車場条例の一部改

正につきまして、御説明いたします。 

 議案書４０ページと資料の１を御覧願いま

す。 

 まず、今回の改正の対象となります八代市営

中央駐車場につきまして、その概要を説明させ

ていただきます。 

 資料１、位置図にありますように、八代市営

中央駐車場は八代宮南側に位置し、面積は１２

１５.２６平方メートルであり、５４台の駐車

スペースがございます。 

 以前は、市営駐車場として時間駐車による料

金を徴収しておりましたが、新庁舎建設に伴い

ます令和元年１０月からは、市役所本庁舎にお

ける公用車駐車場が不足することから、市営駐

車場としての供用を休止し、公用車及び職員駐

車場、並びに一部を武道館利用者の駐車場とし

て利用しております。 

 なお、このことにつきましては、令和元年９

月の本委員会におきまして、説明させていただ

いているところでございます。 

 次に、今回の改正の趣旨でございますが、八

代市営中央駐車場につきましては、今後も市役

所公用車駐車場として利用が必要なため、引き

続き現行の利用形態を維持する方針であること

から、市営駐車場としての供用を廃止するもの

でございます。 

 次に、改正の内容といたしましては、資料２

の新旧対照表を御覧ください。 

 本条例中、第２条の名称及び位置、第３条の

供用の方法及び供用時間、及び第１１条関係の

別表について、八代市営中央駐車場に係る規定

を削除するものでございます。 

 最後に、施行期日につきましては、令和８年

４月１日からの施行としております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２８号・八代市営駐車場条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２９号・八代市消防団員等公務災害補

償条例の一部改正について 

○委員長（木村博幸君） 次に、議案第２９

号・八代市消防団員等公務災害補償条例の一部
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改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 引き続

き危機管理課の松永でございます。よろしくお

願いいたします。 

 失礼ながら、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 議案第

２９号・八代市消防団員等公務災害補償条例の

一部改正につきまして、説明いたします。 

 議案書４２ページを御覧願います。 

 まず、改正の趣旨でございますが、非常勤消

防団員等が公務上の災害を受けた場合に、市町

村等が非常勤消防団員等、またはその遺族に対

し、その災害によって生じた損害を補償し、あ

わせて、被災団員の社会復帰の促進、遺族の援

護等を図るために必要な福祉事業として、公務

災害補償制度が設けられており、このたび、国

による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部改正により、損害補償に係

る補償基礎額の引き上げ、また扶養親族のある

非常勤消防団員等における補償基礎額の加算額

が改定されるため、本市で定められている関係

条例についても改正が必要なものでございま

す。 

 次に、改正の内容といたしましては、先ほど

申し上げました算定の基礎となる補償基礎額に

おきまして、階級が団長及び副団長で、勤務年

数が１０年未満の場合、１万２９００円から１

万３３４０円に引き上げ、１０年以上２０年未

満の場合、１万３７００円から１万４１７０円

に引き上げ、２０年以上の場合、１万４５００

円から１万５０００円に引き上げられておりま

す。 

 続きまして、階級が分団長及び副分団長で勤

務年数が１０年未満の場合、１万１３００円か

ら１万１６７０円に引き上げ、１０年以上２０

年未満の場合、１万２１００円から１万２５０

０円に引き上げ、２０年以上の場合、１万２９

００円から１万３３４０円に引き上げられてお

ります。 

 続きまして、階級が部長・班長及び団員で勤

務年数が１０年未満の場合、９７００円から１

万円に引き上げ、１０年以上２０年未満の場

合、１万５００円から１万８４０円に引き上

げ、２０年以上の場合、１万１３００円から１

万１６７０円に引き上げられております。 

 また、消防作業従事者等に対する損害補償に

係る基礎額が最低額９７００円から１万円に、

最高額１万４５００円から１万５０００円に引

き上げられております。 

 次に、扶養に係る補償基礎額の加算額につき

ましては、令和８年度から公務員の配偶者手当

の廃止に伴い、第１号の配偶者の加算が廃止さ

れることから、第２号を第１号とし、第３号か

ら第６号までを１号ずつ繰り上げることとなり

ます。 

 なお、第１号の加算額は４３３円に引き上げ

られ、第２号から第５号の加算額は、これまで

どおり２１７円となります。 

 最後に、施行期日につきましては、令和８年

４月１日からの施行としております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２９号・八代市消防団員等公務災害補

償条例の一部改正については、原案のとおり決
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するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後４時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２７分 本会） 

◎議案第３０号・八代市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例の一部改正について 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３０号・八代市情報通信技術を

活用した行政の推進に関する条例の一部改正に

ついてを議題とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） デジタル

推進課の栄でございます。 

 失礼ながら、着座にて説明をさせていただき

ます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） 議案第３

０号・八代市情報通信技術を活用した行政の推

進に関する条例の一部改正について御説明させ

ていただきます。 

 議案書は４３ページからになりますが、議案

第３０号の説明資料に沿って説明をいたしま

す。 

 それではまず、１、改正の趣旨についてで

す。 

 国において、情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律、以下、デジタル手続法と

申します、が改正されました。この改正は、従

来、フロッピーディスクなどの記録媒体を使用

して行われていた手続等のオンライン化を推進

するものです。 

 この法改正の趣旨に合わせ、本市の条例につ

いても、デジタル手続法と同様の改正を行うも

のです。 

 次に、２、改正の内容についてです。 

 現行の本条例の適用対象は、他の条例等の規

定において、書面等により行うことが規定され

ている手続等に限られています。 

 このため、フロッピーディスク等の特定の記

録媒体による方法で行うことが規定されている

手続等は適用対象外となり、オンラインでは行

えませんでした。 

 今回の改正により、フロッピーディスク等の

特定の記録媒体による手続等にも適用範囲を拡

大し、オンラインによる手続等が可能となるも

のです。 

 最後に、３、施行期日についてでございます

が、施行期日は公布の日からといたします。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３０号・八代市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後４時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３１分 本会） 

◎議案第３１号・ふるさと八代元気づくり応援

基金条例の一部改正について 
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○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３１号・ふるさと八代元気づく

り応援基金条例の一部改正についてを議題と

し、説明を求めます。 

○財政課長（草西亮介君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財政課の

草西と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財政課長（草西亮介君） それでは、議案第

３１号・ふるさと八代元気づくり応援基金条例

の一部改正につきまして、御説明をいたしま

す。 

 説明のほうは別途お配りをいたしております

資料のほうで行わさせていただきます。 

 まず、１の改正の趣旨につきまして、この基

金は八代を応援したいという個人の方々から寄

せられましたふるさと納税制度による寄附金を

財源に、本市における元気なまちづくり事業の

推進のため、設置をいたしております。 

 この元気なまちづくり事業の種類は、本条例

第２条におきまして、第２次八代市総合計画の

基本構想で設定いたします基本目標に関連する

事業として、６つの区分を規定をいたしており

ます。 

 今回、令和８年度から令和１１年度を計画期

間とします八代市総合計画基本構想、八代未来

づくりビジョンの策定にあわせまして、基本目

標に関連する事業の種類について改正を行うも

のでございます。 

 また、第２条第２項につきましても、規定す

る地域再生計画の名称について改正を行うもの

でございます。 

 次に、２の改正の内容につきまして、１点目

は、資料の表のとおり、事業区分を６つの項目

から８つの項目へ、また２点目は、地域再生計

画の名称につきまして、第２期八代市まち・ひ

と・しごと創生推進計画に改正するというもの

でございます。 

 最後に、３、施行期日は令和８年４月１日と

いたしております。 

 説明は以上でございます。御審議をよろしく

お願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３１号・ふるさと八代元気づくり応援

基金条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退席ください。 

（執行部 退室） 

○委員長（木村博幸君） 次に、本委員会に付

託となっています請願・陳情はありませんが、

郵送等にて届いております要望書については、

タブレット端末にて御確認願います。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 
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 しばらく休憩いたします。 

（午後４時３５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時４４分 開議） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（木村博幸君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 執行部より、行財政の運営に関する諸問題の

調査に関連して３件、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査に関連して４件の発言の申

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（一般競争入札の対象工事拡大について） 

○委員長（木村博幸君） それでは、一般競争

入札の対象工事拡大について説明願います。 

○契約検査課長（宮川芳行君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）契約検

査課、宮川でございます。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○契約検査課長（宮川芳行君） それでは、事

前に配付しております資料を御覧ください。表

題が一般競争入札の対象工事拡大についてとい

うものでございます。 

 本日は所管事務調査としまして、来年度から

予定しております一般競争入札の対象工事拡大

の内容について説明申し上げます。 

 まず、一番目の拡大の趣旨でございますが、

本市におきましては、一般競争入札を原則とし

ます地方自治法第２３４条の趣旨に基づきまし

て、制限付一般競争入札実施要領を定めており

ます。 

 この要領におきましては、原則として１件当

たりの設計金額が２５００万円以上の建設工事

を一般競争入札の対象としておりますが、入札

手続のさらなる公正性、透明性、競争性の確保

を図るため、一般競争入札の対象工事を拡大す

るものでございます。 

 下の枠囲みの中に、地方自治法の規定を書い

ておりまして、第２３４条第２項のアンダーラ

インの部分でございますが、指名競争入札は政

令で定める場合に該当するときに限りこれによ

ることができると例外的な契約方法であること

が規定されておりまして、一般競争入札が原則

とされております。 

 さらに、その下の地方自治法施行令第１６７

条におきましては、指名競争入札によることが

できる場合についての規定がございまして、１

号、２号、３号と規定がございます。 

 まず、１号につきましては、その性質又は目

的が一般競争に適しないものをするとき、２号

としまして、競争に加わるべき者の数が少数で

ある契約をするとき、３号としまして、一般競

争入札に付することが不利と認められるときと

規定されております。 

 ２番目の対象工事でございますけれども、現

行では、１件当たり設計金額が２５００万円以

上としておりますものを５００万円拡大しまし

て、２０００万円以上のものを一般競争入札の

対象とするというものでございます。 

 最後に、３番目の適用日でございますが、令

和８年６月１日としております。 

 この後、４月、５月と事業者の方に周知期間

を設けまして、６月１日以降に公告をする一般

競争入札に適用することとしております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） この金額の変更が加わ

ることによって、一般競争入札がどれぐらい増
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える想定とか。 

○契約検査課長（宮川芳行君） 令和８年度の

発注予定が判明しておりますので、そこで試算

をしております。 

 まず、競争入札の件数が全体で２４２件ござ

います。現行の２５００万円以上の場合は、こ

のうち３６件が一般競争入札となります。全体

の１４.９％。 

 これを２０００万円以上に拡大しますと、従

前の３６件から５７件、プラス２１件増加する

ということで全体の２３.６％になるというこ

とでございます。 

○委員（橋本貴喜君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で一

般競争入札の対象工事拡大についてを終了しま

す。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後４時４９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時４９分 本会） 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（八代市金剛コミュニティセンター設計概要に

ついて） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、八代市金剛コミュニティセンター設計

概要について説明願います。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） 皆さん、こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民活動政策

課の長舩でございます。 

 失礼ですが、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） このたび、八代市金剛コ

ミュニティセンターの建て替えにおける基本設

計・実施設計が完了しましたことから、御報告

を申し上げます。 

 資料はＡ４横判で右上に、令和８年３月１７

日、総務委員会所管事務調査、市民環境部市民

活動政策課、表題に金剛コミュニティセンター

設計概要としております資料を使用して行いま

す。 

 まず、１ページの１、整備計画ですが、令和

５年度に建て替えに係る基本計画を策定し、令

和６年度に用地測量や建物調査を実施、令和７

年度は、建て替えに係る基本・実施設計を行う

とともに用地取得を行いました。 

 今後は、令和８年度より建設工事に着手し、

令和９年度内の供用開始を目指して事業を進め

てまいります。 

 ２、整備場所についてですが、金剛校区のほ

ぼ中心で、現在の金剛コミュニティセンターか

ら北へ約１００メートルのところに位置し、主

要道路に面しており、交通アクセスのよさと想

定駐車台数を確保できる敷地面積、整形地を有

した校区全体から利用しやすい場所となってお

ります。 

 次に、２ページ、３、概要についてですが、

新施設において必要となる機能を満たすため、

住民の意見や既存施設及び近年整備した他のコ

ミュニティセンターの内容を考慮し、右側枠の

建築計画の内容といたしました。 

 所在地は高植本町、敷地面積は３３００.６

平米、延べ床面積は７５０.７４平米、ＲＣ、

鉄筋コンクリート造、駐車台数は５０台程度、

平屋で、事務室、ホール、サロン、ほか各種の

部屋といたしております。 

 その中で、下段のところで示しております新

たな機能では、防災エリアの設置として、屋上

に緊急避難所、かまどベンチや手押しポンプな

どで防災機能の強化を図っております。 

 施設の省エネ化として、照明器具のＬＥＤ

化、太陽光パネルなどで再生可能エネルギー活
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用を図っております。 

 また、強化した機能では、利便性の向上とし

て、平屋造り、施設内をフラット化、駐車台数

を拡大し、イベントや避難所開設時の混雑解消

などで利用しやすい施設といたしております。 

 次に、３ページ、４、建築計画についてです

が、敷地内配置としましては、左側の主要道路

側がありますほうを駐車エリアとし、右側をコ

ミュニティセンターの建物エリアといたしてお

ります。 

 次の４ページでは、建物平面図で各種の部屋

の位置を示しております。真ん中の玄関から入

りまして、受付カウンターのある事務室、隣の

ホール、サロンでは、地域のためのオープンス

ペース、クーリングシェルター、図書コーナー

や情報スペースを設置予定です。 

 それから、地域活動の拠点となるまち協室、

トイレ、調理台を４台設置の調理室と３０畳の

和室、そして３０人程度の小会議室と、机を設

置して最大７０人程度の研修室となっておりま

す。 

 研修室では、机を収納した場合は、１００人

程度の集会が可能で、前方にはステージを設置

し、各種発表会等に利用可能となっておりま

す。また、大型機器や楽器搬送用に外部への扉

を設置いたしております。 

 建物をコの字型に配置し、中央部を集いの広

場（防災エリア）とし、通常は住民の憩いの場

やイベントの広場として利用していただき、災

害時には、防災エリアとして防災機能活用の場

といたしております。 

 また、屋上避難所への階段を中央部に設置

し、分かりやすく、普段からの意識づけにと考

えております。 

 次の５ページでは、屋上配置の上面図です。

先ほどの階段を上がってきますと、左に太陽光

パネル設置場所、右に屋上避難所となっており

ます。約２００人を想定いたしております。 

 下段の正面図には駐車場から正面を見た図で

ございます。玄関アプローチの風除け用の壁に

は、国指定名勝の水島のレリーフを設置予定で

あります。フォトスポットになればと考えてお

ります。 

 次に、６ページ、５、各種防災対策について

ですが、集いの広場には災害時に水を確保する

手押しポンプや災害時にかまどとして利用する

かまどベンチ、そして屋上階段でございます。 

 屋上避難所には太陽光パネルを設置し、停電

時には、事務所機能、通信情報機能、照明など

に電源を供給できるようにしております。 

 そして、浸水対策でございますが、右下の浸

水対策では、想定浸水高を十分考慮し、建物基

礎をかさ上げいたします。 

 屋上に避難しますと、災害発生時において安

全性の高い施設となるように設計いたしており

ます。 

 最後に、７ページ、８ページの６、完成イメ

ージについてですが、７ページが敷地全体、８

ページが建物正面を見たイメージをお示しいた

しております。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 金剛コミュニティセン

ターはもともと利用者っていうか、すごい多か

ったんですか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） 年にイベントをされると

きは、この研修室、ここが１００人ぐらいいつ

も集まられてイベントをされておられる。 

 あとは、各種団体で市民の集まりあたりをさ

れているというふうに以前はなっておりまし

た。 

○委員（蓑田由貴君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 
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○委員（たーみー君） １メートル程度かさ上

げされてるみたいですけど、令和７年の豪雨の

レベルがあったときは、床上浸水とかどうなる

んかなと。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） 今度の移設する新しい場

所では、この前、令和７年８月の豪雨では浸水

等ありませんでした。あっておりません。 

 ただ、その付近の手前のちょっと下がったと

ころは浸水があってたということを聞いており

ます。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 玄関のほうにはスロー

プとかっていう対応とかはされてるんですか。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） 玄関にはスロープをつけ

ておりまして、ホール、サロンへ入れるように

いたしております。 

 あと、玄関前もそもそもがフラットでして、

建物にもスロープで入れるようになっておりま

す。 

○委員（金子昌平君） ありがとうございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で八

代市金剛コミュニティセンター設計概要につい

てを終了いたします。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後４時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時００分 本会） 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（令和８年度組織機構再編の概要について） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、令和８年度組織機構再編の概要につい

て説明願います。 

○人事課長（田中博之君） 人事課の田中でご

ざいます。 

 それでは、令和８年度組織再編の概要につい

て説明をさせていただきます。 

 失礼しまして、着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○人事課長（田中博之君） それでは、資料の

令和８年度組織機構再編の概要を御覧いただけ

ればと思います。 

 令和８年度の組織再編につきましては、新た

な行政課題や市民ニーズに対応するとともに、

効率的かつ効果的な組織機構を構築するため、

課の統合、室の新設、係の再編、新設、統合を

予定しております。 

 初めに、総務企画部におきましては、坂本支

所、災害復旧課を坂本支所産業建設課と統合い

たします。 

 こちらのほうは、坂本町の災害復旧に係る業

務に一定の進捗があったことを踏まえまして、

坂本支所災害復旧課を坂本支所産業建設課と統

合し、産業建設課内に災害復旧係を設置するも

のでございます。 

 次に、２、係等の新設、統合でございます。 

 財務部におきましては、契約係の再編をいた

します。 

 物品・役務、工事に関する契約業務を適正に

遂行する体制を強化するため、契約検査課の契

約係を物品役務契約係と工事契約係に再編する

ものでございます。 

 次に、経済文化交流部におきましては、まち

なか再生推進室の新設をいたします。 

 中心市街地や日奈久温泉街の再生及び活性化

を推進するため、経済文化交流部にまちなか再

生推進室を新設するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 建設部におきましては、橋梁係の新設をいた

します。 

 市が管理する橋梁の修繕等の業務を土木課に
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集約し、一括管理による計画的かつ効率的な維

持管理を行うため、土木課に橋梁係を新設する

ものでございます。 

 次に、建設部の復興整備課における係統合で

ございます。 

 坂本町の復興整備に係る業務に一定の進捗が

あったことを踏まえまして、復興整備課の復興

整備係とまちづくり推進係を統合し、復興まち

づくり係とするものでございます。 

 以上、令和８年度の組織機構再編の説明とさ

せていただきます。 

○委員長（木村博幸君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で令

和８年度組織機構再編の概要についてを終了い

たします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後５時０３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時０４分 本会） 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（八代市国土強靱化地域計画の策定について） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、八代市国土強靱化地域計画の策定につ

いて説明願います。 

○企画政策課長（浅川公利君） 企画政策課の

浅川でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 八代市国土強靱化地域計画の改定につきまし

て、着座にて御説明をさせていただきます。 

 それでは、資料１と書いてある資料をお願い

いたします。八代市国土強靱化地域計画の概要

についてでございます。こちらを御覧ください。 

 まず、計画の概要でございます。 

 平成２５年に、強くしなやかな国民生活の実

現を図るための防災・減災等に資する国土強靱

化基本法が公布・施行され、翌年、国において

は国土強靱化基本計画が策定をなされておりま

す。 

 本市におきましても、令和２年３月に八代市

国土強靱化地域計画を策定し、今年度までの６

年間、国土強靱化に関する事業推進に取り組ん

できております。 

 その後、国におきましては、直近で令和５年

に改定をされておりまして、本市におきまして

も現計画策定後に起こりました令和２年７月豪

雨及び令和７年８月豪雨を経験し得られた教訓、

それから近年の社会情勢の変化を踏まえまして、

引き続き推進をしていくため、本計画を改定す

るものでございます。 

 次に、地域防災計画との役割分担でございま

す。 

 この国土強靱化は、地域防災計画と異なりま

して、リスクごとの対処や対応をまとめるので

はなく、あらゆるリスクを見据えつつ、どんな

ことが起ころうとも最悪な事態に陥ることが避

けられるような強靱な行政機能や地域社会、地

域経済を事前につくり上げていこうとするもの

でございます。そのため、国土強靱化地域計画

では、発災前におけます取組を対象としており

ます。 

 続きまして、本計画の基本目標でございます。 

 令和５年７月に改定をされました国の基本計

画におきまして、基本目標に変更がなかったこ

とを踏まえまして、本市におきましても現在の

計画の基本目標を継承し、市民の生命を守るこ

と、市域の重要な機能が致命的な障害を受けず

維持されること、市民の財産及び公共施設に係

る被害の最小化を図ること、被災した場合も迅

速な復旧・復興を図ることの４つの基本目標を

引き続き設定をいたしました。本基本目標を基

に令和８年度以降も関連施策の推進を図ってい

くこととしております。 

 次に、基本的な方針でございます。 

 国土強靱化の理念を踏まえまして、過去の災
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害から得られた経験を最大限活用しつつ、基本

的な１３の方針を定め、国土強靱化を進めるこ

ととしております。資料には、主なものを記載

しております。 

 続いて、５、事前に備えるべき目標と起きて

はならない最悪の事態の設定、脆弱性評価と施

策の推進方針の実施手順でございます。 

 本計画では、国計画や県計画に倣いまして、

施策を効率的・効果的に進めるため、必要な事

前に備えるべき目標を９項目、起きれば致命的

な影響が生じる起きてはならない最悪の事態を

３０項目設定をしております。 

 また、最悪の事態を回避するため、現行施策

の対応力に関する分析・評価でございます脆弱

性評価を行い、この評価を基に施策の推進方針

と推進方針の実現に向けた個別の取組を設定し

ております。 

 この実施手順の具体的な流れにつきまして、

資料別冊、八代市国土強靱化地域計画本編で一

例を御説明いたします。 

 資料は２６ページを御覧ください。 

 このページにおきましては、起きてはならな

い事態、地震による建物等の倒壊や火災による

死傷者の発生を回避するため、住宅等の耐震化

に関する現行施策を整理しております。 

 ページ上段で、現行施策の対応力に関する分

析・評価でございます脆弱性評価を行い、この

評価を基に施策の推進方針を中段のとおりまと

め、推進方針の実現に向け本市で実施する施策

を主な取組として下段に整理をいたしておりま

す。 

 このような形で、起きてはならない最悪の事

態３０項目ごとに全部で８３項目の分野別施策

として設定をしております。 

 続いて、資料が変わりますが、資料２、八代

市国土強靱化地域計画の主な変更点を御覧くだ

さい。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 現行の計画からの主な変更点として、令和７

年８月豪雨に関する情報の追加、ＫＰＩの修正、

計画期間の変更、脆弱性評価・推進方針・主な

取組及び個別事業の修正でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 変更点の１つ目、令和７年８月豪雨に関する

情報の追加でございます。 

 本市に甚大な被害をもたらした令和７年８月

豪雨は、国土強靱化施策の推進の必要性を再認

識させるものとなりました。 

 災害の教訓を踏まえ、国土強靱化施策の更な

る推進を図るため、今回の計画改定に伴い、令

和７年８月豪雨に関する情報を追加をいたして

おります。 

 計画策定の趣旨の項目には、災害を経験し得

られた教訓を踏まえ、安全・安心な八代市をつ

くり上げる旨を、降水量と平均気温、災害リス

クの項目には、降水量や被害に関する情報を追

加記載しております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 変更点の２つ目、ＫＰＩの修正でございます。 

 現在の計画におきましては、国土強靱化を着

実に進めるためＫＰＩを用いて施策の推進状況

の把握を行っておりますが、改定後の計画にお

きましてもＫＰＩを設定しております。このＫ

ＰＩにつきましては、本計画が地域の強靱化と

いう幅広い分野にまたがる計画でありますこと

から、八代未来づくり総合戦略や分野別計画を

踏まえたＫＰＩを設定しております。 

 変更点の３つ目、計画期間の変更でございま

す。 

 現計画の計画期間は令和７年度、今年度まで

となっておりまして、八代未来づくりビジョン

と一体的な運用を行うため期間を統一し、令和

１１年度までに変更をしております。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 変更点の４つ目、脆弱性評価・推進方針・主

な取組及び個別事業の修正でございます。 
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 先ほども御説明いたしましたが、本計画では、

施策ごとに脆弱性評価を行い、この評価を基に

施策の推進方針と推進方針の実現に向けた個別

の取組を設定しております。 

 また、国の交付金等におきまして、この地域

計画への記載が交付要件となっているものもご

ざいまして、当該交付金等を活用する本市の事

業につきましては、本編の次に別紙個別事業と

してまとめております。 

 今般の改定に伴いまして、各項目の見直しを

実施し、統合や削除を含め、資料には一部抜粋

をしておりますが、脆弱性評価は８５項目中１

０項目、推進方針は８５項目中１７項目、主な

取組は８５項目中３９項目、個別事業は２５項

目中１２項目を修正しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） 本件について何か質

疑、御意見はありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） ＫＰＩの修正のところ

なんですけど、共通事項で、自主防災組織の結

成率が８５％っていうのは、どういう、自主防

災組織ができてるという意味の８５％なのかっ

ていうのをお聞きしたいのと、あと、ゼロ％と

かゼロ世帯とかがあるんですけど、これは全く

ないっていうのは何でなのかを教えていただき

たいです。 

○企画政策課長（浅川公利君） まず、自主防

災組織の組織率でございますが、これは現在の

現状値というのが現在の組織率の数字というこ

とで、こちらから今度、令和１１年度までとい

うことでそちらの目標を掲げているというとこ

ろで、少し伸びてはおりますが、担当課のほう

で設定をしていただいたものということ……。 

○委員（蓑田由貴君） 基準値、目標値のこと

を言われてるんですかね。 

○企画政策課長（浅川公利君） 御質問のほう

で、まず現状値のほうですかね。そちらのほう

が、現在の現状値ということで、組織率のほう

が現状値に入っているというところと、そこか

ら目標値ということで、４年後を目指してここ

まで数値を引き上げていきたいということでの

記載でございます。 

○委員（蓑田由貴君） はい。 

○企画政策課長（浅川公利君） 委員がもう一

つ御質問されましたというのは、項目は何だっ

たでしょうか。 

○委員（蓑田由貴君） ゼロ％なのは何ででし

ょうかと。 

○企画政策課長（浅川公利君） まだ記載の現

状値がゼロ％というのは、まだ未着手というと

ころで、これからというところでございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（蓑田由貴君） はい。ありがとうござ

います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で八

代市国土強靱化地域計画の策定についてを終了

いたします。 

                              

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（八代未来づくり総合戦略の策定について） 

○委員長（木村博幸君） 次に、八代未来づく

り総合戦略の策定について御説明願います。 

○企画政策課長（浅川公利君） 引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、次期総合戦略でございます、八代

未来づくり総合戦略の策定につきまして、着座

にて御説明をさせていただきます。 

 この総合戦略につきましては、国のまち・ひ

と・しごと創生法に基づき策定をするものでご

ざいまして、現行の計画は、第２期八代市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略でございます。 

 昨年１０月、本委員会にて、先ほど御審議を

いただきました八代未来づくりビジョンと密接
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に連携を取りながら、一体的に運用を行ってい

くという策定方針を御説明させていただきまし

た。 

 市民の皆様や施策に関連する団体等の皆様か

らの御意見を踏まえ、ビジョン実現のための具

体的施策として八代未来づくり総合戦略を策定

したものでございます。 

 資料１、八代未来づくり総合戦略案を御覧く

ださい。３ページをお願いいたします。 

 第１章、計画の概要、八代未来づくり総合戦

略の位置づけでございます。 

 八代市におきましては、令和３年３月に第２

期八代市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策

定し、総合計画でまとめた施策のうち、特に人

口減少克服と地方創生に資する施策に重点的に

取り組んでまいりました。 

 今般、策定をいたしました八代未来づくりビ

ジョンと八代未来づくり総合戦略は一体的に運

用を行っていくこととしておりまして、総合戦

略はビジョンに掲げた目指すまちの姿及び基本

目標の実現に向け、具体的な施策を取りまとめ

たものでございます。 

 また、これまでの総合戦略で取り組んできた

人口減少対策と地方創生の考えも継続するとと

もに、市長の基本政策である未来を取り戻す８

つの挑戦や、全市民を対象とした意見公募の結

果を踏まえた本市のリーディングプランとして

位置づけるものでございます。 

 本戦略の下、ＡＩ・デジタル等の技術も活用

しながら、地域課題の解決と地域活力の創生を

図り、子どもたちが誇れるまち八代の実現に向

け、取り組んでまいります。 

 次に計画期間でございますが、ビジョンの計

画期間と同様に、令和８年度から令和１１年度

までの４年間でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 施策の体系図でございます。 

 未来づくりビジョンでは、目指すまちの姿、

子どもたちが誇れるまち八代の実現に向け、７

つの基本目標を掲げております。総合戦略では、

この基本目標を実現するための、合計２５の施

策とその施策における具体的な取組について整

理をしております。 

 次に、推進方針としましては、ＰＤＣＡマネ

ジメントサイクルにより、検証と改善を図りな

がら、実効性の向上を図っていくこととしてお

ります。 

 また、検証の過程におきましては、市民の皆

様に広く意見をお聞きし、レビューを振り返る

とともに、社会の変化に柔軟に対応しながら成

果を上げていけるよう、迅速な対応力と継続的

な改善を重視するアジャイル思考の下、取組を

推進してまいります。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 第２章、施策の推進、ここからが各基本目標

を実現するための施策と具体的な取組になりま

す。 

 構成としましては、基本目標と基本目標を実

現するための施策、関連するＳＤＧｓ、施策に

おける具体的な取組内容、次のページに移りま

して、施策ごとの重要業績評価指標、ＫＰＩと

いう形で整理をしております。 

 ここで、資料２、八代未来づくり総合戦略、

概要版をお願いいたします。 

 全体を見ていただくため、こちらの概要版で、

総合戦略におけます７つの基本目標における施

策と主な取組について御説明をいたします。 

 まず、基本目標１、市民から見える、市民の

声を聞く信頼されるまちづくりです。 

 透明性の高い市政運営の推進、市民サービス

の向上と行財政改革の推進の２つの施策で構成

しております。 

 主な取組としましては、市民の視点に立った

行政評価による事業内容の見直しや、ＳＮＳ等

の活用によるデジタルでの情報公開の推進、市

民の声に柔軟に対応できる市職員の育成、ＤＸ
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やＡＩの活用による市民サービスの利便性の確

保や行政事務の自動化・効率化などでございま

す。 

 次に、基本目標２、地の利・人の利を活かし

たまちづくりでございます。 

 なお、施策番号につきましては、基本目標１

からの通し番号になっております。 

 稼げる農林水産業の推進、農林水産物等の販

路開拓・拡大、人流・物流拠点の整備と活性化、

観光資源を活用したにぎわいの創出、商業振興

によるにぎわいの創出、地域産業への支援と企

業・人材の誘致の６つの施策で構成をしており

ます。 

 主な取組としましては、農林水産業における

新たな事業展開への支援やデジタル技術の活用

等による経営力向上支援、農林水産物等の国内

外での販路開拓・拡大や特産品のブランド化、

八代港の活用促進、中心市街地及び日奈久温泉

の再生、企業・人材誘致などでございます。 

 次に、基本目標３、市民格を高める文化薫る

まちづくりでございます。 

 文化芸術活動の推進、多様な歴史文化遺産の

活用、生涯学習推進体制の整備、スポーツ活動

の推進の４つの施策で構成をしております。 

 主な取組としましては、市民の文化活動や歴

史・文化の学習、交流をする場の創出、景観重

点地区をはじめとした良好な景観形成、あらゆ

る世代が気軽に学べる多様な学習機会の提供、

スポーツの大会・合宿の誘致による交流人口の

拡大などでございます。 

 次に、基本目標４、災害からの復旧・復興ま

ちづくりでございます。 

 被災地の復旧・復興、生活・社会基盤の強化

の２つの施策で構成をしております。 

 主な取組としましては、令和２年７月豪雨で

被災した坂本町におけるコミュニティーの維持

やにぎわいの創出、令和７年８月豪雨被災者の

生活再建、再度災害防止に向けたハード・ソフ

ト一体の事前防災対策の強化などでございます。 

 次に、基本目標５、産み・育て・学べてよか

ったまちづくりでございます。 

 結婚・出産・子育て支援の充実、学校教育の

充実、地域と連携した学びの支援、教育基盤の

整備の４つの施策で構成をしております。 

 主な取組としましては、結婚へのサポートや、

経済的負担の軽減等による子育て支援サービス

の充実、ＩＣＴを活用した学びや外国語教育の

充実、学校と地域が一体となった特色ある学校

づくりの推進、学校施設整備の充実などでござ

います。 

 次に、基本目標６、元気な暮らしと持続可能

なまちづくりでございます。 

 安心できる地域共生社会の推進、地域に即し

た公共交通体系の整備、関係人口の創出と移

住・定住の促進、環境保全と循環型社会の推進

の４つの施策で構成をしております。 

 主な取組としましては、ＩＴ技術等を活用し

た高齢者の見守り体制の構築、買物困難者の支

援、地域の輸送資源を活用した輸送サービスや

ライドシェアの導入、支援金や補助金等による

移住・定住者への支援の充実、循環型社会への

実現などでございます。 

 最後に、基本目標７、危機に即応できる安全

なまちづくりでございます。 

 市民と一体となった防災体制の構築、防災・

減災のための基盤整備、生活インフラの強化の

３つの施策で構成をしております。 

 主な取組としましては、防災訓練等の実施に

よる地域防災力の向上、地域特性や過去の災害

状況を踏まえた身近な避難場所の確保、国県道

等の広域的な道路整備促進や幹線道路の整備な

どでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 各施策に設定をしております重要業績評価指

標、ＫＰＩの一覧になります。２５の施策に全

部で７８の指標を設定しております。 
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 今後は、毎年度、各取組の進捗状況や成果を

可視化しつつ、評価を行いながら実効性の高い

運営を行うとともに、必要に応じて柔軟に見直

しや改訂を行いながら、目指すまちの姿の実現

に向けて取り組んでまいります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。ありませんか。 

○企画政策課長（浅川公利君） 御紹介でござ

いますが、先ほど議案第１９号で、八代未来づ

くりビジョンの中で、金子委員から御質問があ

った、子育てとか教育関係の具体的な施策とい

うことで、今回この総合戦略に具体的な施策と

いうことで記載をさせていただいてるというふ

うに申しましたが、基本目標５の中に支援学校

でしたり、子育てのことだったり、そういった

ことを具体的な施策として掲載をしております。

御紹介でございます。 

○委員（金子昌平君） ちょっと心配したのが

一つあってですね。中心市街地、地の利・人の

利を生かしたまちづくりですね、２番目の。７

番の、商業振興によるにぎわいの創出の中の中

心商店街、これは本町のアーケードを指すのか、

それともその鏡だとか日奈久とか全体的なこと

を指すのか、どちらですかね。歩行者・自転車

通行量って書いてある部分は。 

○企画政策課長（浅川公利君） 一般的には本

町アーケード、中心市街地のアーケードという

ことで御理解いただければと思います。 

○委員（金子昌平君） アーケードって自転車

って乗れたかな。たしか乗れないですよね。そ

この確認されたほうがいいかなと思うんですけ

ど。 

○総務企画部長（田中 孝君） 総務企画部、

田中です。 

 おっしゃるように、中心市街地のアーケード

の中は、たしか乗れなくなってます。これ、調

査のほうが、アーケード切れて、１丁目の角か

ら、１丁目の角出たところの自転車通行量等の

調査だったというふうに認識しておりますが、

改めてそこは確認させていただいて、場所も確

認した上で、問題なければこのまま進めさせて

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（金子昌平君） 分かりました。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本貴喜君） まちづくり推進室でし

たっけ、本町とか日奈久とかは盛り込まれてる

んですけど、鏡町がどこにも出てこない気がす

るんですけど、鏡町も中心地的な部分はしっか

りとにぎわいを創出していくっていうのは入っ

てくるんですかね。 

○企画政策課長（浅川公利君） その次の部分

での記載を御覧いただければと思いますが、商

業の活性化と持続的なにぎわいの創出というと

ころで、ここでの記載の部分、ここで読み取っ

ていただければというふうに思います。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○企画政策課長（浅川公利君） 今の基本目標

２の施策の７ですね、中心市街アーケードの在

り方の検討ということの、その下の部分で、商

業の活性化と持続的なにぎわいの創出というと

ころで、そこに記載がございます、商店街の活

性化やというところの部分、こちらで。 

○委員（橋本貴喜君） 特定の鏡町の表記はな

いですけども、鏡町もちゃんとにぎわいをつく

っていく１つであるというのは間違いないとい

うことですね。 

○企画政策課長（浅川公利君） 委員おっしゃ

るとおりでございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で八

代未来づくり総合戦略の策定についてを終了い
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たします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後５時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３１分 本会） 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（第３期八代市・氷川町・嚔北町定住自立圏共

生ビジョンの策定について） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、第３期八代市・氷川町・䭈北町定住自

立圏共生ビジョンの策定について説明願います。 

○地域政策課長（松本 亨君） 地域政策課、

松本でございます。 

 それでは、第３期八代市・氷川町・䭈北町定

住自立圏共生ビジョンの策定について御説明を

申し上げます。失礼して、着座にて説明をさせ

ていただきます。 

 資料は２種類ございますけれども、総務委員

会所管事務調査提出資料という概要の資料と、

それからビジョンの本編がございます。まずは

概要資料のほうを御準備いただきたいと思いま

す。 

 初めに、ビジョンの説明に入ります前に、定

住自立圏構想について御説明をさせていただき

ます。 

 資料のほうは、概要資料の表紙の次のページ

を御覧ください。 

 定住自立圏構想とは、本市も含め、日本全体

の人口が減少していく中で、都市部への人口流

出を抑制し、地方への人の流れを創出するため、

安心して暮らせる地域を日本各地に形成してい

こうという構想でございます。 

 この構想の実現のために、中心市と近隣の市

町村が相互に役割分担し、連携・協力すること

で、圏域として必要な生活機能を確保し、地方

圏における定住の受皿を形成する取組でござい

ます。 

 本市におきましては、国の定住自立圏構想推

進要綱の制定を受けまして、平成２６年９月に

中心地宣言を行っております。翌２７年３月に

氷川町と、２８年３月に䭈北町とそれぞれ定住

自立圏形成協定を締結し、１市２町の定住自立

圏の中心市となっているところでございます。 

 この協定に基づきまして、定住のために必要

な生活機能を確保するための具体的取組を整理

したものが、今回御説明申し上げます定住自立

圏共生ビジョンということになります。令和３

年度に策定しました第２期ビジョンの計画期間

が本年度で終了いたしますので、令和８年度か

ら５年間の計画を第３期ビジョンとして策定を

したところでございます。 

 資料の下の段に、協定で規定する取組と記載

をしておりますけれども、２町との協定の中で

生活機能の強化、結びつきやネットワークの強

化、圏域マネジメント能力の強化、この３つの

視点ごとに取り組むべき連携事項が規定をされ

ております。その具体的取組について御説明を

申し上げます。 

 それでは、次のページをお願いいたします。 

 第３期定住自立圏共生ビジョンにおける具体

的取組の体系図でございます。 

 まず、体系図の一番左の列ですけども、こち

らには医療、福祉、教育、産業振興とございま

すけれども、これは、２町との協定で規定して

いる政策分野でございます。この分野ごとに具

体的取組を掲げておりまして、ナンバー１の救

急医療体制充実化の取組からナンバー２４のＩ

ＣＴ利活用の共同研究まで２４項目ございます。

このうち、黄色で色づけしております５つの取

組については、重点的取組として、１市２町が

特に連携を図りながら進めることといたしてお

ります。 

 また、各取組には成果指標、ＫＰＩを設定し

ておりまして、目標達成に向け、毎年度進捗管

理を行っていくことといたしております。 

 次に、主な取組について御説明申し上げたい
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と思いますので、もう一つの資料のビジョン本

編のほうを御覧ください。ビジョン本編の２０

ページをお願いいたします。 

 ２０ページのナンバー９の企業誘致イベント

の積極的な開催・参加は、３市町が連携しまし

て企業誘致イベントを開催したり、イベントに

参加することで圏域の魅力をＰＲし、進出企業

を増やすという取組でございます。 

 今後の予定としましては、７月に開催される

企業立地フェア、それから９月に予定されてい

る東京ゲームショウ、こういったところに出展

をしまして、ＰＲを行いたいと考えております。 

 次に、２７ページをお願いいたします。 

 ２７ページ、ナンバー１６の地域公共交通の

確保・維持の取組では、圏域において、現在、

松橋線や文政線、田浦線など複数の路線バスが

運行されておりますが、人口減少に伴い利用者

は年々減少傾向にございます。そのため圏域住

民の日常生活を支えるバス路線の維持に向け、

関係機関と連携し、実情に応じた交通サービス

の提供に努めることで、便利で快適な公共交通

の構築に取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、２９ページをお願いいたします。 

 ２９ページのナンバー１８、イベント、物産

展等への相互出展の取組でございます。圏域内

のイベントに相互に参加できる仕組みを整えま

して、地産地消を広域的に推進してまいります。

具体的には、八代産品認知度向上・魅力発信、

業務委託で開催しますイベントですとか、氷川

まつり、䭈北町産業祭など、圏域の道の駅等で

開催されますイベントにおいての相互に出展を

することを想定をいたしております。 

 次に、３１ページをお願いいたします。 

 ナンバー２０の結婚支援に関する取組です。

結婚を希望する人に向けまして、出会いの場の

提供や相談・マッチング支援を行う結婚サポー

トセンター事業に取り組み、地域資源を生かし

たイベントなどを通じまして、定住のきっかけ

をつくってまいります。 

 具体的な取組として、本市では昨年６月にや

つしろ結婚サポートセンターＬｙｎｋを開設を

いたしました。Ｌｙｎｋでは、専任のカウンセ

ラーによる会員間のお見合いのほか、各種婚活

イベント等を実施しておりまして、本年度の事

業実績としましては、２月末現在でカップルの

成立数が約４０組、それから登録会員数が１７

７名となっております。令和８年度には、この

Ｌｙｎｋの運営を䭈北町・氷川町との共同運営

とすることで、さらに事業効果の拡大を図って

まいります。 

 最後に、３３ページをお願いいたします。 

 ナンバー２２の地域資源を活用した魅力発信

でございます。これまでシトラス観光圏推進協

議会等を通じまして１市２町の道の駅やスイー

ツ等飲食店を活用した周遊型サイクリングイベ

ントなどを行ってきているところでございます

けれども、今後も滞在時間延長と消費拡大で地

域経済の活性化につなげるため、圏域の観光資

源を結びつけた周遊ルートをつくりまして、そ

れらの情報発信に力を入れてまいりたいと思っ

ております。 

 以上、具体的取組の一部を御説明しましたが、

本ビジョンにつきましては、先月開催をいたし

ました八代市・氷川町・䭈北町定住自立圏共生

ビジョン懇談会におきまして、市長、町長によ

る最終確認が行われ策定に至ったところでござ

います。計画期間であります令和８年度からの

５年間で、さらに１市２町の連携を深め、それ

ぞれの取組を進めることで圏域の活性化を図っ

てまいります。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で第

３期八代市・氷川町・䭈北町定住自立圏共生ビ
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ジョンの策定についてを終了いたします。 

                              

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（第２次八代市地域公共交通計画の策定につい

て） 

○委員長（木村博幸君） 次に、第２次八代市

地域公共交通計画の策定について御説明願いま

す。 

○地域政策課長（松本 亨君） それでは、引

き続きまして、第２次八代市地域公共交通計画

の策定につきまして御説明を申し上げます。 

 資料につきましては、お手元に概要版、それ

から本編の２種類をお配りしております。本日

は概要版を使いまして御説明をさせていただき

ます。 

 初めに、本計画は、令和２年１０月に策定し

ました現行計画が、今年度末で満了を迎えます

ことから、新たな計画として策定するもので、

計画期間は令和８年度から令和１２年度までの

５年間といたしております。 

 策定の背景、目的、位置づけとしましては、

少子高齢化に伴う利用者の減少やドライバー不

足、物価高騰による運行経費の上昇に加えまし

て、県営工業団地の整備等に伴う今後の交通ニ

ーズの変化も予想される中、本市の総合計画で

あります八代未来づくりビジョンを上位計画と

しまして、従来型にこだわらない持続可能な公

共交通体系の構築を推進する計画としまして、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、

いわゆる地域交通法などに基づいて策定する本

市の公共交通のマスタープランとなります。 

 なお、計画の策定に当たりましては、地域住

民や交通事業者、運輸支局などで構成する八代

市地域公共交通会議における協議、それから計

画案に対するパブリックコメント等の実施によ

りまして、市民の皆様からの御意見も踏まえて

いるところでございます。 

 次に、公共交通の在り方についてです。 

 本計画では八代未来づくりビジョンや都市計

画マスタープラン、地域福祉計画など関連計画

に示されているまちづくりの方向性や公共交通

に関する施策等を踏まえまして、本市の地域公

共交通の目指す姿として、生活を支える、地域

を支える、まちのにぎわいをつくる、環境を守

る、みんなでつくる、新しい社会に対応する、

この６つの在り方を定めております。 

 次のページをお願いいたします。 

 上段の本市における地域公共交通の課題でご

ざいます。 

 課題の整理に当たっては、まず、事業者への

ヒアリング、それから市民アンケートの結果を

踏まえまして、目指す姿である、先ほどの地域

公共交通の在り方、それと公共交通の現状を比

較しまして、問題点の洗い出しを行っておりま

す。 

 さらに、本市における公共交通を取り巻く状

況の変化や、公共交通リ・デザインやローカル

鉄道の再構築など、国の方針の変化も踏まえつ

つ、課題１から課題６の人口減少、それから開

発に伴う新たなニーズ、交通不便地域、運転手

不足、利用促進、財源、この６つの視点で課題

を整理しております。 

 なお、課題の２と４につきましては、本計画

において新たに取り上げたものでございます。 

 次に、計画の目標でございます。６つの課題

に対し、それぞれ目標と評価指標を設定し、課

題解決を図ることとしております。 

 なお、課題と目標の関連が分かるように同じ

色で表記をしております。 

 計画目標を具体的に御説明しますと、まず、

目標１の地域間交通ネットワークを維持するた

め、効率化を図るにつきましては、今後も公共

交通の需要が縮小し続けると、公共交通の確保

もままならない状況が懸念されますことから、

需要に応じたサービス水準の見直しを行うこと

で効率化を図りながら、各地域から中心市街地
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への公共交通軸を維持するものであります。 

 次に、目標２の新たな移動ニーズに応じた交

通サービスを提供するについては、県営工業団

地の整備、それから新八代駅周辺の開発などに

より、通勤をはじめとする移動需要が増えるこ

とが想定されますことから、開発の動向に応じ

た路線の新設やルートの見直しなどによりまし

て、公共交通軸と拠点機能を強化するものでご

ざいます。 

 次に、目標３の地域の身近な移動を確保する

については、高齢者の多くが車を運転できなく

なった後の外出に不安を感じている中、地域内

にある交通拠点までの移動手段を確保するため、

乗合タクシーの継続的な運行や、地域との協働

による新たな移動手段の導入などを検討し、交

通空白の解消を目指すものでございます。 

 目標４の公共交通維持のための輸送資源を確

保するについては、人件費や燃料費などの高騰

に加え、運転手不足は交通事業者が抱える深刻

な課題となっておりますことから、既存の輸送

資源の活用や、教育や福祉などほかの分野との

共創、運転手確保に対する支援などを行うもの

でございます。 

 目標５の公共交通の利用環境を整えるについ

ては、公共交通の利用者の減少とそれに伴う減

便という負のスパイラルからの脱却を図るため、

スムーズな移動ができるよう乗り継ぎ拠点の集

約化や運行ダイヤの見直しのほか、公共交通に

関する情報発信、利用促進策を実施するもので

ございます。 

 最後に、目標６の効率化を図りながら、限ら

れた財源の中で交通サービスを維持するについ

ては、今後も財政負担の増加が見込まれる中、

公共交通を維持していくためには、財源の有効

活用と交通サービスの効率化を図るものでござ

います。 

 計画目標の達成状況を見る評価指標について

は、市民の皆様にも分かりやすい指標となるよ

う運行されている路線数、それから公共交通の

利用者数、路線の見直し件数など定量的に確認

できる数値目標を設定しております。 

 また、目標値については、少子化、高齢化に

伴う公共交通利用が減少傾向にある状況下にお

いても、サービスの低下にならないよう、現状

の水準を維持しながら、地域の輸送資源の活用

や開発地域における交通サービスの導入など、

よりよい地域公共交通を目指していきたいと考

えております。 

 そして、この６つの目標を達成することで、

資料の右側にございます将来ネットワークで示

しますように、市役所周辺を中心拠点に、駅な

どの交流拠点、各地域内にある地域生活拠点を

路線バス等でつなぎ、各支所内は乗合タクシー

等でつなぐなど、地域間、それから地域内の移

動をしっかりと支える交通網の形成を実現して

いきたいというふうに考えております。 

 それでは、次のページをお願いいたします。 

 目標達成のための施策につきましては、６つ

の計画目標の達成に向け、１－１から６－１ま

で１１の施策を推進してまいります。 

 主なものを申し上げます。 

 まず、施策の、施策２－１と２－２でござい

ますが、バス路線網の見直しや開発地における

新たな移動手段の導入検討についてです。県営

工業団地の整備の進捗状況を見ながら、新八代

駅、それから千丁駅、工業団地等へのアクセス

手段の導入や移動手段としてのシェアサイクル、

また小型モビリティーなどパーソナルモビリテ

ィーですとか、それから自動運転技術の活用な

ど、この辺も含めて、開発地内における周遊す

るための二次交通の確保を図るものでございま

す。 

 それから、施策３－１、地域との協働による

地域内交通の維持・改善については、地域間交

通によるアクセスを確保するため、地域内の交

通結節点に接続する乗合タクシー、それから自
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家用有償旅客運送の維持、地域との協働による

ライドシェアの導入など各種施策に取り組んで

いくものでございます。 

 施策の４－１、運転手確保に向けた支援につ

きましては、運転手募集の広報への協力、それ

から移住定住など他の分野と連携しながら、交

通事業者の運転手確保を支援するものでござい

ます。公共交通の持続可能性の向上に取り組ん

でまいります。 

 施策の４－２、多様な輸送資源の活用につい

ては、運転手不足で公共交通の維持が厳しい状

況の中、スクールバス等の送迎サービスの活用

策や観光、医療、福祉など他分野との連携によ

る輸送資源の確保策の検討など、従来型にとら

われない柔軟な公共交通の導入により地域公共

交通の維持を図るものでございます。 

 特に、この施策３と４にありましたライドシ

ェアの導入ですとか、他分野との連携による輸

送資源の確保につきましては、バス、タクシー

のドライバーの減少が進んでおりますので、非

常に公共交通の確保が厳しい状況となっており

ます。喫緊の課題と捉えまして、解決に向けて

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 本計画の進捗管理につきましては、地域公共

交通会議において、各指標の達成状況を見なが

ら毎年度実施してまいります。ＰＤＣＡサイク

ルにより継続的に改善を行っていくことといた

しております。 

 最後に、本計画の推進に当たりましては、行

政のみならず、市民の皆様や交通事業者の理

解・協力の下、一体となって取り組む必要がご

ざいます。それぞれの関係者と連携を図りなが

ら、従来型にこだわらない持続可能な公共交通

体系の構築に取り組んでまいります。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（木村博幸君） 本件について何か質

疑、御意見などはありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 公共機関は高齢者が使

うことが多いと思うんですけど、ちょっと足腰

が悪くなってる方とか、少し介護が必要な方、

介護タクシーだったり福祉タクシーを使うと思

うんですけど、それはこの公共施設のこの中に

は含まれてはいないっていう感じでしょうか。 

○地域政策課長（松本 亨君） 目標と施策の

３の部分に含んでおりまして、地域内の交通を

より細かにきめ細やかに確保していくというこ

とと、今、令和８年度から県のほうにおきまし

ても、いろんな地域の輸送資源をフル活用する

ということで、おっしゃいましたような福祉バ

スですとか、介護タクシーですとか、いろんな

地域資源を、まずはどういう資源があるのかと

いうのを洗い出して、それをどういうふうに活

用していくのかっていうプロジェクトチームを

つくって検討されておりますので、そういった

ところとも連携しまして、いろんな形でその地

域の移動を支えていくということは取り組んで

いきたいと思っております。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（金子昌平君） 夜の飲み屋街のタクシ

ー不足問題は、この中に、的に入ってるんです

か。 

○地域政策課長（松本 亨君） はい、運転手

不足に対する支援というのもこの計画の中に入

っております。先日、タクシー事業者会の方と

お話しした中でも、やはり１２時以降、夜中の

タクシーっていうのが非常に少ない状況だとい

うことでございます。それはタクシー事業者会

のほうでもライドシェアを含めて、そういった

ところをどうするのかっていうのも考えていき

たいということでございましたので、事業者の

皆さんとも連携しながら、検討していきたいと

いうふうに思っております。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

○委員（たーみー君） 計画目標５の路線バ
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ス・乗合タクシーの利用のしやすさが１７.

６％と大分低い数値だと思うんですけど、令和

１２年度目標値も２４％と、結構、何か低めの

設定だなって思ったのと、目標４の路線バスの

運転手の数、５１人から５４名、３名増で、果

たして、何だろう、さらに利用しやすくなった

なって思わせることができるのかっていうとこ

ろで、何かこうちょっと目標値が低いんじゃな

いかなと思うんですけど、その辺はいかがでし

ょうか。 

○地域政策課長（松本 亨君） まず、利用の

しやすさについてでございますけれども、この

目標については、令和元年の調査結果では大体

２４％だったと。これが年々下がってきている

状況でございますので、２４％、その令和元年

の水準には戻していきたいという目標でござい

ます。 

 要因としましてはいろいろあると思うんです

が、これまで効率化ということで、路線バスか

ら乗合タクシーへの転換ですとか、いろんなこ

とをやってきております。結果として、地域内

で乗り継ぎをしないといけないとか、いろんな

そういう利用者が不便に感じるようなことも出

てきておりますので、その辺は今後、見直しも

含めて考えていきたいと思ってます。 

 それから、バスの運転手の数５４人につきま

しては、これ、バス事業者さんのほうにヒアリ

ングしまして、現状のバスを運行するのに必要

な人数ということで、５４人は必要だというこ

とでございましたので、この数を目標として掲

げております。これで果たして足りるのかとい

うことでございますけれども、バス事業者さん

としては、５４人いれば大丈夫だということで

ございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で第

２次八代市地域公共交通計画の策定についてを

終了します。 

 執行部は御退席ください。 

（執行部 退室） 

○委員長（木村博幸君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了いたしま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申出をいたしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なしということで認

め、そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって総務委員会を散会いたします。 

（午後５時５８分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和８年３月１７日 

総務委員会 

委 員 長 
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